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"見

第
一
章
「
道
路
と
淫
削
に
閲
す
る
報
告
書
」
|
|
ジ
ェ
フ
一
y

ソ
ン
政
権
の
大
い
な
る
い
出
産

第
節
連
邦
政
府
の
内
陸
開
発
政
策

「

1
)
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
事
業

(
っ
こ
ジ
ェ

7
7
ソ
、
〆
大
統
領
の
第
一
次
就
任
演
説
お
よ
び
第
六
四
年
次
教
害

(3)
連
邦
政
府
の
同
党
政
策
の
荒
本
柄
遺

第
二
節
チ
ニ
サ
ピ

1
ク
&
一
ア
ラ
ウ
ェ
ア
運
河
事
業
と
辿
邦
政
府

戸

1
)
州
際
事
業
と
し
て
の
チ
」
サ
ピ

l
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
運
河
事
業

「

2
)
チ
工
サ
ピ

1
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
運
河
事
業
の
灰
開

(3)
連
邦
立
援
を
求
め
て

第
三
節
一
道
路
と
運
河
に
関
す
る
報
山
再
」

(
1
」
「
道
路
と
運
討
に
関
す
る
報
告
書
」
の
成
い
り
斗
ち
と
チ
ェ
サ
。
ピ
ー
ク
品
デ
ラ
ウ
ェ
ア
通
し
川
会
社

(
2
)
「
道
路
と
逗
刊
に
関
す
る
報
告
古
一
が
切
り
開
い
た
政
検
可
能
性

第
一
章
「
道
路
と
淫
削
に
閲
す
る
報
告
書
」
の
反
掛
け

第

節

エ

リ

巡

河

事

業

|

|

一

一

コ

l
ヨ
ー
ク
州
の
一
大
運
川
事
業

「

1
)

エ
リ

i
誕
判
事
業
の
展
開

(
2
)
ポ
l
プ
H

ポ
l
タ
l
法
案

(3)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
陳
情
出
動

第
二
節
一
八
一
年
戦
争
と
連
邦
の
問
題

戸

1
)
開
戦

(
2
)
戦
時
下
の
話
願
活
動

(3)
エ
リ

l
淫
何
事
業
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
動
き

「

A
q
)

ハ
l
ト
フ
ォ
ー
ド
会
ぷ

前
一
章
一
八
一
二

1
戦
争
後
の
政
治
思
境
の
変
化

ーふ
i師

(
以
上
、
治
立
じ
を
一
号
)
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反連邦主君との同小、(5・3じ)

第
節
八
一
年
戦
争
絞
|
|
マ
デ
ィ
ノ
ン
の
州
市
じ
回
年
次
教
事
門
と
辿
邦
再
生

(
1
)

マ
デ
イ
ゾ
ン
政
権
の
課
題

「

2
)

八
一
年
戦
争
後
の
内
障
問
党
政
策
の
動
山

(
3
」
カ
ン
パ

1
ラ
、
イ
ド
国
道
事
業

第
二
節
ボ
ー
ナ
ス
法
楽
へ
の
道
程

(1)

八
一
年
戦
争
絞
の
ニ
コ

1
ヨ
1
ク
州
の
陳
情
活
動

三
)
ボ
ー
ナ
ス
法
議
提
出
に
向
け
て

第
三
節
ボ
ー
ナ
ス
法
案
の
大
阿
修

π

(
1
)
ボ
ー
ナ
ス
法
誕
の
提
山
川
と
カ
ル
フ

l
ン
の
意
図

(
2
)
公
干
性
の
問
題

(
3
」
ボ
ー
ナ
ス
法
案
の
可
決

(
イ
)
そ
の
他
の
蒋
議

第
川
節
マ
デ
ィ
ソ
ン
大
統
領
の
抱
否
権
党
動

第
四
章
以
連
邦
、
+
識
と
の
闘
い

第
節
マ
デ
イ
ノ
ン
大
統
領
の
拒
否
権
交
動
と
ニ
コ

l
ヨ
l
ク
州
の
動
向

第
二
節
炉
併
推
の
残
響

(
1
)
ボ
ー
ナ
ス
法
…
廷
の
亡
室

(
っ
こ
際
平
長
官
カ
ル
ブ

1
シ
の
報
η
川事門

戸

n
J
)

モ
ン
ロ
ー
の
同
作
品
円
栓

第
三
節
山
内
陸
開
発
政
策
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
一
フ
ム

(
1
)
カ
ン
パ
!
?
〆
ド
国
遣
の
維
持
補
修
法
案
に
対
す
る
北
否
権
を
越
え
て

「

2
)
ア
メ
リ
カ
ン
シ
ス
テ
ム

(
3
」
モ
ン
ロ
ー
政
格
上
小
期
の
内
際
開
発
政
策

(
以
上
、
治
主
ヒ
巻
一
号
)

(
以
上
、
治
主
じ
を
四
号
)
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"見

終
草
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
の
動
揺

第

節

エ

リ

l
辺
川
の
成
功
と
波
紋

第
二
節
ア
メ
リ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
協
和
首

第
三
節
終
わ
り
に

(
以
卜
、
本
号
)

ーふ
i師

第
一
節

内
除
開
発
政
策
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム

(
I
)
 
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
の
維
持
補
修
法
案
に
対
す
る
花
白
権
を
越
え
て

一
八
一
二
年
有
月
刊
判
、

モ
ン
ロ
ー
は
作
存
権
の
救
世
田
と
と
も
に
、
辿
邦
政
府
の
内
陸
開
発
梓
限
に
つ
い
て
口
ら
の
見
解
を
ま
と
め
た
丈

を
発
表
し
た
。
こ
の
丈
書
は
、
先
の
拒
育

書
「
内
陸
開
発
に
つ
い
て
の
見
解
」

(
Z
5
2
4
Z
O
H
Z
Z
P
2
2
2
h
E
Z
2
5
こ
E
E
2
4
5
E
三

権
教
書
ー
と
同
様
に
、
連
邦
政
府
の
内
れ
開
党
権
限
は
法
的
根
拠
が
な
い
と
市
町
す
る
と
同
時
に
、
連
邦
制
の
党
民
と
連
邦
政
府
の
管
轄
範
囲

に
つ
い
て
歴
史
的
に
ま
た
経
験
的
に
与
祭
L
、
白
身
の
政
治
的
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
c

こ
の
中
で
モ
ン
ロ
ー
は
ア
メ
リ
カ
が
阿
弥
用

L

た
連
邦
制
が
辿
邦
政
附
と
州
政
府
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
土
権
を
右
す
る
一
つ
の
政
府
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
き
わ
め
て
珍
し
い
制
度
で
あ
る
と

指
摘
す
る
コ

モ
ン
ロ
ー
が
強
調
し
た
の
は
、
連
邦
政
府
の
権
限
は
連
邦
憲
法
に
よ
っ
て
制
限
き
れ
て
お
り
、

元
植
民
地
で
あ
る
州
の
、
土
権
を

侵
中
け
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
l

乙
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
内
際
開
発
権
限
を
見
る
と
、
連
邦
憲
法
に
お
い
て
別
碓
な
規
定
が
な
い
ば

か
り
か
、
郵
便
道
路
開
設
権
、
戦
争
古
言
権
、
州
際
通
商
権
、
必
要
か
っ
適
切
な
条
項
等
い
ず
れ
の
規
定
か
ら
も
同
権
限
は
生
じ
な
い
と
し

て
連
邦
憲
法
に
対
す
る
厳
格
解
釈
論
の
I
J
V

士
坊
を
鮮
明
に
し
た
。

モ
ン
ロ
ー
は
政
策
に
よ
っ
て
は
連
邦
産
法
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
必
要
性
が
あ

る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
が
、
基
本
的
に
彼
の
見
解
は
州
権
論
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
コ
し
か
し
な
が
ら
、

モ
ン
ロ
ー
大
統
領
最
後
の
一
午
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明
刊
ふ
ia

l
l
 
ヘ
ン
リ
l
・
ク
レ
イ
が
提
唱
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
一
汗
菜
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
政
治
史
に
と
っ
て
記
憶
に
残
る
時
代

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仰
と
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

道
路
の
維
持
補
修
法
案
に
対
し
て
、
モ
ン
ロ
ー
は
政
治
信
条
を
月
白
に
法
案
を
相
育
し
連
邦
憲
法
の
改
正
を
連
邦
議
会
に
促
唱
し
た
が
、

既
設
道
路
の
荒
廃
が
進
む
カ
ン
パ

i
ラ
ン
ド
国
道
の
現
状
、
東
西
地
肢
の
公
共
事
業
格
芹
へ
の
不
満
は
、

そ
の
よ
う
な
悠
長
な
時
間
を
守
え

な
か
っ
た
っ

そ
う
し
た
巾
、

ー
ラ
ン
ド
同
道
の
補
修
問
題
は

一
八
二
一
年
一
一
月
二
円
に
出
き
れ
た
モ
ン
ロ
ー
の
第
六
回
年
次
教
評
で
も
わ

カ

〆

ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
ー
と
こ
ろ
、
外
交
、
通
商
、
市
事
問
題
が
中
心
で
あ
っ
た
モ
ン
ロ
ー
の
教
書
で
は
異
例
の
扱
い
だ
っ
一
た
c

そ
こ
で
、

モ
ン
ロ
ー
は
り
川
会
期
に
山
し
た
白
身
の
粒
存
権
発
動
に
つ
い
て
改
め
て
H
当
化
す
る
方
で
、
巨
費
を
投
じ
て
建
設
さ
れ
た
国
道

の
維
持
補
修
問
題
を
こ
れ
以
卜
先
送
り
で
き
な
い
と
し
て
、
現
実
的
な
対
応
策
に
つ
い
て
示
唆
し
た
っ

モ
ン
ロ
ー
が
提
楽
し
た
の
は
、
国
庫

か
ら
の
拠
向
だ
っ
た
ロ
「
私
の
判
断
で
は
、
連
邦
議
会
は
補
修
の
必
安
な
状
態
に
あ
る
道
路
を
点
検
し
補
修
に
要
す
る
資
金
を
拠
出
す
る
権

限
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
連
邦
議
会
が
道
路
を
佳
設
す
る
資
金
を
拠
出
す
る
権
限
を
間
違
い
な
く
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
邦
議
会
は
山
制
度

反連邦主君との同小、(5・3じ)

か
ら
道
路
を
保
全
す
る
た
め
に
お
金
を
拠
出
す
る
権
限
を
も
つ
の
で
す
c

こ
の
権
限
の
行
使
か
ら
い
か
な
る
危
険
も
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

F
3
J
 

せ
ん
」
。
モ
ン
ロ
ー
は
、
救
世
田
の
巾
で
も
、
連
邦
政
府
が
内
陣
開
発
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
は
述
邦
憲
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

力
針
を
変
更
し
て
は
い
な
い
し
、

そ
の
観
点
か
ら
p

川
会
期
拒
心
白
権
を
発
動
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
コ
し
か
し
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ト
国
道
ポ
業
は
山
部
諸
川
と
大
丙
汀
沿
日
当
日
川
と
の
闘
の
交
流
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
便
益
は
計
り
知
れ
な
い
こ

と
、
ま
た
、
実
際
に
既
設
道
路
の
維
持
補
修
は
切
迫
し
た
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

モ
ン
ロ
ー
は
日
ら
の
政
治
信
条
と
妥
協
せ
ざ
る
を
、
λ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
υ

と
は
い
え
、
道
路
を
建
設
す
る
権
限
は
い
う
ま
で
も
な
く
内
除
問
泥
棒
限
に
属
す
る
つ
こ
の
矛
盾
に
モ
ン
ロ
ー
が
相
口

党
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
リ
刷
会
期
で
私
が
言
及
し
た
丈
存
の
巾
で
十
分
に
私
の
意
見
を
連
邦
議
会
に
伝

北法S7(S.Hl1)2107



"見

え
て
お
り
ま
す
の
で
、
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
領
域
へ
の
管
時
権
な
ら
び
に
統
治
権
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
歳
出
権
限
に
関
し

ま
し
て
は
、
私
が
こ
こ
で
話
題
を
ぷ
げ
る
の
は
不
、
血
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
、
こ
の
間
忠
を
締
め
く
く
っ
た
。
歳
山
刊
権
は

ーふ
i師

連
邦
体
制
を
脅
か
す
権
限
の
行
使
で
は
な
い
と
い
う
観
点
を
仔
ち
山
し
、

の
内
降
開
発
権
限
の
行
使
か
ら
区
別
し
よ
う
と
し
た
c

モ
ン
ロ
ー
は
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
問
通
事
業
を
、
あ
え
て
連
邦
政
府

モ
ン
ロ
ー
の
干
次
救
世
田
が
起
白
'
と
な
っ
て
、
第
七
連
邦
議
会
第
一
会
期
に
入
る
と
、
再
び
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
川
道
の
新
し
い
維
持
補
修

法
楽
が
議
題
に
卜
り
、

八
二
一
年
一
月
二
日
に
法
案
は
成
?
げ
し
た
コ
同
法
は
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
}
か
ら
ホ
イ

I
リ
ン
グ
ま
で
の
道
路
の

二
万
五

0
0
0ド
ル
を
国
庫
か
ら
拠
出
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
大
統
領
白
身
が

維
持
補
修
の
た
め
に
通
行
料
を
徴
収
す
る
の
で
は
な
く
、

提
案
し
た
同
年
か
ら
の
拠
山
と
い
う
i

刀
法
を
採
用
し
た
同
法
案
に
対
し
て
、
ム
7

同
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
は
異
を
唱
え
な
か
っ
た
c

維
持
補
修
法

モ案
ンの
ロ成
l 立
政に
権よ
よょ っ
f~主て

主4
22 
府ず
均三 力

将ン
斗L ノ、

的 l
にフ
F司〆

岸ト
か t~;1
h 且

元事
/市

ノミ lこ
l か
ラか
，/ '，-， 

ド亀
山山

富索
0) 事
維 rJ'!
持は
補)'1" 
{筈{寸
主宰 し、

肩た
7ι 

事与
UL 
続将
り来
φ 的
の汗

カ:向

ま官
?残
マ守

くた
f足 υ

証
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

モ
ン
ロ
ー
大
統
領
が
頑
強
に
反
刻
し
た
通
行
料
俄
収
方
式
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
の
拒
品
目
権
発

助
や
そ
の
後
附
さ
れ
た
見
解
に
対
し
て
強
く
支
持
し
た
人
々
は
い
た
c

支
持
派
の
代
表
的
な
人
物
は
後
に
第
七
代
大
統
領
と
な
る
ア
ン
ド

(
G
)
 

ル
l
・
ン
ヤ
ク
ソ
ン
で
あ
る
つ

と
は
い
、
ぇ
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
の
維
持
補
修
費
を
国
庫
か
ら
拠
出
す
る
法
律
が
成
!
止
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
-
と
い
う
の
も
、

連
邦
害
山
法
解
釈
の
立
場
か
ら
内
れ
開
党
事
業
だ
け
で
な
く
カ
ン
バ

l
ラ
ン
ド
川
道
事
業
に
つ
い
て
も
快
疑
的
な
見
方
を
示
し
て
い
た
モ
ン

ロ
l
大
統
領
が
、
同
事
業
を
主
緩
す
る
立
場
に
転
じ
た
か
ら
で
あ
る
c

い
ず
れ
の
形
に
せ
よ
カ
シ
パ

I
ラ
ン
ド
国
道
の
維
持
補
修
法
案
が
成

ー
止
し
た
こ
と
で
、

モ
ン
ロ
ー
の
抱
斉
格
発
動
と
い
う
政
治
的
衝
撃
が
和
ら
い
だ
ば
か
り
か
、

さ
ら
な
る
内
陸
開
発
法
案
成
i

げ
に
向
け
て
間
進

い
な
く
呼
び
水
と
な
っ
た
。
し
か
も

モ
ン
ロ
ー
が
一
八
二
二
年
二
月
二
円
に
禿
表
し
た
第
七
例
年
次
教
吉
は
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道

北法:i7¥S・l(2)2lO8 



の
維
持
補
修
法
山
岳
へ
の
方
針
転
換
を
も
含
め
た
、
彼
自
身
の
内
陸
間
党
政
策
に
対
す
る
政
策
転
換
を
印
象
利
け
る
も
の
と
な
っ
た
っ
内
陸

一
つ
は
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
川
道
の
維
持
補
修
方
式
を
見
直
す
も
の

開
発
政
策
に
関
し
て
こ
の
年
次
救
存
で
示
し
た
方
針
転
換
は
二
つ
あ
る
。

で
、
も
う
一
つ
は
、
陸
〕
阜
の
γ
ム
兵
将
校
、
技
一
日
が
内
陸
開
発
事
業
の
事
前
制
査
を
行
い
、
報
告
書
の
提
出
を
提
日
系
す
る
も
の
だ
っ
た
。

ま
ず
前
者
に
闘
し
て
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
は
毎
年
補
修
が
必
要
で
あ
り
、

か
つ
一
連
邦
憲
法
改
正
が
容
易
で
は
な
い
こ

モ
ン
ロ
ー
は
、

と
を
ヰ
慮

L
、
連
邦
政
府
が
道
路
の
あ
る
当
該
祁
州
と
訓
整
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
内
で
通
行
料
を
設
定
で
き
る
よ
う
提
楽
し
た
っ
通
行

料
を
微
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
補
修
費
を
ま
か
な
う
と
と
も
に
、
料
余
所
を
通
し
て
道
路
を
特
理
し
、
罰
則
規
定
を
お
い
て
器
物
損

壊
か
ら
守
る
こ
と
を
企
阿
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
川
道
の
維
持
補
修
費
問
題
が
政
治
状
況
に
存
右
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
、
安
定
的
な
財
源
確
保
を
優
先
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
仁
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
モ
ン
ロ
が
前
会
期
に
作
存
し
た
補
修
費
用
の
財

源
世
間
を
再
び
復
活
さ
せ
た
も
の
で
、
大
統
領
は
、
連
邦
産
法
改

H
の
難
し
さ
か
ら
現
実
的
な
政
策
転
出
択
を
凶
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
カ

ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
の
維
持
管
理
問
題
は
、
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、

モ
ン
ロ
ー
政
権
で
は
解
決
せ
ず
、

そ
の
後
一
八
三
口
午
代
に
新
た
な

日
山
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
道
路
の
維
持
笹
川
珂
は
、
連
邦
政
府
か
ら
川
政
府
に
移
管
さ
れ
、
川
川
内
有
料
道
路
ー
と
し
て
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国

反連邦主君との同小、(5・3じ)

道
が
連
常
さ
れ
て
い
く
仁
連
邦
政
府
が
建
設
し
そ
の
後
の
維
持
管
用
を
当
該
州
が
折
、
っ
政
策
の
流
れ
を
作
っ
た
の
は
、

一主
1
4
月
の
モ
ン
ロ
ー
大
統
訟
の
花
百
権
琵
肋
だ
っ
た
っ

は
か
ら
ず
も
一
八
二

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
の
維
持
補
修
問
題
以
卜
に
重
要
な
政
策
促
案
が
、
特
定
の
運
河
建
設
へ
の
助
成
提
案
な
ら
び
に
除
草

L
兵
隊
を
活

用
し
た
次
の
よ
う
な
調
斉
提
案
で
あ
っ
た
。
「
連
邦
議
会
が
そ
の
よ
う
な
川
家
的
な
円
的
[
首
都
ワ
ン
ン
ト
ン
を
通
過
し
丙
部
と
大
凶
洋
と

の
た
め
に
資
金
を
拠
出
す
る
権
限
を
有
す
る

(
運
河
が
通
過
す
る
巾
l
該
諸
州
に
首
轄

を
結
ぶ
チ
コ
サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
建
設
事
業
]

権
を
と
と
め
つ
つ
)
も
の
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
来
シ
ー
ズ
ン
に
未
調
査
の
地
を
調
査
し
そ
れ
に
関
す
る
彼
ら
の
怠
見
を
恨
先
す

る
た
め
に
適
切
な
予
算
で
適
正
規
模
の
土
兵
隊
の
将
校
た
ち
を
隈
用
す
る
惟
限
を
有
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
か
ど
う
か
あ
な
た
ん
の
検
討
に
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エ
リ
l
湖
の
水
運
と
オ
ハ
イ
オ
川
を
運
河
で
結
ぶ
い
く
つ
か
の
ル

l
ト
に
つ
い
て
彼
ら
の
調
官
範
囲
を
拡
大
す
る

こ
と
は
適
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
」
。
こ
こ
で
、
モ
ン
ロ
ー
が
提
案
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
モ
ン
ロ
ー
自
身
が
不
快
感
を
示
し
た
八
一
九
午

ゆ
だ
ね
ま
す
。
同
様
に

ーふ
i師

け
の
カ
ル

7
1
ン
陸
平
長
官
の
報
告
書
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

カ
ル

7
l
ン
の
報
告
書
は
内
陸
開
発
事
業
に

積
祢
的
に
市
隊
を
活
用
す
る
こ
と
を
提
附
し
た
も
の
だ
っ
た
c

そ
の
際
、
根
止
門
書
が
ま
ず
行
、
つ
べ
き
こ
と
と
し
て
提
案
し
て
い
た
の
が
、

兵
隊
に
よ
る
現
地
調
賓
と
そ
の
調
斉
報
汗
世
田
の
提
出
で
あ
っ
た
。
カ
ル
フ

l
ン
の
報
生
川
世
田
や
提
案
は
、
心
一
時
、
法
案
と
し
て
立
法
化
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、

士
兵
隊
が
凶
内
存
地
の
内
陸
開
発
事
業
に
お
い
て
宅
前
調
査
に
協
力
す
る
事
例
が
噌
え
つ
つ
あ
っ
た
。

例
え
ば
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、

メ
リ

l
ラ
ン
ド
の
一
川
川
に
ま
た
が
る
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
L

ア
運
河
事
業
は
、

八
二
作
に
こ
れ
ら
の
州
議
会
か
ら
地
資
を
受
け
、
連
邦
軍
の
一
氏
隊
の
助
力
を
得
て
運
川
建
設
ル

l
ト
の
向
調
台
を
行
っ
た
c

こ
の
再
調

査
の
結
県
、
運
河
ル

l
ト
が
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
、
り
川
述
の
モ
ン
ロ
ー
の
教
書
の
巾
で
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
消
の
ヘ
ン
ロ
ベ
ン
叫
(
門
戸
胃

Z
E一
。
胃
ロ
)

近
く
に
こ
う
の
坤
頭
を
建
設
す
る
た
め
の
下
算
を
計
上
し
た
一
八
一
一
一
年
烹
月
成
山
の
法
律
に
関
辿
し
て
、
除
草
の
土
兵
委
員
会
の
将
校
た

ち
に
建
設
計
画
ー
と

F
算
の
適
正
さ
に
つ
い
て
調
脊
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
、

そ
の
結
果
、
隆
平
省
か
ら
法
律
で
{
止
め
ら
れ
た
下
算
で
は
小

ー
分
と
の
報
生
日
を
受
け
、
モ
ン
ロ
ー
は
さ
ら
な
る
子
貨
の
計
上
を
検
討
す
る
よ
う
提
案
し
た
仁
同
様
に
、

一
八
一
一
一
ポ
l

五
月
の
法
律
に
ふ
れ
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
よ
ニ
ア
州
の
プ
レ
ス
カ
イ
ル
港
の
港
け
の
障
害
物
を
除
去
す
る
予
算
の
適
止
規
模
と
除
去
副
両
の
調
ん
は
が
正
兵
委
員
会
に
対
し

て
命
じ
ら
れ
、
陸
軍
省
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
既
に
ア
メ
リ
カ
芥
地
で

L
兵
隊
は
開
発
事
業
の
調

査
・
策
定
作
業
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
第
七
凶
年
次
教
吉
で
モ
ン
ロ
ー
が
提
案
し
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
現

状
の
制
度
化
で
あ
り
、
第
一
に
、
白
覚
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
合
衆
国
規
模
の
内
陸
開
発
計
-
山
立
案
へ
の
準
備
だ
っ
た
じ
カ

ル
7
1
ン
が
報
告
書
の
中
で
力
説
し
た
軍
隊
を
建
設
作
業
に
も
従
事
さ
せ
る
提
楽
に
つ
い
て
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
各
地
の
開

発
事
業
を
可
隊
が
技
術
的
に
協
力
支
援
し
て
い
く
体
制
作
り
は
カ
ル

7
1
ン
へ
の
大
き
な
歩
み
寄
り
だ
っ
た
ロ

工
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連
邦
憲
法
問
題
に
拘
泥
せ
ず
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
事
業
を
全
而
的
に
l
止
持
す
る
方
針
に
切
り
符
え
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
な
る
内
陸
間

発
政
策
の
実
現
に
向
け
た
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
の
政
策
転
換
は

時
期
引
退
し
て
い
た
へ
ン
リ

l
・
ク
レ
イ
の
政
界
復
帰
と
呼
応
し
て
、
第

八
連
邦
議
会
に
お
い
て
ク
レ
イ
の
提
附
す
る
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
(
〉
ヨ
ミ

z
z
r
E
2
)
を
枠
進
す
る
大
き
な
力
と
な
る
。

2 

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム

モ
ン
ロ
ー
政
健
最
後
の
一
年
間
は
、
連
邦
政
府
の
内
陣
開
発
政
策
史
の
中
で
画
期
的
な
年
と
な
っ
た
υ

と
い
う
の
も
、
一

O
年
近
く
に
わ

た
り
連
邦
政
ー
附
か
ら
の
財
政
主
援
を
求
め
て
き
た
チ
ェ
叶
。
ヒ

l
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
運
河
会
社
に
刻
す
る
公
的
主
回
世
が
実
現
し
た
だ
け
で
な

フ
ロ
リ
ダ
、
ミ
シ
ガ
ン
、

チ
L

サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
の
ル

l
卜
訓
査
ー
ペ
援
と
い
っ
た
連
邦

ア
i
カ
ン
ソ
!
神
午
州
の
道
路
定
設
、

肋
成
索
引
が
相
次
い
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
υ

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
の
ル

l
ト
調
査
支
媛
法
は
り
川
作
の
一
八
一
一
例
年
四
月
に
成

止
し
た
、
通
称
、
全
体
調
査
法
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た
コ
同
法
に
よ
っ
て
合
衆
国
内
の
交
通
路
の
事
前
調
査
計
画
に
陸

4
の
技
官
を
活
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
c

全
体
制
査
法
は
開
党
雫
業
を
財
政
的
に
支
援
す
る
も
の
で
は
な
か
ワ
た
が
、
同
法
を
き
っ
か
け
に
、
連
邦
議
会
は
民

反連邦主君との同小、(5・3じ)

間
企
業
で
あ
る
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
ュ
ア
通
州
会
社
の
株
式
に
出
資
し
支
援
す
る
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
ュ
ア
通
例
会
朴
山
資
法
を

成
立
さ
せ
た
。
合
衆
囲
内
の
交
通
網
の
拡
充
を
目
的
と
す
る
一
連
の
諸
法
は
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
域
と
し
て
み
な
さ
れ
る
政
策

に
連
な
る
も
の
で
あ
る
-
大
統
領
が
か
つ
て
拒
台
権
を
発
動
し
た
政
策
を
そ
の
後
承
認
し
た
先
例
と
し
て
は
、
前
伴
者
の
マ
デ

f
ソ
ン
大
統

領
の
第
二
次
合
衆
国
銀
行
の
認
可
問
題
が
あ
る
。
こ
の
と
き
は
、

一
八
一
二
年
戦
争
後
で
国
内
外
を
取
り
巻
く
政
治
経
済
環
境
が
太
き
く
変

わ
っ
た
こ
と
が
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
政
旋
転
換
の
背
景
に
あ
っ
た
c

そ
れ
で
は
、

モ
ン
ロ
ー
の
場
合
カ
ン
パ

1
ラ
シ
ド
同
道
維
持
補
修
法
案
に
対

し
て
作
存
権
を
発
動
し
た
第
一
七
連
邦
議
会
第
一
会
期
と
そ
れ
以
降
と
で
、
と
の
よ
う
な
政
治
状
川
の
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

モ
ン
ロ
ー
政
砲
は
一
期

U
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
ジ
ヱ
ブ
ア
ソ
ン
政
権
期
に
は
遠
く
及
ば
な
い
と
は
い
え
フ
ロ
リ
ダ
地
械
の
猿
得
に
よ
っ
て
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領
土
拡
大
を
経
験
し
た
。
さ
ら
に
、
西
部
に
お
け
る
人
什
増
加
に
伴
っ
て
内
陸
部
の
準
州
の
連
邦
加
盟
が
相
次
い
だ
。

一
八
一
一
一
年
別
後
の

時
期
は

一
八
一
一
午
戦
引
の
よ
う
な
国
'
チ
乞
挙
げ
て
の
戦
争
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
国
務
長
官
J
-
Q
・
ア
ダ
ム
ス
の
卜
、

ア
メ
リ
カ
外
交

ーふ
i師

が
ヨ

l
ロ
y
パ
列
強
の
脅
威
か
ら
開
放
さ
れ
、
丙
半
球
に
お
け
る
平
和
を
碓
?
止
し
た
大
き
な
転
換
期
だ
一
口
た
。
独
す
以
来
、

ア
メ
リ
カ
最
大

の
脅
威
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
緊
張
関
係
は
、
凶
境
線
の
確
定
と
と
も
に
ひ
と
ま
ず
収
束
し
た
c

フ
ロ
リ
ダ
領
有
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て

い
た
ス
ペ
イ
ン
と
の
関
係
も

一
八
一
九
年

一
月
の
ア
ダ
ム
ズ
リ
オ
ニ
ス
条
約
(
〉
己
E
E
C
E
ω

叶
日
己
〉
)

の
締
結
で
フ
ロ
リ
ダ
の
購
入
が

正
式
に
決
定
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

ス
ペ
イ
ン
組
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
線
も
確
定
し
た
。
そ
の
結
果
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
同
は
国
境
の
南
北
を

持
す
る
ヨ

l
ロ
ソ
パ
列
強
ー
と
の
問
で
半
和
を
確
立
し
た
。
し
か
も

一
八
一
八
年
か
ら
一
八
一
二
年
に
か
け
て
、

ア
メ
ワ
カ
の
独
7
4
u
v
命
に

刺
激
さ
れ
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
ス
ペ
イ
ン
領
柄
民
地
が
、
相
次
い
で
4

一
干
王
国
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
あ
る
い
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
独
立
を
宣

一汗

L
、

一
八
一
八
作
に
チ
リ

一
八
一
九
年
に

ア
メ
リ
カ
が
そ
の
独
立
を
本
認
す
る
と
い
う
新
た
な
同
際
域
境
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
時
期
、

ノ
ヴ
ァ
グ
ラ
ナ
ダ

(
後
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
)
、

一
八
一
一
年
に
プ
ラ
ン
ル
が
誕
止
し
た
コ
こ
う
し
た
巾

一
八
一
一
一
年
に
ベ
ル
!
と
メ
キ
シ
コ

市
米
諸
国
の
動
き
に
対
し
て
一
八
二
二
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
、
南
米
に
お
け
る
ヨ

l
ロ
y
パ
諸
国
か
ら
の
渉
を
共
同
で
阻
止
し
よ
う
と

い
う
提
奈
が
持
ち
か
け
ら
れ
た
じ
こ
れ
へ
の
モ
ン
ロ
ー
の
返
祥
が
モ
ン
ロ
ー
竹
一
口
だ
っ
た
じ

第
七
同
年
次
教
書
の
中
で
明
確
に
提
附
さ
れ
た
モ
ン
口
宣
一」
一
円
は
、
ヨ
l

E

y
パ
に
よ
る
丙
半
球
の
柄
民
地
化
を
終
わ
ら
せ
、
白
半
球
の

独
!
止
凶
へ
の
干
渉
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
脅
威
と
み
な
す
と
の
合
計
で
あ
っ
た
コ
外
交
政
策
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
ヨ

l
ロ
y
パ
削
れ
は
、
経

済
政
策
に
お
い
て
も
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
既
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
政
権
末
期
よ
り
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
同
内
製
造
業
の
育
成
と
保
設
を
円

的
と
す
る
保
護
闘
税
政
策
と
同
内
山
場
の
発
展
と
い
う
経
凶
政
策
は
、

一
八
二
年
戦
争
後
の
、
さ
ら
に
は
、

ヨ
I
口
y
パ
諸
川
と
の
友
好

関
係
の
耐
性
社
と
一
八
二

0
年
代
初
め
の
凶
半
球
に
お
け
る
独
立
同
家
の
続
問
に
よ
っ
て
よ
り
強
化
さ
れ
た
っ
内
陸
開
発
政
策
分
野
に
お
け
る

政
策
転
換
は

モ
ン
ロ
ー
立
一
百
の
形
成
と
と
も
に
起
こ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
υ

し
か
も
、

八
九
年
の
経
済
不
況
を
脱
し
、
奴
隷
制
度
を

北法:i7¥S・i開)2112



め
ぐ
る
南
部
と
北
部
と
の
対
立
と
均
衡
の
狭
間
で
泊
ト
ん
す
る
丙
部
諸
州
の
存
す
が
政
治
的
に
も
経
消
的
に
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
徐
々
に

大
き
な
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
っ
こ
の
西
部
を
大
丙
洋
治
山
諸
州
に
結
び
つ
け
る
航
行
路
や
迫
路
の
開
発
は
、
人
の
移
動
や
牛
産
物
の
輸

送
経
費
の
軽
減
ー
と
時
間
の
短
縮
の
観
点
か
ら
、
ま
す
ま
す
重
要
な
説
題
ー
と
な
ワ
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

モ
ン
ロ
ー
が
、
第
七
回
年
次

教
書
に
お
い
て
連
邦
憲
法
問
題
を
脇
に
お
い
て
ま
で
、

わ
ざ
わ
ざ
丙
部
と
大
山
洋
と
を
結
ぶ
道
路
と
運
何
の
開
発
に
言
及
し
た
点
は
見
逃
せ

な
い
。
そ
の
際
、
モ
ン
ロ
ー
が
指
摘
し
た
の
は
、
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
事
業
で
あ
り
、
チ
コ
サ
ピ
ケ
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
事
楽
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
凶
か
ら
の
孤
山
と
外
国
に
依
存
し
な
い
経
済
体
制
の
確
立
と
の
関
連
で
、
製
造
業
を
振
興

す
る
た
め
に
関
税
の
見
直
し
を
促
し
た
。

し
か
も
、
第
七
回
年
次
教
評
は
、

さ
て
、
川
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

モ
ン
ロ
ー
が
同
教
書
の
中
で
一
丙
及
し
た
工
兵
隊
を
活
用
し
た
開
発
計
山
の
訓
査
と
全
体
報
生
日
書
の
従

出
に
関
す
る
法
案
は
、
そ
の
後
一
八
一
例
年
四
月
末
に
「
道
路
ー
と
運
河
に
関
し
て
必
要
な
調
在
、
引
画
、
な
ら
び
に
机
併
を
行
う
法
」

ト

z
g
七
円

C
2
2
己
Z
5
2志
向
》

m
E
J
2
~
P
E
E
P
E巳
R
E
E
E
Z
F
戸
℃

c
p
p巾

E
Z
Z斤
c
h
H山
C
P
E
m
m
E
E
n
E丘
広
)

は
、
通
常
、
全
体
調
査
法
(
け
守
口

3
2己
目

5

2〈
骨
丹
)
と
称
さ
れ
、
同
時
期
に
成
立
し
た
保
設
関
税
法
と
並
ん
で
、 へ
と
結
実
し
た
ロ
こ
れ

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ

反連邦主君との同小、(5・3じ)

ス
テ
ム
の
柱
と
し
て
知
ら
れ
る
内
陸
開
発
関
連
法
だ
っ
た
c

同
法
は
、

ア
ル
パ

l
ト
・
ギ
ャ
ラ
テ

f
ン
の
「
道
路
と
運
河
に
関
す
る
根
先
存
」
が
提
出
さ
れ
て
以
降
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
審
議
さ
れ

て
き
た
内
陣
開
発
法
系
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
性
格
と
趣
円
が
著
し
く
異
な
る
。
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

月
三

O
日
に
成
立
し
た
法
律
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
法
律
の
公
文
は
次
の
よ
う
に
全
一
条
か
ら
構
成
さ
れ
た
き
わ
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。

以
下
の
こ
と
が
刻
i

注
さ
れ
る
。
ム
ロ
米
阿
大
統
領
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、
通
尚
的
な
い
し
軍
事
的
問
点
、
あ
る
い
は
郵
便
配
達
に
必
民
な
観
占
に
お

い
て
、
大
統
領
が
同
家
的
な
重
安
引
を
も
っ
と
考
え
る
道
路
平
運
河
町
ル

1
ト
に
閉
し
て
、
必
要
な
調
査
、
計
幽
、
な
ら
び
に
概
坊
を
行
う
権
限
が

(
〉
ロいL[
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"見

与
え
ら
れ
る
じ
ま
た
、
運
河
の
均
台
に
は
、
帆
船
航
行
が
と
の
部
分
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
調
査
、
計
画
、
な
ら
び
に
概
且
が
完
了
し
た
ら
、
連
邦
議
会
に
提
附
す
る
も
の
と
す
る
。

ーふ
i師

第

条

さ
ら
に
以
↑
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
法
律
の
日
的
を
実
施
す
る
た
め
に
、
大
統
領
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、

一
人
な
い
し
そ
れ
以
上

の
民
聞
の
熟
練
し
た
技
師
と
大
統
領
が
適
切
で
あ
る
と
み
な
し
た
兵
隊
の
将
校
た
ち
な
い
し
工
民
隊
と
と
も
に
止
式
に
派
遣
さ
れ
、
つ
る
将
校
た
ち

を
雇
用
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
ο

そ
し
て
、
本
法
に
よ
っ
て
、
一
一
万
ド
ル
が
凶
席
か
ら
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
亡
拠
山
さ
れ
る
も
の
と
し
、

一は一

そ
れ
以
外
の
目
的
に
は
拠
出
き
れ
な
い
。

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
き
た
法
楽
と
比
べ
る
と
、
連
邦
政
附
に
与
え
ら
れ
る
役
割
が
、
開
発
計
画
策
J

疋
の
事
前
訓
査
の
み
に
限
定
さ
れ
て

お
り
、
開
発
財
源
を
規
ど
す
る
も
の
で
は
な
い
占
、
が
最
も
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
c

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
重
机
き
れ
て
き
た
八
十
川
的
に
体
系

性
を
も
っ
た
y

父
通
網
の
開
発
ー
と
い
う
机
凸
J

が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
連
邦
政
府
の
開
発
↓
工
事
性
や
財
政
補
助
、

そ
し
て
、
全
問
的
な

内
陸
開
発
、
ン
ス
テ
ム
の
構
築
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
の
内
件
開
発
政
策
の
骨
了
と
で
も
い
う
べ
き
部
分
が
見
事
に
抜
け
落
ち
て
い
た
c

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
歴
史
家
の
フ
ォ
レ
ス
ト
・

G
・
ピ
ル
は
全
体
調
査
法
を
指
し
て
、
「
一
連
の
開
発
事
業
の
謝
告
と
J
索
の
た
め

の
全
体
計
阿
を
制
民
化
し
た
も
の
に
す
き
な
か
っ
た
」
と
詳
し
て
い
る
υ

し
か
し
な
が
ら
、
成
立
し
た
法
律
は
、
ま
さ
に
モ
ン
ロ
ー
大
統

領
が
第
七
四
年
次
教
書
の
巾
で
示
峻
し
た
内
科
そ
の
も
の
だ
っ
た
c

な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
支
は
一
八
二
一
年
(
第
一
七
議
会
第
一
期
)

述
邦
下
院
で
審
議
さ
れ
な
が
ら
も
叫
決
す
る
に
は
主
ら
な
か
っ
た
法
案
が
復
活
し
た
瞬
闘
で
も
あ
っ
た
じ

全
体
調
ん
は
法
奈
は
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
が
、
審
議
過
程
で
は
再
び
辿
邦
憲
法
問
題
が
焦
点
と
な
っ
た
っ

八
一
回
咋
月
一
一
日
に
下

院
の
全
体
委

H、
会
に
審
議
が
移
っ
た
と
き
、
下
院
議
長
の
ク
レ
イ
は
法
案
の
制
部
に
!
止
ち
入
る
議
論
に
水
を
手
し
、
改
め
て
こ
う
の
問
題
に

北法:i7¥S・l(8)2114 
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つ
い
て
の
連
邦
議
会
の
姿
勢
を
質
し
た
。
一
つ

U
は
、
連
邦
議
会
が
内
陸
閃
発
法
を
I

立叶リ止V

一つ

H
は
、
連
邦
議
会
が
そ
の
よ
う
な
権
限
を
行
使
す
る
の
が
得
策
で
あ
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
。
全
体
調
先
法
奈
は
、
開
発
ル

l
ト
を
選

た
し
、
そ
れ
ら
の
開
発
に
必
要
な
財
淑
を
規
ー
江
し
た
も
の
で
は
な
い
。
法
一
系
は
、
連
邦
市
の
資
、
仙
怖
を
有
効
活
川
し
て
、
具
体
的
な
開
発
に
必

要
な
予
備
訓
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
じ
し
か
し
、

た
と
え
直
按
開
発
に
l

匁
下
す
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、
連
邦
政
府
の
権
限
行
使
の
対
象
で

あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
ク
レ
イ
自
身
は
、
全
体
謝
査
法
案
に
連
邦
憲
法
上
の
問
題
が
あ
る
と
は
唱
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
連
邦

ド
院
の
主
将
は
得
ら
れ
な
い
と
表
明
し
た
c

翌
日
、
連
邦
憲
法
問
題

議
会
が
憲
法
卜
内
陸
開
発
権
限
を
ム
日
す
る
と
の
ん

u
Eが
な
け
れ
ば
、

に
つ
い
て
は
、
再
び
貸
成
と
反
対
の
?
V
場
か
ら
議
論
の
応
酬
が
あ
っ
た
。
連
邦
政
府
の
内
陸
間
党
政
策
に
対
す
る
強
硯
な
反
対
派
ー
と
し
て
知

ら
れ
る
ヴ
ァ
ン
ニ
ア
州
選
出
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

p
・

パ

パ

l
は
、
連
邦
憲
法
に
悶
す
る
般
格
解
釈
の
立
場
で
反
対
派
の
論
怖
を
張
っ
た
ロ

、1t
‘、
1
t
ふ
ia

、

ノ

ノ

l

ケ
レ
イ
が
一
時
引
退
し
て
い
た
第
七
議
会
の
述
邦
「
院
議
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
υ

彼
は
、
川
内
交
通
網
の
発
達
が
も

た
ら
す
経
済
的
効
果
に
つ
い
て

l
分
に
理
解
し
、
全
体
訓
査
法
案
が
道
路
や
運
河
の
開
発
に
有
川
な
情
報
を
入
子
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
知
し
て
は
い
て
も
、
連
邦
政
府
の
権
限
を
拡
大
す
る
恐
れ
の
あ
る
法
系
で
あ
る
と
し
て
徹
底
的
に
反
対
し
た
。

反連邦主君との同小、(5・3じ)

パ
l
パ
l
は
、
州
の
川
窓
を
根
拠
に
辿
邦
政
府
が
開
発
政
策
に
岩
手
で
き
る
と
い
う
賛
成
派
に
対
し
て
、
連
邦
議
会
が
内
陸
開
発
権
限
を

有
す
る
も
の
な
ら
州
の
川

E
は
そ
も
そ
も
必
要
な
い
、
ま
た
、
州
の
同
志
は
連
邦
議
会
に
新
し
い
権
限
を
与
え
る
も
の
で
、
本
来
は
連
邦
憲

法
の
改
正
を
要
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
コ
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
は
安
峯
や
武
器
庫
の
吸
設
に
つ
い
て
は
建
設
地
ド
を
州
か
ら
連
邦
に
移
譲

す
る
こ
と
を
条
件
付
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
外
的
で
他
の
分
野
に
ま
で
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
、
土
張
し
、
さ
ら
に
、

カ
ン
パ

l
ラ

ン
ド
凶
道
事
業
の
ム
門
憲
牲
に
疑
問
を
呈
し
た
じ
パ

I
パ
I
は
憲
法
を
厳
格
に
解
釈
す
る
立
場
か
ら
だ
け
で
な
く
、
連
邦
政
策
の
あ
り
方
そ
の

も
の
に
対
す
る
疑
問
も
露
に
し
た
。
佐
川
白
の
内
陸
開
発
政
策
は
、
回
全
体
か
ら
集
め
ら
れ
た
税
金
が
一
部
地
域
の
開
発
の
た
め
に
用
い
ら
れ

る
も
の
で
問
題
が
あ
る
と
主
張
し
た
ロ
そ
し
て
、
先
例
を
持
ち
山
し
て
の
紘
一
説
諭
に
つ
い
て
も
、
ン
ェ
ブ
ァ
ソ
ン
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
モ
ン
ロ
ー

北法57(5-109)2115



"見

と
い
う
席
代
の
大
統
領
自
身
が
、
こ
れ
ま
で
憲
法
の
改

H
を
示
峻
し
て
き
た
事
実
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
先
例
に
対
す
る
疑
問
が
当
事
者

で
あ
る
大
統
領
口
身
か
ら
も
挙
が
っ
て
い
た
こ
と
を
例
に
以
駁
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
特
に
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
道
路
に
お
い
て
道
路
建
設

ーふ
i師

賓
の
拠
山
を
粁
認
し
な
が
ら
、
道
路
の
維
持
笹
川
珂
に
反
対
す
る
と
い
う
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
の
児
所
に
つ
い
て
、

パ
l
パ
l
は
と
ち
ら
の
解
釈

も
批
判
し
た
c

い
ず
れ
に
せ
よ
、
各
州
に
お
け
る
政
取
の
公
干
牲
を
椛
保
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
利
権
が
絡
む
内
障
開
発
政
取
を
叫
能
に
す

る
連
邦
憲
法
の
拡
大
解
釈
を
阻
叶
す
る
こ
と
が
パ

l
パ
l
の
五
張
に
一
貫
し
て
凡
ら
れ
る
特
徴
だ
っ
た
υ

こ
の
よ
う
な
パ

l
パ
!
の
、
土
張
に
す
ぐ
き
ま
ば
諭
し
た
の
が
賛
成
派
の
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
選
出
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ホ
ウ
ル
カ
ム

b
J
 

で
あ
ワ
た
。
ホ
ウ
ル
カ
ム
は
、
内
陸
開
発
政
策
の
合
憲
性
に
つ
い
て
の
疑
問
を
一
掃
し
よ
う
ー
と
し
た
。
し
か
し
な

(
(
』
ぬ

C
2克
己

c-cc旨
一
足
)

が
ら
、
資
成
派
と
反
対
派
の
議
論
は
ど
れ
ほ
と
議
論
を
尽
く
し
て
も
平
行
線
の
ま
主
で
あ
り
、
妥
協
の
余
地
を
見
出
せ
な
い
状
況
だ
っ
た
c

こ
の
間
包
の
背
景
に
は
、
各
州
の
地
理
的
経
治
的
状
況
の
追
い
に
端
を
発
す
る
連
邦
制
凱
の
桐
涯
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
連
邦
政
府
の

内
陸
開
発
政
策
に
つ
い
て
、
議
員
の
附
で
共
通
の
前
提
な
ら
び
に
共
通
の
刑
判
解
が
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

川
の
運
河
(
エ
ワ

l
述
判
ー
と
シ
ャ
ン
ブ
レ
イ
ン
一
法
制
)

に
つ
い
て
の
各
議
員
の
児
所
に
端
的
に
表
れ
て
い
た
。
反
対
派
の
急
先
鋒
で
あ
ワ
た

ブ
ィ
リ
ソ
プ
・

P
・パ

l
パ
l
は
、
け
川
運
河
を
茶
木
的
に
地
域
的
使
誌
を
両
め
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
に
対
し
て
、
道
路
・
通
州
委

は
、
『
父
辿
網
開
花
の
成
功
例
と
し
て

比
た
-
先
述
の
ホ
ウ
ル
カ
ム
も
ニ
コ

l
ヨ
I
ク
の
経
済
的
繁
栄
と
連
邦
政
府
の
歳
入
明
加
へ
の
貢
献
と
い
う
州
と
連
邦
全
体
の
双
方
に
も
た

ら
し
た
効
果
に
つ
い
て
一
百
及
し
て
お
り
、
特
殊
地
域
的
な
伺
点
で
の
み
同
巡
河
を
取
り
上
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

員
会
の
委
員
で
あ
る
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
選
出
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ヘ
ン
ブ
ヒ
ル

じ二。
ω 
め

τコ
ニr

z 
め

E 
tコ
ニァ

) 

結
局
、
連
邦
国
家
の
中
で
辿
邦
政
府
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
、
え
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
仁
議
員
同
で
見
ら

れ
る
こ
の
連
邦
制
観
の
相
迭
を
ま
さ
に
問
題
に
し
た
の
は
ク
レ
イ
だ
っ
た
。

相

川

H
の
審
議
に
お
い
て
再
び
禿
一
言
の
機
会
を
得
た
ク
レ
イ
は
、
憲
法
問
題
で
限
着
状
態
だ
っ
た
議
場
に
お
い
て
、
内
陸
開
発
政
策
を

北法:i7¥S・110)21Hi 



め
ぐ
る
対
マ
は
摂
本
的
に
は
辿
邦
憲
法
体
制
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
相
違
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ケ
レ
イ
は
そ
こ
で
政
治
制
度
に
関
わ

る
二
つ
の
本
質
的
な
問
題
を
提
起
し
た
。
第
に
、
行
政
部
と
山
法
部
と
の
意
見
の
相
違
で
あ
る
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
、

モ
ン
ロ
ー
両
大
統
領
が

相
次
い
で
知
育
権
を
発
動
し
た
雫
支
は
、
連
邦
議
会
が
代
表
す
る
民
意
の
合
一
元
で
も
あ
っ
た
c

大
統
領
と
連
邦
議
会
の
う
ち
と
ち
ら
が
民
窓

を
代
表
し
て
い
る
の
か
じ
大
統
領
の
花
否
権
は
制
度
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
連
邦
政
府
内
部
の
意
見
の
担
額
は
深
刻
で
あ
っ
一
た
じ

そ
し
て
、

ク
レ
イ
が
問
題
に
し
た
第
一
は
、
連
邦
政
附
部
内
に
あ
る
連
邦
制
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
逮
で
あ
る
。

前
け
の
フ
ィ
リ
y
プ
・

p
-
パ
l
パ
I
は
、
連
邦
憲
法
の
厳
格
解
釈
論
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
内
政
事
項
は
州
政
府
の
管
轄
で
あ
り
、

連
邦
政
府
の
権
限
は
列
挙
権
限
雫
反
に
限
ら
れ
る
と
則
伴
に
発
育
し
て
い
た
。
彼
の
論
期
で
い
け
ば
、
内
陸
開
発
政
策
は
州
政
府
の
管
特
事

項
と
な
る
c

し
か
し
、

ク
レ
イ
は
州
は
州
の
利
採
な
い
し
リ
的
を
連
邦
政
府
は
八
十
凶
的
な
リ
的
を
推
進
す
る
た
め
に
あ
り
、

二
つ
の
政
府
の

性
防
相
は
川
口
ハ
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
連
邦
政
府
の
権
限
は
制
限
さ
れ
て
い
る
と
も
主
張
し
た
。

一
つ
の
政
府
の
辿
邦
制
に
お
け
る
役
割

反連邦主君との同小、(5・3じ)

を
厳
同
情
に
ど
め
る
こ
と
は
妹
の
ほ
か
厄
介
で
あ
る
。
演
説
に
お
い
て
、
ク
レ
イ
は
自
ら
一
七
九
一
八
年
の
原
則
に
同
意
し
て
お
り
、
連
邦
政
府

が
什
守
さ
れ
た
権
ん
以
外
は
行
使
で
き
な
い
と
い
う
見
方
を
パ

l
パ
!
と
共
有
し
て
い
る
と
わ
ざ
わ
ざ
同
一
討
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
レ
イ
は
、

連
邦
政
府
の
管
轄
権
は
州
広
く
、
列
，
h
T
権
限
の
中
に
広
範
囲
な
内
政
事
墳
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
も
ム
丁
張
し
た
c

パ
l
パ
l
は
内
陸
刷
発
は

州
政
府
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
連
邦
梓
限
は
限
定
的
な
性
格
を
持
つ
と
述
べ
た
が
、
ク
レ
イ
は
多
く
の
開
発
事
業
は
確
か
に
そ
う
で
あ
っ
た

と
し
て
も
全
休
的
か
つ
述
邦
的
性
栴
を
持
つ
開
発
ポ
業
も
存
在
す
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
た
-
例
え
ば
、
ミ
シ
シ

y
ピ
l
川
の
航
行
開
発

で
あ
り
、

オ
ハ
イ
オ
川
、
ボ
ト
マ
ッ
ク
川
を
結
ぶ
航
行
開
発
も
川
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
殊
地
域
的
な
も
の
と
は
一
言
え
ず
、
連
邦
の
権
力

と
資
金
を
適
用
す
る
に
伯
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
連
邦
政
府
も
州
政
府
も
内
政
事
項
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
連
邦
政
府
が
権
力
の
行

使
に
お
い
て
州
に
依
存
し
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
同
じ
問
題
に
取
り
組
む
場
合
も
あ
り
う
る
と
い
う
現
実
を
強
剥
し
た
。

ま
た
、

ク
レ
イ
は
州
の
川
志
が
あ
れ
ば
、
州
と
協
議
で
き
る
こ
と
に
な
り
賢
明
な
こ
と
で
あ
る
と
も
述
べ
、
連
邦
政
府
と
州
政
府
の
政
策
協

北法S7U"i.lll)2117



"見

力
の
効
用
に
も
日
を
向
け
さ
せ
た
。
ク
レ
イ
の
憲
法
解
釈
は
パ

l
パ
l
と
山
(
つ
向
か
ら
対
立
し
た
っ
し
か
し
、

ク
レ
イ
の
憲
法
解
釈
を
も
っ

て
す
れ
ば

一
見
、
連
邦
政
肘
の
円
的
は
恨
疋
き
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
対
象
は
僻
{
疋
で
き
ず
、
州
政
府
と
共
通
す
る
管
特
領

ーふ
i師

域
に
お
い
て
あ
い
ま
い
な
部
分
が
と
う
し
て
も
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ク
レ
イ
が
い
く
ら
川
権
論
の
聖
典
と
も
い
え
る
七
九
八
汁
の
原

則
(
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
&
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
決
議
)

に
白
ら
依
拠
し
て
い
る
と
、
土
張
し
て
も
、

ク
レ
イ
と
パ

1
パ
l
は
益
法
解
釈
に
お
い
て
大
き

く
隔
た
っ
て
い
た
υ

ク
レ
イ
の
議
論
の
後
、
下
院
で
は
、
全
体
調
賓
の
た
め
の
拠
出
納
を
一
万
ド
ル
と
す
る
ヘ
ン
ブ
ピ
ル
の
従
業
が
川
決
さ

れ
た
c

そ
し
て
、
全
体
委
員
会
は
修
正
案
を
含
め
て
全
体
調
安
法
系
を
り
決
し
た
c

成
心
し
た
全
体
調
斉
法
の
条
?
止
お
よ
び
内
科
は
、

一
月
川
け
の
い
院
審
議
で
可
決
さ
れ
た
と
き
の
も
の
と
比
べ
変
更
は
な
い
。
そ
の
絞

下
院
お
よ
び
上
院
に
お
い
て
、
重
要
な
開
発
刈
象
を
別
小
す
る
提
楽
な
ど
に
つ
い
て
向
院
に
お
い
て
体
々
な
修
正
要
求
が
提
楽
さ
れ
審
議
さ

れ
た
が
、
結
局
、
ど
の
修
正
尖
も
賛
成
多
数
を
待
ら
れ
ず
、
同
法
奈
は
一
月

O
H
に
上
院
を

は
上
院
に
お
い
て
二
川
対
一
八
で
可
決
し

一
五
対
八
木
で
通
過
し
、
川
月
一
川
口
に

表
4
1
1
は
、
連
邦
卜
院
お
よ
び
下
院
に
お
け
る
全
体
調
査
法
の
議
決
結
果
を
出
し
た
も

の
で
、
図
示
し
た
も
の
が
図

4
l
ー
で
あ
る
。
議
決
状
況
を
概
観
す
る
と
、
地
域
お
よ
び
川
に
よ
り
顕
著
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
地
域
ご

と
に
、
反
対
派
が
賛
成
派
を
卜
凶
る
の
は

ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ト
八
丙
洋
沿
伴
南
部
の
二
地
域
で
、

そ
れ
以
外
の
地
域
は
賛
成
し
た
一
訊

員
の
ほ
う
が
多
い
υ

し
か
も
、
下
院
議
長
ク
レ
イ
を
擁
す
る
丙
出
で
は
、
反
対
し
た
議
員
が
一
人
も
い
な
い
。

一
点
、
州
ご
と
に
凡
で
い
く

と
、
大
丙
洋
治
山
巾
部
地
域
は
資
成
派
が
多
い
中
で

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
州
比
対
派
が
よ
判
る
だ
け
で
な
く
、
合
衆
国
の
巾
で
最
大

の
反
対
派
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
地
域
別
議
決
給
米
は
、

卜
院
で
も
ほ
ぼ
同
様
な
何
向
を
示
し
て
い
た
。
連
邦
ャ
院
の
議
決
結
果
を
八

七
年
一
一
月
の
ボ
ー
ナ
ス
法
案
と
比
較
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
相
違
・
共
通
点
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
ロ

七
年
前
の
ボ
ー
ナ
ス
法
案
は
、
合
衆
国
内
の
道
路
、
運
河
、
河
川
改
修
の
た
め
の
開
花
財
源
を
明
記
し
、
そ
の
開
発
某
金
の
配
分
方
法
ま

で
も
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
υ
全
体
調
査
法
と
ボ
ー
ナ
ス
法
楽
と
は
そ
の
政
策
内
容
が
異
な
る
た
め
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
コ
し
か
し
、

北法:i7¥S・ll2)2118 
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"見

そ
れ
を
本
知
の
卜
で
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
第
一
市
第
三
節

(
3
)

の
図
3

ー
1
と
図
4
1
1を
通
し
て
同
法
，
長
の
議
決
結
果
を
見
る
と
、
地
域
と
し
て
の
九
十

ー込
i師

体
的
な
傾
向
は
同
じ
で
あ
る
が
、
川
別
で
は
大
き
な
相
違
が
け
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

第
ー
一
に
、

ボ
ー
ナ
ス
法
案
に
対
し
て
は
最
大
の
五
持
勢
力
で
あ
っ
た
ニ
ュ

l
ヨ
i

ク
州
が
、
今
川
は
最
大
の
以
対
派
に
転
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、

ボ
ー
ナ
ス

法
楽
に
は
反
対
す
る
談
只
が
多
か
っ
た
山
部
か
ら
、
今
回
は
反
対
投
票
を
し
た
者

が
一
人
も
い
な
か
ワ
た
こ
l

乙
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
南
部
に
お
い
て
ボ
l

ナ
ス
法
奈
の
場
合
、
資
成
派
と
反
対
派
が
U
N
抗
し
て
い
た
が
、
全
体
訓
査
法
案
の

場
合
は
反
対
派
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
つ
ボ
ー
ナ
ス
法
案
の
不
成
ム
ー
か
ら
七
作

の
聞
に
進
ん
だ
芥
州
聞
の
内
陸
開
発
ポ
業
の
裕
美
が
そ
の
ま
ま
伸
一
邦
政
府
の
政
策

に
大
き
な
椛
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、

向
法
案
の
投
票
行
動
の
追
い
を
ヰ
ん
だ
と

い
っ
て
よ
い
c

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
川
時
ア
メ
リ
カ
と
し
て

い
う
ま
で
も
な
く
、

は
最
大
規
模
の
運
河
事
業
で
あ
る
エ
リ
運
河
さ
ら
に
は
ン
ヤ
ン
プ
レ
イ
ン
運
河

の
建
設
に
独
自
に
取
り
組
み
、
既
に
八
二
年
に
シ
ャ
ン
プ
レ
イ
ン
運
河
は
閲

通
L
、
エ
リ
l
辺
、
川
も
全
航
路
の
開
通
が
目
前
に
迫
っ
て
い
た
。
連
邦
政
ー
附
の
支

援
を
受
け
る
こ
と
な
く
巨
人
事
装
を
成
し
遂
げ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
と
っ
て
、

内
陸
開
発
事
業
が
述
邦
政
府
の
包
轄
領
域
で
あ
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
た
υ

ノJ

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
エ
リ
I
運
河
建
設
に
刺
激

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
は

第18連邦議会第 1会期における全体調査法の地域別議決結果

国

図4ー 1
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さ
れ
て
、
州
内
で
エ
リ

l
湖
と
フ
ィ
ラ
デ
ル
ブ
ィ
ア
を
給
ぶ
大
規
模
な
航
訂
網
の
開
発
に
取
り
組
み
始
め
て
い
た
っ
幾
つ
も
の
事
業
を
抱
え

財
源
不
込
が
懸
念
さ
れ
る
ペ
ン
シ
ル
ヴ
L

ニ
ア
州
は
、
連
邦
1
4
援
を
何
よ
り
も
必
姿
と
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
の
違
い
が
、
議
決
に
如
実
に

表
れ
て
い
た
。

一
点
、
全
体
嗣
査
法
の
成
立
と
同
時
期
、
こ
れ
ま
で
モ
ン
ロ
ー
政
権
に
入
っ
て
か
ら
幾
度
と
な
く
議
論
さ
れ
な
が
ら
も
成
立
し
た
こ
と
の

rm) 

な
か
っ
た
保
護
関
税
法
も
成
立
し
た
。
同
法
に
よ
っ
て
、
綿
製
品
お
よ
び
り
キ
毛
製
品
の
税
率
は
二

4
%か
ら
二
一
・

4
%
へ
引
き
上
げ
ら
れ
、

従
来
の

川
倍
に
な
っ
た
υ

ま
た
、
棒
鉄
の
関
税
は
従
来
の

併
の
関
刊
引
い
+
(
0
0
ウ
ェ
イ
ト
あ
た
り
七
有
セ
ン
}
か
ら
九

O

セ
ン
ト
)

に
な
っ
た
c

そ
の
一
方
で
、
銑
鉄
平
出
延
伸
欽
の
税
率
は
刑
判
え
置
か
れ
て
お
り
、
加

u
m
へ
の
閥
抗
泌
が
一
律
に
引
き
上
げ
ら
れ

よ
り
刊
書
ー
の
関
税
半
を
求
め
る
声
が
製
造
業
苫
を
中
心
に
附
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

こ
の
保
護
関
税
法
楽

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
、

の
審
議
過
程
で
サ
ウ
ス
カ
口
一
フ
イ
ナ
お
よ
び
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
選
出
の
議
員
た
ち
が
川
法
案
に
反
対
す
る
巾
、

二
月
一
二
日
に
、

ク
レ
イ
の
有

名
は
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
演
説
が
行
わ
れ
た
コ
以
ー
が
そ
の
く
だ
り
で
あ
る
コ

反連邦主君との同小、(5・3じ)

政
府
の
範
岡
内
で
救
済
策
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
わ
が
国
的
農
業
が
ま
す
ま
す
哀
え
衰
退
し
て
い
く
こ
と
を
運
命
刊
け
ら
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
救
済
策
は
あ
る
の
で
す
。
そ
の
救
済
策
は
、
わ
が
困
の
外
父
政
策
を
見
直
す
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
一
の
ア
メ
リ
カ
ン
・

シ
ス
テ
ム

(
戸
唱
ロ

E更
す
〉
三
つ
つ

E
ロ

4
5
J
E
)
を
採
用
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
白
困
に
技
術
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、

し
て
私
た
ち
は
諸
国
の
此
加
で
い
ま
だ
に
見
出
し
て
い
な
い
併
の
手
段
で
効
果
的
に
、
す
な
わ
ち
、
他
の
向
、
で
民
倒
的
な
外
同
人
の
影
粋
に
対
L

て
、
地
切
に
保
護
す
る
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
技
術
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
唯
一
、
関
税
の
設
す
に
よ
っ
て
造
成

さ
れ
る
も
の
な
の
で
す

;;一
、一

北法57(5-11;))2121
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同
演
説
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
自
i

げ
を
川
他
出
す
る
た
め
の
邦
政
策
の
体
系
と
し
て
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
僻
I
J
V
7

乞
提
唱
し
た
も
の
で

ヘ
ン
リ

l
・
ク
レ
イ
が
提
唱
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
は
、
連
邦
政
府
の
助
力
に
よ
っ
て
同
内
経
済
の
口
?
M
的
発
展
を

U
指

あ
る
。

ーふ
i師

す
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
大
山
洋
沿
岸
北
部
だ
け
で
な
く
中
山
を
含
む
広
い
窓
味
で
の
東
部
の
製
造
業
、
西
部
な
ら
び
に
南
部
の
農
業
ー
と

い
う
地
域
の
産
業
特
性
を
生
か
し
た
凶
内
分
業
を
川
従
に
、
外
凶
に
依
有
し
な
い
凶
内
経
済
体
制
の
発
展
を
推
進
す
る
も
の
だ
っ
た
c

そ
の

た
め
に
は
、
保
護
関
税
に
よ
る
製
造
業
の
振
興
、
ム
円
一
衆
川
銀
行
に
よ
る
通
貨
の
安
正
供
給
、

そ
し
て
、
園
内
市
場
を
料
ぶ
通
商
制
と
な
る
因

内
交
通
網
の
整
備
と
い
っ
た
続
泊
政
策
を
追
求
す
る
コ
ク
レ
イ
が
最
初
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
一
円
葉
を
用
い
た
の
は
、

/、

。年T
4
月
一
(
り
日
の
下
院
で
あ
ワ
た
と
さ
れ
る
。
外
交
史
の
視
点
か
ら
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
ー
と
モ
ン
ロ
ー
宣
言
を
考
察
し
た
巾
嶋
砕
排

に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
「
一
八
二
作
戦
争
後
に
高
揚
し
た
、

ア
メ
リ
カ
の
経
済
ナ
、
ン
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
反
映
し

で
、
「
一
元
来
、
対
外
的
に
は
新
興
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
凶
が
ア
メ
リ
カ
に
農
産
物
を
供
給
L
、

輸
向
す
る
と
い
う
南
北
分
業
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
は
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
は
そ
こ
に
製
品
を

た
も
の
」

ア
メ
リ
カ
を
巾
心
と
し
た
南
北
ア
メ
リ
カ
の
諸
共
和
国

叩

が
種
の
「
白
川
桁
白
足
的
経
凶
(
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
)
」
を
形
成
し
て
、
そ
こ
か
ら
ヨ

l
ロ
y
パ
列
強
を
排
除
す
る
こ
と
を
志
味
し
た
」
ー
と
い
う
。

羽
在
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
称
さ
れ
る
の
は
中
嶋
氏
が
い
う
狭
義
の
ア
メ
リ
カ
体
制
(
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
)
の
こ
と
を
指
す
じ

ま
た
、
こ
の
白
'
に
関
し
て
モ
リ
ス
・

G
・
パ
ク
ス
タ
ー

(
雪
山
口
コ
の
の
の

E
m
w
k
F
η

之

l土

一
八
二
口
一
年
に
対
外
構
想
と
し
て
ケ
レ
イ
が
ア
メ

リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
一
門
業
を
用
い
た
と
は
い
え
、
「
し
か
し
、

い
ま
や
そ
れ
は
保
設
関
税
と
同
草
花
詰
と
な
っ
て
お
り
、
後
に
別
の
諸

政
策
に
ま
で
拡
大
し
た
の
だ
っ
た
c

ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
は
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
そ
の
相
打
の
使
ぷ
の
た
め
に
調
和
し
、
問
に
介

f

知一

十
有
す
る
八
十
川
的
な
政
府
か
ら
の
積
械
的
な
ー
ペ
緩
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
、
つ
と
い
う
考
、
λ
に
依
拠
し
て
い
た
」
と
い
う
c

そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
一
百
葉
は
ク
レ
イ
が
最
初
に
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
豚
史
的
に
み
れ

は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
コ

ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
と
い
う
一
口
業
そ
の
も
の
は
、
既
に
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ

l
-
ハ
ミ
ル
ト
ン

北法:i7¥S・II行)2122 



む
な
こ
之
内
、
与
え

E
守
口
)

絡
に
な
っ
て
堅
同
で
村
山
ぎ
な
い
連
邦
を
形
成
し
、
新
世
界
に
お
い
て
旧
世
界
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
か
ら
下
渉
を
受
け
な
い
政
治
経
治
体
制
を

築
く
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
意
味
で
あ
っ
た
。
第

が
「
ザ
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』

一
信
で
用
い
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
二
ス
テ
イ
ト
が
一

の
第

一
倍
に
限
ら
ず
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
通
凶
立
川
論
を
し
ば
し
ば
展
開
し
た
が
、

『ザ
・

7
L
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
、
っ
一
門
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
一
筒
所
だ
け
で
あ
る
じ
そ
の
後
、

ワ
ン
ン
ト
ン
政
権
の
財
務
長
官
と
な
る
つ
ミ
ル
ト
ン
は
幼
稚
定
業
で
あ
る
同
内
の
製
造
業
を
育
成
す
る
政
策
を
推
進
し
、
農
業
烹
国
論
に
立

つ
同
務
長
官
、
ン
ヱ
フ
ア
ソ
ン
と
対
立
し
た
。
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の

「
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」

の
先
駆
け
で
あ
る
コ

ジ
コ
ブ
ァ
ソ
ン
政
権
に
お
い
て
も
そ
の
末
期
に
は
、
製
造
業
の
振
興
、
同
内
交
通
網
の
轄
備
を
通
じ
て
同
内
経
済
の
発
展
を
見
据
え
た
経

済
政
策
の
必
要
性
が
認
議
さ
れ
、
彼
の
年
次
教
書
で
も
百
及
さ
れ
た
c

こ
の
阿
山
は
マ
デ
ィ
ソ
ソ
〆
政
権
に
受
け
継
が
れ
た
ば
か
り
か
、

二
年
戦
争
後
は
、
保
護
関
税
二
八
一
六
年
)
、
第
二
次
合
衆
国
銀
行
の
訟
判

(
八
人
年
)
、
製
造
業
の
振
興
、
内
陣
開
花
の
推
進
と

い
っ
た
後
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
諸
政
策
が
具
体
的
な
政
策
謀
題
と
な
っ
た
ロ
当
時
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
、
っ

名
称
こ
そ
な
か
っ
た
が
、

一
八
二
年
戦
争
後
は
実
質
的
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
時
代
に
入
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

反連邦主君との同小、(5・3じ)

ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
の
治
説
が
行
わ
れ
た
時
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
論
そ
れ
白
体
は
必
ず
し
も
目
新
し
い
政
後
論
で
は
な
か
っ
た
c

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
名
称
は
外
国
か
ら
の
政
治
的
経
済
的
口
げ
と
結
び
つ
き
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
二
口
一
作
代
を
象
徴
す

る
言
葉
と
な
っ
た
υ

一
八
二
凶
年
保
護
関
杭
法
奈
は
連
邦
下
院
を
川
月
一
六
日
に
賛
成
一
口
七
票
、
反
刻
一

O
二
票
ー
と
い
う
倍
以
で
可
決
さ
れ
、
そ
の
後
大
き

な
修
H
も
な
く
卜
院
に
お
い
て
も
資
成
一
五
票
、
反
対
一
一
崇
で
通
過
し
、

ム
月
一
五

H
に
そ
シ
ロ

I
大
統
領
の
署
名
を
経
て
成
立
し
た
c

保
護
関
税
法
案
の
議
決
結
果
は
、
上
院
と
い
t

院
と
の
聞
で
投
京
行
動
が
若
干
異
な
る
も
の
の
、

下
院
の
投
京
行
動
を
凡
る
限
り
、
先
の
全
体

調
査
法
と
同
様
な
仰
向
が
兄
ら
れ
た
ロ

ニュ
l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
お
よ
び
南
部
諸
州
は
法
系
へ
の
反
対
崇
が
多
く
、
丙
出
ゃ
大
凶
洋
沿
岸 ノl、

北法S7(S.117)212:i
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中
部
諸
州
は
貸
成
票
が
大
幅
に
上
阿
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
恒
例
的
か
つ
強
凶
な
反
対
勢
力
は
な
ん
と
一
汗
つ
で
も
南
部
祁
州
で
あ
っ
た
υ

下

ーふ
i師

院
で
は
南
部
面
市
T
1

八
票
の
う
ち
賛
成
票
は
た
っ
た
票
の
み
だ
っ
た
。
ま
た
、
上
院
に
お
い
て
も
、
南
部
の
六
票
の
う
ち
貸
成
票
は
一
票

竹
川
」

の
み
で
あ
っ
一
た
。
倖
鉄
の
関
杭
引
き
卜
げ
は
大
凶
洋
八
回
山
中
部
の
製
送
業
者
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
る
が
、
主
要
輸
出
産
品
で
あ
る
綿
花

を
栽
析
す
る
南
部
の
プ
ラ
ン
タ

1
に
と
っ
て
は
不
利
に
働
く
c

法
楽
成
1
4
過
程
に
お
い
て
地
域
利
害
の
対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
同
内
製

造
業
の
育
成
と
保
護
を

H
的
と
し
た
保
設
貿
易
政
策
が
採
用
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
経
済
の
白
川
止
的
な
発
展
を
排
逆
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ

ム
が
動
き
山
刊
す
こ
と
に
な
っ
た
υ

η .， 

モ
ン
ロ
ー
政
権
末
期
の
内
陸
開
発
政
策

主
体
調
査
法
を
実
施
す
る
た
め
に

モ
ン
ロ
ー
大
統
訟
は
一
八
二
凶
年
五
月
三
日
に
内
陣
開
花
T
1

兵
委
員
会

(Ff
目

Z
己
三
河
ロ

民

H
5
2
『

O
H
E
Z
E
P
-
-
E
H℃
5
2旨
E
斤
)

を
創
設
し
、
宇
任
技
師
ア
レ
グ
サ
ン
ダ

l
・
メ
イ
コ
ム

(
(
』

2月
Hip-
〉

E
M
E己
Z
Z
P向
。
宮
古
)

の
下
で

委
員
会
の
人
事
が
発
令
さ
れ
た
。
チ
コ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
エ
ア
運
河
の
新
ル

l
ト
調
奇
に
当
た
っ
た
有
能
な
技
官
サ
イ
モ
ン
・
バ
ー
ナ
ー

ド

(
C
2雪
山
一
日
出
ヨ
吉
田

E
E
E
)
と
ジ
ョ
セ
フ
・

G

ト
ッ
テ
ン
(
円
。
一
c=
。ニ
o
汚
℃
7

の
↓
E
Tい
と
と
と
も
に
、
民
聞
か
ら
は
ジ
ョ
ン

L
・

務

、'i
た
る

と 王子
に z
な戸
て〉へul

た，Tl三
コー

ロ
ロ

が
任
命
さ
れ
、
彼
ら
の
指
出
航
管
ド
ー
に
で
つ
の
調
資
班
が
置
か
れ
た
。
委
口
会
は
以
後
多
忙
な
訓
査
任

サ
リ
ヴ
ア
シ

全
体
調
先
法
が
成
立
し
た
時
期
、
〕
半
隊
を
活
用
し
た
道
路
定
設
を
認
め
る
法
律
が
成
立
し
た
。

一
つ
は

テ
ネ
シ
ー
川
の
メ
ン
フ
ィ
ス
対

岸
の
ミ
シ
、
ン

y
ピ

1
川
沿
い
の
地
点
か
ら
、
ア

I
カ
ン
ソ

l
準
州
の
リ
ト
ル
ロ

y
ク
へ
の
道
路
建
設
(
八
一
四
咋
月
一
一
一
日
)
で
あ
り
、

も

う

つ

は

エ
リ

l
洲
の
マ
イ
ア
ミ
沌
の
ふ
も
と
の
オ
ハ
イ
オ
州
北
凶
側
州
境
地
点
か
ら
ミ
シ
ガ
ン
準
州
の
デ
ト
ロ
イ
ト
ま
で
の
道
路
建

設
(
八
一
四
汗
五
月
一
六
日
)

で
あ
る
コ
ま
た
、
内
陣
部
の
航
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
西
部
と
南
部
の
革
支
な
辿
凶
航
路
で
あ
る
ミ

北法:i7¥S・118)2124 



シ
シ
ァ
ピ

l
川
と
オ
ハ
イ
オ
川
の
河
川
改
修
法
二
八
二
四
年

4
月
二
有
日
)
も
成
立
し
た
。
さ
ら
に
、

ワ
パ
シ
ユ
川
と
エ
リ

l
湖
の
マ

イ
ア
ミ
と
を
公
有
地
を
通
っ
て
結
ぶ
運
河
の
建
設
も
条
件
付
で
認
叶

さ
れ
て
お
り
、
第
一
八
連
邦
議
会
第
一

(
一
八
一
川
年
五
月
一
石
け
)

会
期
を
振
り
返
る
と
、
全
体
制
査
法
を
筆
頭
に
、
連
邦
政
府
に
よ
る
各
地
の
何
川
改
修
、
道
路
建
設
を
技
術
的
か
つ
財
政
的
に
ト
ペ
援
す
る
多

種
多
禄
な
諸
法
の
成
立
に
骨
J

か
さ
れ
る
c

し
か
も
、
市
州
に
閥
速
し
た
一
つ
の
道
路
の
建
設
に
は
軍
隊
が
活
川
さ
れ
、
定
設
費
は
国
庫
か
ら

士
又
山
川
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
っ

八
九
年
の
カ
ル
フ

l
ン
の
報
告
書
の
提
案
が
、
全
体
調
斉
法
の
成
止
に
と
も
な
い
実
質
的
に
実
現
し
た

と
い
え
る
。
全
体
調
資
法
、
保
護
関
刊
刑
法
に
代
表
さ
れ
る
速
の
政
策
は
ク
レ
イ
が
王
張
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

し
ば
し
ば
ク
レ
イ
の
功
積
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
c

下
院
議
長
ー
と
し
て
、
連
邦
下
院
の
審
議
を
リ
ー
ド
し
た
ク

レ
イ
の
功
績
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
は
い
、
λ
、
こ
と
連
邦
政
府
の
内
陸
刷
発
政
策
に
限
っ
て
百
え
ば
、
陸
平
工
兵
隊
を
出
用
し
た
全
体
調

査
法
の
枠
組
み
を
述
邦
政
依
の
巾
で
実
質
的
に
形
成
し
た
陸
一
中
長
官
カ
ル

7
1
ン
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
っ

モ
ン
ロ
ー
大
統
領
の
最
後
の
年
次
教
評
は
、
平
時
に
お
け
る
平
隊
活
用
の
開
発
政
策
を
胤
鮮
明
に
打
ち
出
す
も
の
と
な
っ
た
。
大
統
領

は
一
八
二
五
年
一
一
月
ヒ
円
に
出
し
た
第
八
凶
サ
次
教
吉
の
中
で
、
前
年
度
に
成
?
リ
ー
し
た
全
体
調
査
法
に
言
及
し
、

士
兵
隊
の
将
校
二
名
、

反連邦主君との同小、(5・3じ)

民
間
の
技
師
一
名
と
助
手
た
ち
か
ら
な
る
内
陸
刷
発
工
兵
委
員
会
が
通
商
軍
事
的
観
点
な
ら
び
に
郵
便
物
の
配
達
の
制
点
か
ら
、
航
行
路

の
剥
査
に
既
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
っ
調
杏
の
対
象
と
な
っ
た
航
行
ル

l
ト
は
、

ポ
ト
マ
ソ
ク
川
と
オ
ハ
イ
オ
川
と
を
結

(
後
の
チ
ェ
サ
ピ

l
ク
&
オ
ハ
イ
オ
逗
刈
)
、
オ
ハ
イ
オ
川
と
エ
リ

I
湖
と
を
結
ぶ
ル

l
l
(
後
の
オ
ハ
イ
オ
&
エ
リ

l
述
川
)

ぷ
レ
T
i
k
i

〆

}

ア
レ
ゲ
ニ

l
川
と
サ
ス
ケ
ハ
ナ
川
と
を
粘
ぶ
ル

l
ト

(
後
の
メ
イ
ン
ラ
ン
ト
逼
河
西
部
)
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
川
と
う
リ
タ
ン
川
と
を
結
ぶ
ル

l

(
伐
の
一
ア
ラ
ウ
ェ
ア
&
ラ
リ
タ
ン
運
河
)

マ
サ
チ
ュ

1
セ
y
ツ
州
の
パ

l
ン
ス
タ
フ
ル
湾

(
U
E
z
z
t吉
田
ミ
)

と
パ
ザ

I
ズ
汚

(
P
E
P
-
E
Eど
~
)
と
を
結
ぶ
ル

l
l
、
ボ
ス
ト
ン
港
と
マ
レ
イ
ガ
ン
セ
ッ
ト
消

(JE
コ
ω
官ロ切
Z
2
5
~
)
を
結
ぶ
ル

l
ト
で
あ
る
υ

モ
ン
ロ
ー

が
最
も
重
安
だ
と
み
な
し
て
い
た
ボ
ト
マ
ッ
ク
川
と
オ
ハ
イ
オ
川
と
を
結
ぶ
ル

I
卜
の
調
査
に
は
陸
，
中
の
地
形
調
丘
部
隊
が
掠
わ
っ
て
お

北法57U"i.11り)2125 
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り
、
調
杏
は
米
期
ま
で
続
く
こ
と
が
報
汗
さ
れ
た
。
工
兵
委
員
会
の
訓
査
対
象
は
運
河
、
道
路
が
王
だ
っ
た
。
工
兵
委
員
会
は
、
米
期
の
初

ーふ
i師

め
に
も
道
路
調
布
Y
を
開
始
す
る
見
通
し
を
述
べ
、
そ
の
際
の
調
査
対
象
と
し
て
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
南
部
諸
州
を
通
っ
て
ニ
ュ
ー
オ
リ

ン
ズ
に
達
す
る
道
路
が
-
小
唆
き
れ
た
。
合
衆
国
内
の
道
路
と
逼
刈
事
索
引
両
を
ま
と
め
る
た
め
に
は
連
邦
の
各
地
域
や
首
都
に
つ
な
が
る
交

通
網
に
つ
い
て
の

l
分
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
c

そ
こ
で
、
大
叶
か
り
な
全
体
調
企
の
実
施
と
絡
め
て
、

(
お
)

川
加
の
同
町
で
工
兵
隊
の
拡
充
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
た
っ
そ
の
た
め
、
一
只
隊
な
ら
び
に
地
形
謝
査
部
隊
の
拡
充
を
提
案
す
る
と
と
も
に
、

モ
ン
ロ
ー
ト
八
統
領
は
、
軍
事
と
地

比
日
術
の
民
間
へ
の
伝
播
と
活
用
、
軍
隊
へ
の
市
民
の
信
和
の
限
成
件
J

、
平
時
に
お
け
る
可
隊
活
川
の
有
効
な
ポ
例
と
し
て
、
内
陣
開
発
分
野

で
の
れ
軍

L
兵
隊
の
利
川
を
積
極
的
に
一
計
価
し
た
。

こ
の
全
体
調
杏
法
の
成
立
に
よ
っ
て
、
存
地
の
開
発
事
業
か
ら
調
台
依
頼
が
殺
到
し
た
じ
工
兵
隊
は
国
家
的
な
意
義
の
あ
る
事
業
か
と
う

か
と
は
魁
関
係
に
、
刊
州
在
依
頼
を
引
き
受
け
た
た
め
、
そ
の
活
動
は
多
忙
を
極
め
て
い
っ
た
。
従
米
の
業
務
に
加
え
て
全
体
調
ん
は
法
に
慕

づ
く
業
務
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
、
陸
中
省
を
通
し
て
で
兵
課
は
、
辿
一
部
議
会
に
土
兵
隊
お
よ
び
地
形
調
査
部
隊
の
増
強
を
陳
情
す
る
よ

、
つ
に
な
っ
た
。
ー
と
こ
ろ
で
、

ム
兵
隊
の
技
術
調
脊
協
力
そ
の
も
の
は
一
八
二
四
年
の
全
体
調
脊
法
に
先
?
V
一
っ
て
各
地
の
川
同
党
事
業
で
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
c

そ
の
う
ち
の
つ
で
あ
る
チ
ェ
サ
ピ

l
ク
&
テ
ラ
ウ
L

ア
運
河
会
社
は
八
一
一
一
年
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
、

デ
ラ
ウ
ェ

ア
、
メ
リ

l
ラ
ン
ド
の
関
係
す
る
一
今
州
の
州
政
附
か
ら
増
資
を
司
会
又
け
た
こ
と
が
転
機
と
な
っ
て
事
業
が
再
出
さ
れ
、
運
河
会
社
は
工
兵
隊
の

技
術
調
査
協
力
を
得
て
運
河
建
設
ル

l
ト
の
再
調
査
を
行
い
、
巾
l
初
の
ル

l
ト
に
比
べ
沿
岸
容
り
の
ル

l
ト
を
採
択
し
た
-
そ
し
て
、

一
四
年
に
新
ル

l
ト
で
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
速
、
川
の
建
設
が
肴
土
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

モ
ン
ロ
ー
政
権
米
間
の
一
八

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
L

ア
運
河
会
社
は
「
ア
ィ
ズ
マ

I
ル
・
ス
オ
ソ
〆
ブ
運
例
会
析
と
と
も
に
長
終
的
に
連
邦
助
成
を
受
け
取

ra 

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
述
邦
政
府
は
一

-
1
0
0
株
(
ニ
O
万
ド
ル
)
山
川
資
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
連
邦
憲
法
上
の
反
対
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、

一
五
年
に
、

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク

4
一
ア
ラ
ウ
ェ
ア
運
河
は
軍
事
的
に
も
通
商
的
に
も
因
不
的
に
重
要
な
事
業
で
あ
る
と
了
承
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
コ
同
逗
河
川
会

北法:i7¥S・120)2126 
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社
は

J

Q

・
ア
ダ
ム
ズ
政
権
末
期
の
一
八

一
九
年
一
月
に
も
有
万
ド
ル
の
追
加
増
資
を
受
け
、
同
年
一
心
月
一
七
日
に
、
会
社
が
設
立

4
¥
 

さ
れ
て
か
ら
約
三
口
午
役
、
念
願
の
運
河
が
開
通
す
る
。

一
八
二
凶
年
川
月
に
成
?
止
し
た
全
体
調
食
法
は
、
国
家
的
な
見
地
か
ら
の
?
父
通
制
の
体
系
的
開
発
を
保
証
す
る
も
の
で
も
閲
党
財
源
を
規

一
疋
す
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
政
後
範
囲
が
調
杏
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
民
間
の
筏
術
者
が
不
足
し
て
い
た
時
代
、
土
木
事
業
の
専
門
家

で
あ
る
工
兵
隊
は
各
地
の
父
通
路
建
設
事
業
に
お
い
て
地
形
謝
査
、
開
発
計
画
の
策
定
、
開
発
路
線
の
選
定
と
い
っ
た
重
要
な
役
討
を
担
っ

た
。
巾
l
初

L
兵
隊
の
調
査
対
象
は
、
運
河
、
道
路
、
河
川
改
修
が
念
頭
に
あ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
鉄
道
ル

l
ト
の
訓
査
に
も
及
ん
だ
。

一
五
年
に
は
鉄
道
路
線
の
た
め
の
最
初
の
訓
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
法
が
山
崎

U
き
れ
る
八
二
八
午
ま
で
に
約
六
の
鉄
道
路
線
の

そ
の
人
部
分
は
現
実
に
建
設
さ
れ
た
c

調
杏
が
百
九
施
さ
れ
、

ん

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
は
八
一
八
十
の
イ
リ
ノ
イ
準
州
、
ま
た
八
一
一
口
年
の
ミ
ズ

l
リ
準
州
の
州
昇
格
法
に
付
随
し
て
、
将

4
4
ミ
ズ

I
リ
州
ま
で
延
伸
す
る
一
川
能
性
が
聞
け
て
き
た
。
五
際
、

一
八
一

O
年
烹
月
の
カ
ン
パ

I
ラ
ン
ド
国
道
関
連
法
(
レ
ロ
〉

z
z
z

F
Cコ
月
匹
π
ヘド℃

τc-Eロ完同庁
C{RCロ戸
E
E戸
Cロ
z
z
g
-ぷ
2区
吾
令
円

CE-
匹
2
2ロ
日
π
ロ
Z
E
E
-
)
は
、
ホ
イ
l
リ
ン
グ
か
ら
ミ
シ
、
ン
ソ
ピ

l
川

反連邦主君との同小、(5・3じ)

左
昨
ま
で
の
区
間
と
セ
ン
ト
ル
イ
ス
と
イ
リ
ノ
イ
川
河
い
と
の
聞
の
路
線
制
査
体
J

の
た
め
の
費
川
と
し
て
一
万
ド
ル
を
拠
出
す
る
こ
と
や
道

路
の
規
格
を
規
定
し
た
。
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
の
延
伸
の
た
め
の
建
設
費
用
が
拠
出
さ
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら
有
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
υ

八
二
五
年
一
月
の
カ
ン
バ

l
ラ
ン
ド
同
道
延
仲
法
戸
口
〉
E
E
Z
Z
の

C
H
E
Z
5
2
2ご
r
n
E
Z
v
E
E
ι
同
言
巳
)

に
よ
る
と
、
道
路
基
金

か
ら
五
万
ド
ル
を
拠
出
し
、

ホ
イ

l
リ
ン
グ
の
対
岸
と
な
る
オ
ハ
イ
オ
川
の
キ
ャ
ン
ト
ン

(hEぎ
ロ
)
か
ら
ゼ

l
ン
ヴ
ィ
ル
の
あ
る
マ
ス

に
7
十
る
ま
で
の
オ
ハ
イ
オ
州
内
の

μ問
の
道
路
を
建
設
す
る
こ
と
が
永
認
さ
れ
た
c

ま
た
、

キ
ン
ガ
ム
川

(
5
0
7
「
豆
半
内
戸
口
担
】
ヨ
)

立
年
前
の

オ
ハ
イ
オ
州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
か
什
州
都
を
通
り
ミ
ズ

l
リ
州
の
州
都
に

ま
で
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
が
延
伸
す
る
た
め
の
調
査
を
行
う
こ
と
も
言
及
き
れ
た
。
モ
ン
ロ
ー
政
権
は
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
凶
道
の
維
持

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
関
辿
法
に
慕
づ
一
い
て
、

J'、

北法57(5 -121) 2127 



"見

M
H
川
内
の
問
題
で
苦
闘
し
つ
つ
も
、
国
道
そ
の
も
の
は
拡
大
す
る
西
部
の
要
請
を
受
け
叫
ん
へ
の
延
伸
を
承
認
し
た
っ
現
在
の
国
勢
調
官
の
地

ーふ
i師

成
分
類
に
従
え
ば
、
一
八
一

O
年
か
ら
八
二
心
年
ま
で
の
一

0
年
間
で
最
も
高
い
人
口
明
加
率
を
記
録
し
た
地
域
は
イ
リ
ノ
イ
、
イ
ン
デ
ィ

オ
ハ
イ
オ
川
川
を
八
円
む
東
北
巾
部
と
ミ
ズ

l
リ
川
川
を
八
日
む
丙
北
巾
部
地
域
で
あ
ワ
た
c

交
通
路
の
党
1

注
ー
と
人
口
惜
加
の
相
乗
効
果
が

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
の
建
設
に
闘
し
で
は
、
実
際
に
モ
ン
ロ
ー
政
権
で
建
設
工
ポ
費
が
千
台
化
さ

ア
ナ
、

如
実
に
表
わ
れ
て
い
た
じ
と
は
い
え
、

れ
た
の
は
オ
ハ
イ
オ
州
内
の
区
間
だ
け
で
あ
り
、
連
邦
政
府
に
よ
る
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
川
道
の
延
伸
L
雫
そ
の
も
の
は
一
八
一
今

0
年
代
に
入

る
と
財
源
化
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
c

第
仁
川
年
次
教
書
で
幕
を
川
聞
け
た
第
一
八
連
邦
議
会
で
モ
ン
ロ
ー
政
権
は
、
国
際
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
モ
ン
ロ
ー
宣
百
を
れ
も
出
し
た

だ
け
で
な
く
、
同
内
に
お
い
て
は
内
件
開
発
法
な
ら
び
に
保
護
関
税
法
と
い
う
亘
製
法
案
を
成
げ
さ
せ
た
c

こ
の
モ
ン
ロ
ー
政
権
か
ら
次
期

大
統
領
選
挙
に
向
け
て
、
国
務
長
官
ア
ダ
ム
ズ
、
財
務
長
行
ケ
ロ
フ
ォ
ー
ド
、
陸
平
長
官
カ
ル
フ
l
ン
が
意
欲
を
小
し
て
い
た
っ
そ
し
て
、

連
邦
上
院
か
ら
は
元
軍
人
の
ア
ン
ド
ル

I
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
、
ま
た
卜
院
か
ら
は
ク
レ
イ
が
立
候
補
を
表
明
し
た
コ
し
か
し
、

い
ち
早
く
カ

ル
フ

l
ン
が
大
統
領
選
挙
戦
か
ら
離
脱
し
た
。

7
l
ン
は
、
次
期
大
統
領
選
挙
へ
の
出
馬
を
八
一
一
川
年
一
円
時
点
で
断
念
し
た
仁
カ
ル
フ
i
ン
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
を
選
，
h
T

区
と
す
る
ク
ロ

一
品
し
て
全
問
的
な
交
通
網
の
発
展
を
之
持
し
て
き
た
ザ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
川
出
身
の
カ
ル

八
一
一
主
l

戦
争
末
の
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
の
戦
い
で
勝
利
し
た
ン
ヤ
ケ
ソ
ン
将
軍
の
圧
倒

戸げ日

的
な
人
気
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
結
局
、
副
大
統
九
四
候
補
と
し
て
八
一
川
年
の
大
統
領
選
挙
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
っ

フ
ォ
ー
ド
と
選
，
羊
地
帯
が
重
な
る
だ
け
で
な
く
、

一方、

リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
提
附
し
た
ク
レ
イ
は
、

テ
ネ
ン
ー
を
選
挙
区
と
す
る
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
山
馬
で
、
山
部
の
代
表
者
ー
と
し
て
の
地
位
を
脅

か
さ
れ
た
ば
か
り
か
、

ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
な
ら
び
に
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
農
村
地
域
か
ら
の
支
持
を
集
め
、
土
問
T
L

業
地
域
か
ら
の
支
持
は
ニ
ュ

1
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
出
身
の
国
務
長
官
ア
ダ
ム
ズ
に
奪
わ
れ
た
。
し
か
も
、

一
八
二
口
年
の
ミ
ズ

l
リ
の
述
邦
加
問
に
際
し
て
の
連
邦
上
院
議

長
と
し
て
の
調
停
が
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
長

H
に
山
た
。
こ
の
と
き
、
ミ
ズ

l
リ
を
奴
隷
州
と
し
て
連
邦
に
加
盟
さ
せ
る
と
と
も
に
、

北法:i7¥S・122)2128
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イ
シ
を
マ
サ
チ
ユ

l
セ
ソ
ツ
州
か
ら
切
り
離
し
て
白
山
州
と
し
て
連
邦
に
加
盟
さ
せ
、
連
邦
上
院
に
お
け
る
f

口
山
州
と
侭
涼
州
と
の
均
衡
を

6
 
4
 

維
持
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
、
奴
隷
州
、
自
由
州
の
以
方
か
ら
反
仕
官
さ
れ
る
結
果
を
朝
刊
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い

、えば、

ク
レ
イ
は
国
務
長
宵
ア
ダ
ム
ズ
ー
と
ア
メ
ワ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
政
策
志
山
性
で
重
な
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
南
部
の
川
権
論
に
用

解
を
-
小
す
財
務
長
4

円
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
が
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
派
の
集
会
で

H
式
な
候
補
者
指
名
を
受
け
て
お
り
、

ク
レ
イ
は
山
山
馬
を
表
明
し
た
時

白'で、

川
門
人
の
候
補
者
の
巾
で
既
に
加
没
し
た
存
存
に
な
っ
て
い
た
っ

一
八
一
四
年
一
月
初
旬
に
判
明
し
た
大
統
領
選
挙
の
選
、
羊
人
投
票
の
結
果
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
九
九
票
、

ア
ダ
ム
ズ
が
八
川
票
、

フ
ォ
ー
ド
が
四
一
票
、

ク
レ
イ
が
一
一
七
票
に
終
わ
り
、
す
候
補
者
巾
ク
レ

f
は
最
下
位
だ
ワ
た
。

ク
レ
イ
が
最
も
票
を
集
め
た
地
域
は
オ
ハ

イ
オ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、

ケ
ン
タ
ソ
キ
1
州
を
除
け
ば
、
カ
ン
パ
ラ
ン
ド

国
道
の
通
過
地
お
よ
び

F
定
地
だ
っ
た
が
、
こ
の
地
域
で
す
ら
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
侵
食
さ
れ
て
い
た
υ

こ
の
選
挙
人
簿
作
選
挙
で
は
当
選
に

イ
リ
ノ
イ
、

ケ
ン
タ

y
キ
i
、
ミ
ス

l
リ
の
北
丙
部
地
域
で
、

必
要
な
過
半
数
の
一
二
票
を
獲
得
し
た
候
補
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、

卜
佐
一
今
一
名
に
よ
る
決
選
投
票
が
一
八
二
五
年
二
月
に
連
邦
卜
院
で

行
わ
れ
た
。
各
川
の
下
院
議
員
川
は
各
一
票
を
有
し
、
過
巾
l
数
の
一

二

面

市

(

中

I
時
の
合
衆
国
が
一
四
川
で
構
成
さ
れ
て
い
た
た
め
)

を
獲
得

反連邦主君との同小、(5・3じ)

し
た
者
が
次
期
大
統
領
に
な
る
仕
組
み
で
あ
っ
一
た
仁

般
投
票
で
は
第
位
を
獲
得
し
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン

一
一
月
九
日
の
決
選
投
崇
の
結
果
は
、

が
七
票
で
、
同
二
位
で
あ
っ
た
ア
ダ
ム
ズ
が
三
票
、
そ
し
て
川
一
今
伶
で
あ
っ
た
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
が
凶
票
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
ン
ヤ
ク

ソ
ン
は
一
般
付
梨
、
選
挙
人
向
竹
山
一
川
で
は
第
一
位
で
あ
り
な
が
ら
、
連
邦
下
院
に
お
け
る
決
選
投
票
で
破
れ
、
第
六
代
大
統
訟
に
は
な
れ
な
か
っ

た
。
第
六
代
小
人
統
領
は
第
一
代
大
統
領
の
包
丁
の
ジ
ョ
ン
・

Q
・
ア
ダ
ム
ズ
に
決
ど
し
、

ア
ダ
ム
ズ
は
そ
の
後
、

ヘ
ン
ワ
1
・
ク
レ
イ
を
国

務
長
官
に
粁
命
し
た
c

ク
レ
イ
が
ア
ダ
ム
ズ
政
権
の
国
務
長
官
の
ポ
ス
ト
と
引
き
換
え
に
下
院
議
長
と
し
て
の
影
響
力
を
発
出
陣
し
て
ア
ダ
ム

ズ
当
選
に
尽
力
し
た
と
の
噂
は
大
統
領
選
挙
前
よ
り
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
、
同
内
で
は
一
八
二
凶
年
大
統
領

悩」

ア
ダ
ム
ズ
政
砲
の
門
山
刊
は
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
ア
ダ
ム
ス
は
政
権
の
土

選
挙
は
不
正
取
引

(
2
2
ロ
3
E必
E
P
)

と
し
て
非
難
さ
れ
、

々
ノ
ロ

北法57(5 -12:;) 2129 



"見

ム
口
問
め
の
た
め
に

モ
ン
ロ
ー
政
権
の
悶
僚
の
留
仔
を
決
め
政
治
的
融
和
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
ク
口
フ
ォ
ー
ド
は
ア
ダ
ム

ズ
の
巾
し
山
刊
を
拒
絶
し
た
。
そ
の
た
め
、

ーふ
i師

駐
日
中
長
官
に
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
パ

l
パ
l

S 7 
Z タ
切ム
回
同式

ぎは
寸ー

)人

をに
f日代
名わ
しっ
た 19て

財
務
長
{ 

昌

チ
ャ

ド

フ
ツ

ン
ヱ

(
-
c
n
F
M
W
H
1
(
{
同
戸
市
岳
)
、

ア
ダ
ム
ズ
の
政
権
運
営
は
そ
の
始
ま
り
か
ら
既
に
波
乱
含
み
だ
っ
た
c

そ
う
い
う
意
味
で
、
ア
ダ
ム
ズ
の
二
月
凶
日
の
就
任
演
説
は
政
権

加」

担心
一
者
と
し
て
の
危
険
感
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
演
一
説
の
中
で
ア
ダ
ム
ズ
は
園
内
に
あ
る
政
治
的
意
見
の
桐
迫
や
地
域
利
告
の
対
立
で
連

邦
の
解
体
が
脅
か
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
憂
慮
す
る
気
持
ち
を
率
問
に
詰
っ
た
コ
ま
た
「
不
確
か
な
意
見
な
い
し
政
権
の
政
策
に
つ
い
て
の

呉
な
っ
た
意
見
に
端
を
売
す
る
党
派
心
は
そ
の
性
質
に
お
い
て
時
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
c

地
理
的
な
区
分
、
土
地
や
気
候
、
国
内
生
活

様
式
に
内
在
す
る
刈
立
利
害
に
基
づ
く
党
派
心
は
、

す
」
と
地
域
の
生
活
様
式
に
摂
ざ
し
た
党
派
性
、

よ
り
永
久
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
お
そ
ら
く
よ
り
危
険
な
も
の
で
あ
り
ま

つ
ま
り
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
強
い
危
慎
の
念
を
表
明
し
た
。

モ
ン
ロ
ー
政
健
末
期
は
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
始
動
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
実
は
部
地
域
の
利
常
に
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
談
只
の
投
票
行
動
の
地
域
住
は
、
全
体
調
食
法
案
お
よ
び
の
保
護
関
杭
法
案
の
成
?
札
過
秤
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ

た
c

モ
ン
ロ
ー
外
父
の
成
果
と
と
も
に

ヨ
1
口
y
パ
諸
国
か
ら
の
外
父
的
脅
威
が
沢
卜
す
る
中
、
史
上
初
の
親
チ
一
代
に
わ
た
る
大
統
領

の
誕
牛
は
、
草
命
世
代
の
議
員
の
引
退
と
第

一
山
ー
代
の
議
員
の
ム
日
頭
を
印
象
付
け
た
。
そ
し
て
、
第
一
世
代
の
時
代
は
、
脱
巾
央
政
附
的
傾

向
の
強
い
反
辿
祁
主
義
に
傾
き
が
ち
な
民
烹
政
治
の
大
衆
化
と
い
う
新
し
い
波
を
ア
メ
リ
カ
政
治
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

(
I
)
L
n
H
1
z
n
oロ
ぬ
戸
以
内
出

O
m
a
m
f
E〕

H小山
(
)
p
v
t
l中

(
2
)
m
-え
ゴ
〉
コ

-
z
z
-
ζ
2
Z官
一
足
2
E奇
士
宮
内
礼
子
N
5
3
ミ
忌
然
、
苓
三
号
式
含
凶
寸
印

4

3ム
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反連邦主君との同小、(5・3じ)

(
3
)
P
H
F
N
寸
田
辺

(
4
)
E
位一一
ω

叶印坦

(
日
)
与
町
一

H
t
k
h
o
H
Hね
4
N
E
M
S
F
U【
UHωhp
叶
併
お

(
6
)
=
三
己
主
コ
守
食
、
吋
}
足
-
コ
君
=MALE--弓
C
4
2司
令
戸
同
庁

-
Z
5
2
τ

日日。

(
7
)
P
2己
}
】
〉
ロ
ロ
E
-
Z
2
2ぬ
F
U
2何回
一一〕勾門戸

H∞
N
戸
に
E
E翌句作室内山』》
Q
Yヨ
ミ
号
尽
可
弓

h
F
A
G
W
E
N

叶叶
m
u
c

(
8
)

一
八
一
一
す
か
ら
一
八
一
一
一
年
に
か
け
て
、
メ
リ
ラ
ン
ド
、
べ
、
〆
シ
ル
ヴ
土
ニ
ア
、
ヴ
ア

1
ジ
ニ
ア
の
各
州
と
、
役
に
こ
の
世
路
が
延
仲

さ
れ
た
オ
ハ
イ
オ
州
の
州
ぷ
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
白
州
内
部
分
を
右
料
道
路
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
υ

ア
メ
リ
カ
辿
邦
交
通
所
道
路

局
編
、
別
川
正
彦
何
台
恭
ト
ナ
訳
E

ア
メ
リ
カ
道
路
山
ん
-
(
原
書
出
、
一
九
一
八
一
年
三
同
八
川
九
頁
c

(
9
)

ミ
ヨ
話
完
2
3丘
、
。
言
3
c
k
耳、

3
2泣
き
な
凶
叶
∞
印

(
山
川
)
忌
丘
一
日
斗
お
ホ
山
∞
三
中
嶋
市
川
口
雄
に
よ
る
対
叫
が
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ご

『
モ
ン
ロ
-
ド
ク
ト
リ
ン
と
ア
メ
リ
カ
外
交
の
荒
除
』

(ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
0
一
年
)
、
芸
三
日
目

(
川
以
)
〉
守
E
a
h
E
室
内
出
』
》
主
主
旬
。
¥
z
n
3
2ド号
3

2

N

叶岳
h
H

岳山

(
川
ど
〉
E
〕口口《
t
k
E
L
n
H
m
q
y
(
)三
五
一

H丸山
2
7
℃
山
凶
戸
叶

(川β川)一=-】=〉】ず。一

(
川
比
比
)
一
八
一
任
作l
四
片
一

C
口
、
々
件
汁
州
か
ら
寄
せ
h

ら
り
れ
る
叫
桜
柿
々
な
内
陸
開
出
丹
充
パ
冗
ん
市
事
引
業
へ
の
辿
邦
助
成
を
求
め
る
請
願
杏
を
検
汁
し
た
卜
院
の
道
酌
路
附
.

選
州
委
員
公
は
、

H

取
終
的
に
、
「
道
路
と
選
河
に
関
し
て
必
山
な
調
査
、
計
而
す
索
、
工
費
見
積
も
り
を
得
る
た
め
の
法
案
」
を
提
出
す
る
こ

と
を
出
山
し
た
。
止
で
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
既
に
先
例
が
あ
る
こ
と
と
し
て
、
陸
軍

l
古
宇
校

(
V
Z
E
3
P
邑

5
4斗
山
は
の
上
官
か
ら
な
る

兵
隊
が
道
路
や
逗
河
町
開
発
を
左
有
す
る
剥
査
に
乗
り
附
す
こ
と
を
提
案
し
た
。
兵
隊
の
活
用
は
、
困
内
で
技
術
首
を
確
保
で
き
る
だ

け
で
な
く
経
済
的
で
あ
り
、
公
務
へ
の
よ
気
が
高
い
こ
と
、
そ
し
て
図
的
の
情
報
蓄
積
に
も
役
立
つ
こ
と
が
そ
の
理
市
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
た
じ
陸
軍
長
山
カ
ル
フ
ン
が
提
明
し
た
内
陸
問
時
五
事
業
へ
の
軍
隊
活
用
を
、
よ
り
控
え
め
に
従
業
し
な
お
し
た
も
の
だ
っ
た

C
M報
パ
門

書
で
は
、
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
を
は
じ
め
既
に
連
邦
政
府
が
各
稀
の
開
花
事
業
を
支
援
し
着
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
同
委
員
公

の
従
案
が
連
邦
憲
法
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
す
場
を
明
確
に
一
ボ
し
た
=
川
委
員
会
が
従
業
し
て
い
た
法
案
は
、
辿
邦
助
成
に
伯

す
る
開
発
事
業
を
明
時
に
す
る
た
め
の
調
杏
を
提
案
す
る
も
の
で
、
ま
さ
に
全
体
調
存
法
案
を
先
取
り
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
委
員

北法57(5 -12;)) 2131 



"見
ーふ
i師

会
を
代
表
し
て
ジ
ョ
セ
フ
-
へ
〆
ブ
ヒ
ル
が
提
出
し
た
法
案
は
、
結
尚
、
下
院
で
は
審
議
延
期
と
な
り
、

ミ
Z
2
~
~号
弓
ミ
忍
}

N

U

U
ム

ω
叶
「
三

3c=
ご
ヰ
2
d
g
h
r足
、
昌
之
さ
RENγ
円
)
円
〕

]
A
Q
ム
]

(
日
)
与
町
一

μ
民
芹
z
mい

OHHね
4
H
a
m
o
m
y
u
f
z

(
日
目
)
=
丘
一
]
u
u
u
u

(
げ
)
』
E
R
H
日
V
H
C
C
山戸
ω

(
刊
日

)
L
P
主
一
ロ
セ
ド
(
)
戸
凶

N
H

(山川
)
~
~
M
M
A
Uち
U
U
ム
4

]

(

)

]

凶

吉

斗

]

(

)

]

∞

(川
mω)=主
-
ち
=3】ぷ恒日ロ》
HZ=(c)
凶ロω
恥色
H
叫
辿
一
陀
河
叩
議
ん
公
山
…
議
諜
世
ポ
引
付
録
刊
か
ら
の
当
演
説
の
採
録
が
以
下
に
あ
る
叶
どE雪
ミ
可
Eへた【も雪、守、芸宍主司
:Gミ、~同F叫Pミ

}同〈雪戸己門戸=-《台己

U--
デT
一r7ζ一司吃一戸円t
コ】ニ，〈寸勾雪
-
2
3
C
『}同〈々
=庁

z戸己-円己
}W《=〆〈

1-
旬〉吋吋1

竺々叩臼ψ
岳
抗
-
坦
ω
山坦w

∞4ご)今
ω

口叶
ω
坦
ω

(
社

)
H
E
丸
山
町
、
叶
叶

X
H

(
幻
)
」
ヨ
E
一
山
目
、
Z
2
d

(
お
)
』
主
弘
山
日
吋
吋
叶
坦
岳
H

(川品)ヘム町一

H
え
HFnoロ
ヂ
ド
凶
片
山
口
ω
F
E〕
山
叶
(
)
叶
H

(お
)
~
b
H
a
Z
5
円

c
=
?
っ
戸
凶
作

E
E
-
-
2
3
運
河

I
院
一
議
員
の
州
川
投
票
行
動
表
門
成
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
を
安
考
に
し
た
。
な
お
、

ラ
ソ
ン
の
表
で
は
、
ヴ
ァ

l
モ
シ
ト
と
ノ
ス
カ
口
ラ
イ
ナ
州
か
ら
の
賛
成
票
が
そ
れ
ぞ
れ
県
抜
け
て
お
り
、
全
体
で
二
二
川
と
な
っ

て
い
る
。
了
q
E
P
E
N
2
4
H
aこ
言
、
ヨ
言
語
、
ミ
タ
セ
二
♂

(
山
川
)
モ
ン
ロ
ー
政
権
に
お
い
て
、
関
税
引
き
上
げ
法
索
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
八
九
年
不
川
町
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
c

一
八
一
九
九
の
連
邦
一
誠
会
で
は
、

D

ヴ
ェ
ブ
ス
タ
!
と
カ
ル
フ

1
ン
が
東
部
と
南
部
の
自
由
貿
易
ム
て
去
を
協
同
議

L
K内
洋
沿
岸
中
部
な
ら

び
に
西
部
が
主
張
す
る
保
護
関
税
法
案
に
反
対
し
た
。
辿
邦
議
会
で
は
八
一
年
、
一
九
に
も
悶
税
引
き
卜
げ
法
議
は
提
問
さ
れ
た
が
、

い
ず
れ
も
否
決
さ
れ
た
宮
野
啓
一
ア
メ
リ
カ
凶
民
経
凶
の
形
成
|
|
「
ア
メ
リ
カ
休
制
」
研
究
序
説
三
御
茶
の
水
害
出
、
一
九
七
一
年
)
、

一
三
一
同

R。

(
幻
)
一
八
八
作
保
議
関
税
法
は
、

l
業
製
品
な
ら
び
に
l
業
隙
料
へ
の
よ
り
両
市
十
の
関
税
キ
を

d
i注
す
る
も
の
だ
っ
た
=
以
後
、
保
設
関
税
に

強
く
反
刻
し
て
き
た
ウ
ェ
ア
ス
タ
ー
は
マ
サ
チ
コ

1
セ
ッ
ツ
州
が
商
業
的
利
益
か
ら
1

立
果
的
利
採
に
重
し
を
移
白
し
て
き
た
こ
と
を
反
眼
し

北法:i7¥S・126)21:;2 
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て
、
保
謀
関
税
派
に
転
一
川
し
て
い
っ
た
っ

(お
)
L
n
ご
t
r
円。コ尚子
]

J

F

凶作句切

q

-
。叶∞

(
却
)
中
嶋
は
、
般
的
に
ア
メ
リ
カ
体
制
「
ア
メ
リ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
)
は
八
一
川
年
三

H
ょ
の
ク
レ
イ
の
連
邦
下
院
演
説
以
降
の
ア
メ
リ
カ

開
発
体
制
を
さ
す
こ
と
を
承
知
の
で
、
刈
外
構
惣
と
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
ア
メ
リ
カ
体
制
の
両
面
牲
に
一
六
法
し
た
υ

彼
は
広
義

の
ア
メ
リ
カ
体
制
を
台
に
モ
ン
ロ
ー
宣
言
の
対
外
構
惣
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
、
一
八
一
一
年
戦
争
後
共
和
主
義
的
価
伯
悦

が
苛
れ
自
由
主
義
の
台
風
を
す
刈
み
取
る
。
中
嶋
昨
日
雄
h

モ
、
〆
ロ
-
ド
ク
ト
リ
、
〆
と
ア
メ
リ
カ
外
父
の
来
盤
-
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
こ
り
の

一
年
)
、
八
九
九
(
〉
頁
な
ら
び
に
一
(
一
二
頁
の
出
阿
一
一
を
参
照
の
こ
と

(
初
)
〕
r
F
E
2
2
C
回
日
「
門
戸
同
2
3
Qへ
号
室
丸
吾
、

L
さ
ミ
HGE
と
と
お
さ

(Tun-ZEロ
叶
一
弓
巴
E
2
2
ε
~
つ
百
虫
色
同
E
E
nケ一
H
3
3
日)【〕日、叶

(出

)
F
E
-
2
云
え
-
さ
コ
シ

-
Z《
戸
コ
ハ
]
雪
コ
《
百
三
円
C
コ
ロ
コ
牛
」
GYコ
7
v寸、
Z
。
可
。
色
。
話
完
句
、
吉
、
言
句

(Z21dベ
C
芸

で

2
宮
=
=
ロ

2
7日
]
匂
∞
寸
)
}
》
芯

-ωω

三

ま
た
ワ
シ
シ
ト
ン
、
ア
ダ
ム
ズ
政
権
時
代
に
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
怪
凶
政
誌
に
以
対

L
、
農
業
立
国
論
を
掲
げ
て
対
抗
〕
た
ト
マ
ス
・
ジ
エ
プ
ァ

ソ
ン
も
政
界
か
ら
引
退
し
て
い
た
一
八
七
年
六
月
一
ハ
日
付
け
の
再
簡
で
こ
の
一
百
葉
を
使
川
し
て
い
る
と
い
う
。
ロ
ロ
「
三
一

p
w
E
円
E
H
七

{
片
町
、
前
掲
書
、

ハ頁。

N
4
 

(
刊
記

)
J「F2UM出
抗
日
開
ロ
ぬ
三
百
山
口
問
込
豆
一
倍
円
巳
〕
開
ユ
η?ω
ロ
ユ
叶
F2UM出
出
回
国
c
h
己
-o目

Jη
《
古
一
吋
~
之
町
三
比
久
会
三
日
丘
町
三
持
、
と
守
九
三
竺
〈
(
(
)
一
ご
の
ど
ち
叶
FRソ【「ロド〆一つ同
1
2
7

C
叫わプ}《
)

M

ゐ仲間
C

℃「弓
ω
タ
一
泊
∞
∞
)
七
百
山
ωω

一一

(
お
)
片
野
、
前
伺
再
凹
立
頁
乙

(
泊
)
=
ニ
ア

E
a号
、
月
色
村
な
ら
コ
ミ
言
。
令
官
一
七
主
な
お
、
問
先
ア
ム
兵
委
員
会
は
、
八
年
前
に
投
げ
さ
れ
こ
れ
ま
で
道
路
や
運
河
の
珪
ぷ
調
査
等
に

当
た
っ
て
き
た
浜
本
正
兵
委
員
会
常
耳
目
。
日
与
え

π
Z
5
2
2
f円
E
E
P
2
0
5
)
と
役
割
な
ら
び
に
組
織
と
し
て
は
類
似
し
て
い
る
が
、

新
委
員
会
む
は
民
間
伐
師
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
卜
人
き
な
違
い
と
さ
れ
る
、
ヨ
尚
子
石
毛
日
(
)

(
出
)
〉

Z
U
Z
E刈
ざ
ム
ロ
コ
凶
「
一
}
h
c
=
ぬ
-
三
∞
2ω
刀
可

u-
沼

町

也

⑦

ω
N
N
4
N
戸
町
三
己
山
凶
日
-
日
山

(
部
)
開
完
F
ニ
T
C
Eロ
ω
-
z
p
z
m
戸川戸【〕
P
R
日
σの
門
戸
H
武

N
h
ア
足
三
言
ち
-
2
5弘
司
R
K
J

ミ
ご
竺
ミ
ご
』
U
弓
匂
丘
三
F

N

お
日
恥
日
目

(
訂
)
手
王
子
七
己
ω
こ
こ
で
モ
ン
ロ
ー
は
、

γ
ム
ヰ
ハ
隊
を
送
り
出
す
際
軍
士
官
学
校
が
ア
メ
リ
カ
の
科
学
技
術
の
発
注
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘

し

て

い

る

陸

半

l
一
科
学
校
(
通
称
ウ
エ
ス

1

ポ
イ
ン

1
)
は
八
口
一
年
に
創
設
さ
れ
た
(
七
九
同
年
に
そ
の
前
身
が
設
止
さ
れ

た
が
一
七
九
ー
ハ
年
に
川
断
し
て
い
た
。
)
が
、
一
八
一
年
戦
争
以
筏
ぞ
の
性
格
が
卜
人
き
く
変
わ
る
。
ム
J
H学
校
の
救
背
水
曜
の
向
卜
に
熱
心

北法57(5 -127) 21:.s 



"見
ーふ
i師

だ
っ
一
た
マ
デ
ィ
ソ
ン
ト
人
統
領
は
、
モ
ン
ロ
ー
陸
軍
長
官
と
ト
と
も
に
、
八
五
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
ク
リ
1
(円
c-S巳
戸
一
正

E
ロ
宮
内
国
2
)

と
サ
ル
ヴ
ァ

l
ナ
ス
・
チ
ャ
イ
ヤ
!
?
一
一
と
ミ
テ
ニ
5
2
3
、-
d
p
ヨ
ユ
の
人
を
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
半
事
関
連
施
設
の
視
察

に
当
た
ら
せ
た
=
帰
凶
後
チ
ヤ
イ
ヤ
l
は
陸
軍
上
打
学
校
の
最
尚
責
伴
者
と
な
り
、
エ
コ
ー
ル
ポ
リ
テ
ク
ニ

i
ク
を
院
範
に
教
育
内
市
什
の

令
市
的
な
見
直
し
に
取
り
組
ん
だ
。
日
目
=
」
九
吉
弘
め
た
E
r
ゐ
コ
主
主
己
主
ご
)
七
日
日
二

(
お
)
内
降
開
発
兵
委
員
会
が
充
足
す
る
少
し
前
の
一
八
一
四
年
五
月
に
、
要
塞
工
民
妥
買
会
は
同
防
と
同
内
通
商
の
観
根
か
ら
、
一
十
し
の
運
河

ル
ト
を
調
芥
対
象
と
し
て
列
挙
し
て
い
た
ο

そ
の
リ
ス
ト
で
は
、
大
河
洋
と
西
部
の
河
川
と
を
結
ぶ
東
丙
の
航
行
ル

1
卜
が
日
有
つ
が
、

五
大
洲
な
ら
び
に
オ
ハ
イ
オ
川
に
悶
辿
し
た
航
行
ル

l

、
そ
し
て
メ
キ
ン
コ
治
の
わ
岸
航
れ
を
短
縮
す
る
ル
l
ト
等
が
掲
以
さ
れ
て
お
り
、

全
体
調
査
法
に
は
交
通
網
の
体
系
性
は
な
か
っ
た
が
、
張
本
土
兵
委
員
会
そ
し
て
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
内
陸
開
発
半
民
委
員
会
は
、
平
事
的

か
っ
一
通
商
的
観
ト
円
か
ら
岡
家
的
な
意
義
を
も
っ
開
発
事
業
に
つ
い
て
一
定
の
見
肝
が
あ
り
、
体
系
的
な
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
、

包
主
一
巴
印
N

印
併
な
お
、
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
が
年
次
数
百
で
指
摘
μ

た
調
査
地
域
は
全
て
こ
の
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
た
り

(
却
)
同
町
伸
一
℃
一
】
ロ
ロ
E
〈
コ
戸
、
/
ピ
E
E
ヘ
ヒ
コ
ミ
ミ
ボ
ヘ
2

h

口
3
h
c
J
R
ヘ九
E

Q
ピ
=
青
白
骨
お
お
三
巴
と
atkh
司、円
E
P
~
H
u
v
a
C
3∞
h
u
w弘
之
(
ヨ
ユ
ザ
ム
2
5
3
=

2

2

3
広
三
E
。5
}
J
2
F
H
U
∞中)匂

U
U
U
戸
町
己
一
八
二
二
引
に
、
チ
「
一
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
斗
ア
運
河
会
社
は
ロ
眠
適
な
淫
河
ル

l
卜
嗣

丘
の
た
め
に
陸
軍
に
協
々
を
挺
請
し
た
じ
陸
平
長
'H
カ
ル
ブ
1
ン
は
陸
軍
の
土
兵
ぷ
が
サ
イ
モ
ン
バ
ー
ナ
ー
ド
と
ジ
ョ
セ
フ

G
・
ト
ッ
テ

ン
を
派
遣
す
る
こ
と
を
ぷ
認
し
た
。
一
一
二
一
号
室
吾
、
き
を
や
三
ぬ
き
さ
い
一
旬
、
3
u
c

(
削
)
〉
む
切
の
ロ
〔
H
E
E
h
n
H
m
t
y
円
。
ロ
ね
に
豆
印
3
2

七
C
C

(
記
)
口
2
1
こ
右
京
制
作
目
。
一
足
え
コ
正
常
三
角
せ
セ
℃
品
ω
∞
-

(
必
)
鈴
木
圭
介
中
丙
弘
次
「
ア
メ
リ
カ
資
本
4
五
の
発
展
と
鉄
道
業
|
|
南
北
戦
争
以
前
の
可
期
を
中
心
に
|
|
(
)
」

副社
会
科
学
研
究
』

第
三
巻
阿
号
(
九
七
年
)
、
一
六
四
。

(
ぷ
)
〉
Z
U
竺
己
完
ざ
ム
ロ
=
凶
「
一
}
h
c
=
ぬ
-
三
加
汚
出
刀
可
凶
⑦
-
叶
-
∞
-
∞
5
n
o
コ尚一
N-x
一凶作リ
E

U
ち

]

]

。

]

]

(
叫
)
地
域
別
人
日
推
移
は
、
以
「
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
参
考
に
な
る
つ
(
ろ
E

E
ピ

P
胃
2

守
宮
内

h
E
F
i
N
E
D
V守
王
国
主
主

L
P毛官、
R
Z

と
(CAW-
コ
竺
ユ
J
=
巾
、
一
-
4

々
亡
ヨ
〈
空
1
2グ吋

C
『一一
J
C
コ己《戸

]hwA山C
2
J
V
コ
コ
内
々
牛
空
-
円
E
E
戸町内
G
C
d戸
ハ
マ

MEME弓
-
苫

c
f
p
-
坦
出
坦
)
七
匂
日

(
日
出
)
円
一
冨
ユ
の
切
出
の
-
-
0
2
4
U寸託、いい『
RN
可貯三同尽き百三百円ミ
N
p
h
m
古
C
E
E
N
与
さ
ミ
HhhhH
∞]戸山口出
hp
⑦(/，の
S
J
へ。
H
K
C
U戸円。円仏門
E
t
E
2
7
』

l
H
0
2
一戸中中
]{)-EV

]{お

2

3

C
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(
判
)
下
己
主
同
Y
E
T
コ
廷
に
守
口
可
ミ
ヱ
去
、
主
一
三
〕
H
U
U

(釘

)
E
丘
一
七
七

-
m
w

斗
匂
お

(
刊
日
)
大
統
領
の
決
選
投
栄
で
ア
ダ
ム
式
が
獲
得
し
た
二
二
県
は
、
ニ
コ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
域
の
六
票
、
ク
レ
イ
か
ら
流
れ
た
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

ミ
ス

1
リ
、
オ
ハ
イ
オ
の
三
票
に
加
え
、
ジ
ャ
ク
ソ
シ
か
ら
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
イ
リ
ノ
イ
、
メ
リ

1
ラ
ン
ド
の
一
票
が
ア
ダ
ム
ズ
に
行
き
、
そ

し
て
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
を
支
持
し
て
い
た
は
ず
の
ニ
之

l
ヨ
ー
ク
が
最
終
的
に
ア
ダ
ム
ス
に
投
票
し
た
υ

最
後
の
ニ
ュ

l
ヨ
ク
の
一
票
が

決
選
投
票
的
行
方
を
左
有
し
た
。
F
L
U
2戸
〈

F
E
E
H
H
E
J
2
2
己
主
よ
S
E
P
こ
守
可
至
。
コ
(
Z
2
叶
C
Z

巧

巧

F
E
CHド
ル

r
o
E

U
P
コ
司
-
沼
恒
二
円
プ
-
日
τ
E
』
一

n
x
pぬ
E
4
」
c
r
w
N
C
H
h
E
ミ
ム
内
出
《
E
Z
L
3
5
~
丈
一ー
~
司
、
会
ム
、
コ
せ
ぬ
町
、
~
q
A
1
(
J
Z
d
司
〈
C
「
}
ハ
〉
一
守
命
己
》
宍
コ
C
3
F
-
泊
中
叶
)
4

ロ
日
F
V
トド

な
お
、
ク
レ
イ
と
ア
ダ
ム
ス
が
政
府
高
官
ポ
ス
ト
と
連
邦
院
の
票
と
を
取
引
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
実
は
不
確
か
で
あ
る
、

決
選
投
黙
の
前
に
ク
レ
イ
と
会
見

μ

た
ア
ダ
ム
ズ
の
口
品
で
は
、
ク
レ
イ
が
ア
ダ
ム
ス
を
ま
っ
一
す
ぐ
見
て
、
ア
ダ
ム
ズ
に
一
山
一
分
の
た
め
の

い
か
な
る
伺
人
的
な
配
慮
で
は
な
く
、
偉
大
な
国
の
E
大
事
の
い
く
つ
か
の
原
理
に
関
し
て
彼
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
」
頼
ん
だ
こ

と
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
取
引
を
断
1
4
す
る
決
1
疋
的
な
証
拠
は
残
っ
て
い
な
い
。
ク
レ
イ
の
伝
記
を
著
し
当
時
の
資
料
を
嗣
べ
た

ロ
パ

1
卜
・

V

レ
ミ
ニ
は
、
「
ク
レ
イ
と
ア
ダ
ム
ス
と
の
問
で
不
正
取
引
が
あ
っ
た
の
か
c

絶
対
的
な
証
拠
は
存
也
し
な
い
し
、
十
州
八
九

将
来
も
伏
し
て
「
証
拠
が
見
つ
か
る
こ
と
は
」
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
r

ま
た
、
ア
ダ
ム
ズ
的
伝
記
を
持
し
た
、
不

I
ゲ
ル
も
ア
ダ
ム
ズ
と
ク

レ
イ
と
の
問
で
取
引
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
ご
同
日
目
E
Y
F
コ
守
門
円
三
七
七
日
斗
(
)
戸
山
完
。
-
p
r
a
E
E
芯
ミ
之
E
Z
七
山
中
山

(
叫
)
司
吉
ニ
=
-
ミ
ミ
刊
号
。
ξ

七
日
叶
ω

(
日
)
]
ロ
E
m
z
円
巴
〉
門
注
目
自
己
日
η
F
h炉

H
岱
い
山
山
〉
刷
。
詰
Q
h
E
Q
ロ
広
三
R
守
主
主
ミ
ミ
可
さ
む
弘
、
三
宮
、
N

(

孔

)

」

S
E
一
同
お
会
日
中

岱

G
C
品
印
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"見

終
草

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
動
揺

ーふ
i師

第
一
節

エ
リ
l
運
何
の
成
功
と
波
紋

第
ハ
代
大
統
訟
と
な
っ
た
ン
ョ
ン
・

Q
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、
開
か
な
川
際
経
験
を
持
っ
た
ψ

代
屈
指
の
外
交
'
口
で
あ
っ
た
。

の
同
務
長
官
と
な
る
ま
で
に
オ
ラ
ン
ダ
、
ブ
ロ
シ
ア
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
大
伎
を
暦
任
し
た
c

モ
ン
ロ
ー
政
権

一
八
二
年
戦
争
末
期
に
は
ギ
ャ
ラ
テ
ィ

ン
、
ク
レ
イ
ら
と
と
も
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
太
統
領
の
特
使
ー
と
し
て
ゲ
ン
ト
条
約
の
交
渉
に
当
た
っ
た
。

モ
ン
ロ
ー
政
権
で
は
凶
務
長
宵
ー
と
し
て

実
質
的
に
モ
ン
ロ
ー
外
交
を
取
り
仕
切
っ
て
き
た
実
力
者
で
も
あ
る
c

ア
ダ
ム
ズ
が
人
統
領
に
就
任
し
た
と
き
、
既
に
合
衆
国
の
国
土
は
太

平
洋
に
ま
で
淫
し
て
お
り

二
州
で
始
ま
っ
た
合
衆
川
は
二
四
州
に
拡
大
し
、
人
口
も

0
0
0
万
人
を
越
え
た
。
巨
大
な
共
和
同
の
大

統
訟
と
な
っ
た
ア
ダ
ム
ズ
は
、
そ
の
就
任
演
説
の
中
で
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
連
邦
憲
法
へ
の
忠
誠
と
尊
敬
を
強
調
し

た
。
そ
し
て
、
彼
は
連
邦
政
府
も
川
政
府
も
そ
の
で
人
で
あ
る
川
じ
人
民
に
奉
仕
者
ー
と
し
て
仕
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
、
連
邦
政
府

も
各
州
政
府
も
そ
の
権
限
は
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
領
域
で
は
絶
対
的
な
権
限
を
行
使
で
き
、
行
い
に
|
渉
で
き
な
い
関

係
に
あ
る
と
し
て
、
憲
法
が
謂
う
連
邦
制
を
堅
持
す
る
こ
と
を
明
言
し
た
υ

ま
た
、
「
よ
り
完
全
な
連
邦
を
形
成
す
る
た
め
に
、
H
義
を
確

!
止
す
る
た
め
に
、
囲
内
の
平
穏
を
保
障
す
る
た
め
に
、
共
同
防
衛
を
提
供
す
る
た
め
に
、
全
体
の
福
祉
を
抗
准
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
次
世

代
の
こ
の
合
衆
同
の
人
民
に
回
由
の
祝

fmを
保
障
す
る
た
め
に
」
連
邦
政
府
が
存
在
す
る
と
連
邦
政
府
の
意
義
と
役
割
を
再
確
認
し
た
c

ア
ダ
ム
ズ
は
、
取
り
立
て
て
斬
新
な
こ
と
を
述
べ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
c

彼
の
ゴ
門
葉
は
、
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
対
立
が
激
し
さ
を
増
す
中

で
、
一
一
重
主
権
を
特
徴
と
す
る
合
衆
凶
の
連
邦
体
制
を
照
持
し
て
い
く
こ
と
、

そ
し
て
連
邦
憲
法
の
精
村
に
の
っ
と
っ
て
い
く
こ
と
を
改
め

て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

北法:i7¥S・i出l)2Bfi



ア
ダ
ム
ズ
は
就
仔
演
説
な
ら
び
に
第
回
年
次
教
存
に
お
い
て
、

モ
ン
ロ
ー
政
権
の
同
内
外
の
政
策
継
承
を
明
確
に
し
た
。
そ
れ
は
当

然
な
が
ら
、
内
陸
開
発
政
策
を
含
め
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
の
継
続
を
も
意
味
し
た
。
し
か
し
、
同
政
策
の
遂
行
に
闘
し
て
不
安
要
素
が

な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、

ア
ダ
ム
ズ
は
最
初
の
教
書
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

[
村
大
な
開
発
政
策
に
対
す
る
]
連
邦
議
余
の
す
u

法
権
限
に
関
し
て
見
解
の
相
違
が
広
が
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
辰
初
の
凶
遣
の
建
設
が
始
ま
っ

f

、、
h

J

手
Am

苧
d

T
地
c
l
l

。
年
が
経
ち
ま
し
た
。
当
時
そ
の
疋
設
権
限
は
疑
い
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
ー
略
)
止
法
部
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
白
而
で
公

止
な
議
品
が
、
感
情
を
な
だ
め
連
邦
栓
限
的
問
題
に
関
す
る
啓
発
し
た
精
神
に
釈
さ
す
見
解
に
近
づ
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
同
じ
よ
、
つ
な
友
好

的
で
必
耐
強
い
、
そ
し
て
不
抗
不
開
刊
の
熟
慮
に
よ
っ
て
ん
ア
て
の
憲
法
上
の
反
対
が
究
極
的
に
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と
を
矧
待
せ
き
る
を
え
ま
せ
ん
c

ア
ダ
ム
ズ
は
、
内
降
開
発
政
策
へ
の
強
力
な
反
対
派
が
う
ご
め
い
て
い
る
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
協
力
を
仰
い
だ
と
い
え
る
。
教
者
で
は
、

早
速
、
川
政
権
末
期
に
成
?
リ
ー
し
た
全
体
調
査
法
の
ャ
で
行
わ
れ
た
珂
脊
に
つ
い
て
報
告
が
あ
ワ
た
。

モ
ン
ロ
ー
が
強
力
に
杭
進
し
て
い
た
オ
ハ

反連邦主君との同小、(5・3じ)

イ
オ
川
と
チ
L

サ
ピ
ー
ク
汚
と
を
結
ぶ
運
河
(
チ
コ
サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
)

は
内
陸
開
発
て
兵
委
員
会
に
よ
る
嗣
企
を
終
え
、
報
古

喜
を
準
備
中
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
同
家
的
な
意
義
を
も
っ
二
つ
の
事
業
、

つ
は
円
都
ワ
ン
ン
ト
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ

そ
し
て
、
ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州
北
部
メ
ン
フ
レ
メ
イ
ゴ
グ
湖

F
P
P
Z
2さ
E
E
E
主
主
)

ト
川
と
の
連
粘
の
実
行
可
能
性
に
つ
い
て
は
リ
ャ
調
斉
中
で
あ
る
こ
と
が
報
背
さ
れ
た
。

へ
の
同
道
を
完
成
き
せ
る
こ
と
、

と
コ
ネ
チ
カ

y

J
-
Q
・
ア
ダ
ム
ズ
人
統
領
が
就
任
し
た
年
は
、

お
り
し
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
独
白
に
開
発
を
進
め
て
き
た
エ
リ

l
運
河
が
オ
ル
パ

ニ
ー
か
ら
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
ま
で
全
而
開
通
(
八
一
一
有
年

O
月
末
)

し
た
年
で
あ
っ
た
υ

エ
リ

l
運
河
の
開
通
は
東
部
と
丙
郊
と
の
同
の

父
通
、
輸
送
、
旅
行
に
か
か
る
費
用
と
時
間
を
縮
減
し
た
。
同
運
河
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
オ
ル
パ
ニ
ー
か
ら
パ

y
ブ
ア
ロ
ー
ま
で
の
移

北法57(5. B1) 2B7 



"見

肋
や
輸
送
に
は
駅
馬
車
キ
荷
応
卓
が
利
用
さ
れ
て
い
た
っ
し
か
し
、
運
河
が
開
通
し
一
貫
し
た
船
舶
航
行
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
有
刊
か

ーふ
i師

ら
七
け
で
こ
の
区
間
を
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
以
前
は
こ
の
一
倍
の
円
数
が
か
か
っ
て
い
た
。
ま
た
、
商
品
の
仙
格
は
、
移
動
円
数

そ
れ
ま
で
の
五
分
の
か
ら
六
分
の
一
に
侭
下
し
た
c

連
加
は
、
阿
部
を
東
部
に
結
び
付
け

が
短
縮
さ
れ
輸
送
費
が
軽
減
し
た
こ
と
で
、

た
だ
け
で
な
く
、
内
陸
部
へ
の
新
入
相
苫
の
増
加
と
運
河
開
通
地
域
の
経
済
発
展
を
も
た
ら
し
た
c

大
山
洋
と
T
1
大
湖
と
を
結
ぶ
エ
リ
1
運

河
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
だ
け
で
な
く
台
栄
川
北
丙
出
の
流
通
と
人
の
流
れ
を
変
え
た
。

エ
リ

l
運
河
周
辺
地
域
は
ヨ
ロ
ソ
パ
か
ら
の
移
民

だ
け
で
な
く
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
や
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
か
ら
の
移
住
民
を
ね
き
い
れ
た
。
し
か
も
、
大
山
洋
山
地
域
の
市
場
と

結
び
つ
い
た
こ
と
で
、
西
部
の
良
判
什
会
を

H
給
白
日
比
の
良
業
か
ら
商
業
志
向
の
農
業
へ
変
化
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
周
辺
地
域
に
お
い
て

新
た
な
産
業
を
発
達
さ
せ
た
c

ロ
ジ
ャ

l
・
イ
ヴ
ア
ン
カ
ー
ブ

は

エ
リ

l
運
河
の
開
通
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
叫
部
の
発
注
と
運
河
周

(司

o
mヨ
河
イ
hw
ロ
n
m
w
「
℃
)

辺
地
域
の
社
会
経
凶
的
変
化
の
実
態
を
、
人
円
増
加
、
開
拓
地
の
増
加
、
製
造
業
の
発
注
と
一一
居
川
者
の
増
加
等
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
町
、
市
ご

と
の
統
計
デ
ー
タ
と
ー
と
も
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
変
容
の
天
態
を
知
る
の
に
カ

l
プ
の
研
冗
は
有
訴
で
あ
る
。
以
ャ
、
エ
リ
ー

運
河
周
辺
地
域
の
発
展
を
カ

l
ブ
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
一
概
観
し
て
み
よ
う
じ

エ
リ

l
運
何
が
も
た
ら
し
た
空
間
の
克
服
と
交
通
の
発
達
に

よ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
西
部
社
会
の
変
科
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
セ
ラ

l
ズ
(
円

Z
ュ
2
的。ニヨ
ω)
が
こ
の
時
期
の
ム
円
衆
国
史
で
描
い
た

革
命
」
き
な
が
ら
で
あ
っ
た
。
表

5
1
1
は、

「
い
品
l
j
 

一
八
一
心
年
か
ら
一
八
四

O
年
の
一

0
年
間
に
お
け
る
エ
リ

l
連
川
周
辺
カ
ウ
ン
テ
ィ
の

人
日
明
加
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
川
全
体
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表

5
1
2
は
、
同
時
期
の
エ
リ

l
逼
河
に
よ
っ
て
発
注
し
た
中
核

都
市
の
人
い
増
加
で
あ
る
c

運
川
の
開
通
が
引
き
寄
せ
た
人
口
地
加
に
よ
り
、
行
政
区
域
で
あ
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
数
が
増
、
λ
、
運
河
の
物
流

を
担
、
っ
都
市
が
急
激
に
党
反
し
た
こ
と
が
干
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
つ
も
と
も
と
工
リ

l
運
河
の
東
側
カ
ウ
ン
テ

f
は
モ
ホ
ー
ク
川
(
ハ
ド

ソ
ン
川
に
流
れ
込
む
)

の
航
行
可
能
な
流
域
に
位
置
し
大
山
洋
沿
岸
地
域
と
父
易
が
あ
っ
た
。
こ
の
東
側
に
対
し
、
運
河
開
通
以
前
は
市
場

北法:i7¥S・J:l2)2J:l8 
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l此

か
ら
孤
i

忙
し
て
い
た
ヱ
リ
l
運
河
の
西
測
地
域
の

人
日
治
加
は
阪
立
1
J

て
い
た
。

人
司
の
世
一
J

加
に
作

。
}附

信い
ム柏 、
A料

し
た 11ロ
斗

却
にい

l:ti 
担ii
主il
Jj主
の
可h

，/ 

ア

一
J
i
ヨ
!
?
州
阿
部
に
長
け
る
人

円
の
爆
発
J

凡
な
増
司
は

八
川
門
へ
い
ノ
午
に
は
収
束
仁

:ミ
bI
竹付

ノ¥

。
奇
か
ら
一
五
午
三
む
の
一
五
背

問
の
人
い
い
増
加
点
は
ご
ユ
!
ヨ
ー
ク
川
市
一
体
で
は

ム
八
・
一
一
%
で
あ
っ
た
の
に
対
)

コ
Iノ

i
選前ず

M

川
辺
力
ウ
〆
テ
ィ
人
千
件
で
は
1

八

0
・
九
%
で
、
州

全
体
ヰ
ヰ
京
工
よ
い
円
る
秤
茂
で
あ
る
コ
し
か

L
な
が

ら
、
包
別
仁
見
ム
叫
と
、
東
側
カ
ウ
ン
ア
ィ
は
一
七
e

八
%
、
内
切
カ
ウ
ン
ア
ペ
ー
は
じ
八
・

cum-で
あ
る
r

新
人
綱
引
凶
ど

L
C出
け

た

コ

ゴ

ク

州

司

を利;
(立の
る三

上'"
回E
C 士宮t

!-_. J:::へ
Jス口

l世
方U
Z卒;

全
イ込

iQ: 

l吋
辺
封J~
M 
f¥ 
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M: 
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相
者
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表~
51j 

3 "iiji 

ま
た
、

に
見
る
よ
、
つ
に
、
民
地
域
の
町
開
拓
J
!
の
上
昇
と
し

て
矧
実
に
ぶ
れ
て
い
る
日
恒
例
川
は
由
民
側
4
λ
f
b
悶
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拓
地
の
抵
大
が
主
し
か
っ
た
勺

Y
H
F

一
点
は
の
開
通
は
そ
れ
ま
で
孤
立
、
」
ど
い
た
ニ
ュ

ゴ
7

F

ノ
州

山
部
を
大
西
洋
沿
昨
凶
域
の
市
場
ド
結
び
付
け
た
ば
か
り
が
、
辺
市
d

周

辺
地
域
へ
の
人
恒
者
の
治
加
や
都
市
化
に
上
っ
て
綿
織
物
お
よ

物
持
、
皮
な
め

L
U末
、
川
氏
紙
叫
切
な
ド
、
池
域
性
民
の
で
一
喜
久
に
応
え

る
製
造
茶
の
山
川
沼
市
一
円
を
も
た
ら
し
た
υ

表

5
i
4
は、

工
リ

l
述
河
町
一

辺
忠
山
政
の
活
字
の
捻
停
で
あ
る
。
川
正
か
ら
あ
る
製
粉
町
、
裂
寸
刈
の

司;1: 主主
ば

;j~ さ
日 lハ

~-.I.-i 

{刊に
製構

造刷
業 T
i土。

数一
波ペ

f[点
こ部

設E
μ 、 ?

シ ;!cl

tE 
¥ <J 
内

手長 ナ炉

事と
背℃
十 t;I
L

l立 ill:

ムハ同

3r
っ
L

た
が

M

旭
川
が
開
通
、
〕
ご
か
ら

一
心
年
闘
で
ア
功
労
働
4
7
3
U
治

え
、
農
作
物
、
蒸
留
戸

村
本
、
防
と
い
っ
た
、
に
一
J

次
、
佳
品
の
芦
出

疋連邦王手そどの時い;~I ';f~:: 

て安住
し、(丈

ヨ

h 
ノ

州
問
fTI~ 
グ〕

イム
/、

τトム

、芦
兵員

~ ，-よ

大

丈

注

キ
ム
ト
心
、

ヱ
リ
ー
運
河
は
入
植
者
、
現
人
、
旅
/
れ
事
つ
だ
け
で
な

く
、
沼
口
派
の
伝
道
者
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
で
、

一一コ

l
ゴ
l
夕
刊

山
部
は
彼
の
宗
孜
的
I
ハ
ノ
丸
山
崎
の
時
代
の
布
設
活
動
の
拠
人
一
ー
に
な
っ
た

戸町、
lhーに、

市
人
奴
涼
解
枚
組
織
の
池
一
鉄
近
組
織
(
己
主
ミ
否
。
戸
一
三

ア

" 

t~i .. 
m 

「ん

μ 

会

;長

白フ
すキ
ノレ エ

トス
デか
J読ん

i主力
〆ア
か 12Y 
コ同
村見。J
ノ、

ノ

-

h
と
一
戸

μ
F
)

~
も
利
市
さ
れ
、

18ヱ0'，
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"見

エ
リ

l
運
河
の
成
功
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
内
陸
部
に
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
地
域
で
の
起
業
活
動
資
金
の
源
泉
を
作

エ
リ

l
運
河
の
総
工
費
は
七
川
万
一
七
八
九
ド
ル
だ
っ
た
が
、
収
益
性
の
高
さ
は
、

り
山
刊
し
た
の
が

エ
リ

l
運
河
事
業
だ
っ
た
υ

ーふ
i師

九
年
に
中
間
部
分
が
開
通
し
て
か
ら
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
面
開
通

(
全
長
一
六
一
マ
イ
ル
)
に
先
駆
け
て
一
部
営
業
し
て

い
た
工
リ

l
運
河
の
中
阿
部
分
は
一
八
一
五
年
ま
で
に
既
に
通
行
料
収
入
だ
け
で

4
0
万
ド
ル
の
収
人
を
卜
げ
て
い
た
c

こ
れ
は
運
河
債
の

利
チ
総
額
の
一

O
万
ド
ル
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
利
了
の
支
払
い
、
維
持
補
修
費
、
運
河
債
の
償
還
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
運
河
委

H、
会
は
一
八
一
九
年
末
の
会
計
報
告
で
有
六
万
三
九

0
0
ド
ル
を
越
え
る
黒
字
を
報
苛
し
た
。
最
初
に
起
債
し
た
運
河
債
は
一

エ
リ

l
逆
向
の
経
JH
的
成
功
は
際
?
げ
っ
て
い
た
c

八
一
今
仁
年
ま
で
に
完
済
し

エ
リ

l
逆
向
を
運
営
す
る
サ
指
令
委
員
会
は
、
通
行
料
お
よ

び
塩
税
か
ら
生
じ
た
以
人
を
預
金
と
い
う
形
で
逼
刈
周
辺
地
域
の
銀
行
に
預
託
し
た
c

預
金
額
は
『
ハ

0
0
0
ド
ル
か
ら
一
八
万
凶

0
0
0
ド

ル
ま
で
幅
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
預
金
は
運
河
基
金
に
紺
み
込
ま
れ
る
ま
で
銀
行
が
比
較
的
自
闘
に
運
用
で
き
た
。
ま
た
、

一

八

三

作

に
は
四
・
五
%
の
利
凶
で
銀
行
に
貸
付
を
行
う
よ
う
に
な
り
、

八
二
六
年
ま
で
に
銀
行
は
一
二
六
の
万
ド
ル
を
超
え
る
債
務
を
運
河
某
余
に

負
う
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

一
八
一
ヒ
年
に
は
有
一
の
銀
行
ー
と
こ
う
い
っ
一
た
取
引
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
背
さ
れ
て
い
る
。
運
河
義
人
市
か
ら
の

資
金
は
銀
行
を
通
し
て
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
全
体
に
行
き
渡
っ
た
c

府
に
、
資
金
需
要
の
高
い
郁
山
、

ノ、

ソ

ブ
/ 

口

」

オし
らー
のュ
資 l
金ヨ
カミ l 
ufしク
jし、

込オ
ん...}レ
だ IDノ、

エ l
1) 、

l ト

ロ
イ

ユ
テ
ィ
力
、
シ
ラ
キ
ュ

l
ス、

ロ

チ

ェ

ス

夕

、

口

y
ケ
ポ

l
ト、

運
河
基
金
は
、
合
衆
国
銀
行
に
依
存
し
な
い
で
す
む
金
融
環
境
を
生
み
出
し
、

同
集
金
は
、
同
川
の
銀
行
の
金
融
資
淑
が
培
、
ぇ
金
融
山
坊
が
八
先
達
す
る
少
な
く
と
も
一
八

-
4
0年
頃
ま
で
は
、

fm一

よ
ぴ
経
済
を
支
え
る
亘
嬰
な
役
刑
を
果
た
す
の
で
あ
る
c

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
金
融
的
独
立
性
を
両
め
た
コ
し
か
も

ニ
ェ

l
ヨ
ー
ク
川
の
金
融
お

エ
リ

l
運
河
の
成
功
は
、
東
叫
交
通
の
大
幅
な
輸
送
コ
ス
ト
の
軽
減
を
も
た
ら
し
通
商
や
人
の
往
来
を
活
党
化
し
た
こ
と
で
、
通
商
都
山

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
市
越
し
た
地
位
を
高
め
、

エ
リ

l
運
河
周
辺
で
は
ロ

I
チ
ヱ
ス
タ
1
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ

I
、
ン
ラ
キ
ュ

l
ス
に
代
表
さ
れ J'、

北法:i7¥S・1:16)2142 
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"見
ーふ
i師

円mw円【】eJ「
F
F

開門戸戸円mZH丘一一叶ω
ヶ
-
F
]
{

ドロ(い
F

∞

(
日
)
表
5
1
2
は
、
カ

I
プ
論
?
え
の
約
八
輩
、
哀
八
を
基
に
刊
成
。

5
5
一
-
与
Z
3
5
2
∞
な
お
、
州
都
オ
ル
パ
ニ
!
の
相
対
的
地
探
沈

卜
は
、
エ
リ
l
運
河
に
よ
っ
て
牛
ま
れ
た
西
部
の
新
山
中
核
都
巾
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
や
口

l
チ
ェ
ス
タ
ー
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
ご

=
戸
ユ
七

ι
日。

(
は
)
人
川
端
加
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
れ
ば
、
辺
川
周
辺
地
域
の
中
で
も
近
以
地
域
ほ
ど
通
川
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
ハ
エ
リ
逆
刈
か
ら
六
マ
イ

ル
以
内
、
六
!
一
一
マ
イ
ル
以
内
、
そ
し
て
一
マ
イ
ル
よ
り
離
れ
た
地
域
の
一
八
一
心
年
!
一
八
一
心
年
に
か
け
て
の
一
口
年
同
町
人
日

明
加
申
は
そ
れ
ぞ
れ
八
合
同
、
一
六
%
、
三
一
%
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
リ
l
運
河
周
辺
地
域
的
開
拓
地
も
急
増
し
て
お
り
、
農
民
の
人
植
が

多
か
っ
た
-
Z
込
書
主
(
)
2

(
日
)
人
什
榊
加
の
多
く
は
エ
リ
l
運
河
の
丙
側
地
域
で
起
こ
っ
て
お
り
、
工
リ

I
運
河
の
点
側
に
は
運
河
プ

l
ム
と
呼
べ
る
も
の
は
な
か
っ
た
と

い
え
る

2

5
五
日
)
土
凶
N

(
日
)
子
宝
石
仏
(
九
(
志
カ
1
フ
論
文
の
第
8
京
、
表
4
を
基
に
作
成
。

(
は
)
表
5
1
3
は
、
カ
l
ブ
論
文
の
第
八
半
、
衣
仁
、
八
を
基
に
作
成
、
-
E
子
、
E
C
Z
叶
砕
∞
E
n
E
岳
民
も
尚
l
業
が
党
達
し
た
の
は
、
エ
リ
ー

選
刈
の
山
米
側
で
は
オ
ル
パ
ニ
1
、
オ
ネ
イ
ダ
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
あ
り
、
東
側
で
は
モ
ン
ロ
ー
、
オ
ノ
ダ
ガ
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
あ
ワ
た
c
p
k
?

U

A

吋
∞

(
日
)
運
河
の
開
通
に
よ
り
、
農
村
部
で
は
、
そ
れ
ま
で
目
前
で
調
達
し
て
い
た
織
物
が
他
地
域
か
ら
搬
入
さ
れ
る
か
、
地
域
の
上
場
で
4
J
序
さ
れ

た
も
の
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
阿
部
に
お
い
て
は
一
八
凶
ひ
年
ー
ま
で
に
綿
お
よ
び
毛
織
物
は
家
内
生
附
か
ら
人
規

概
な
正
場
牛
産
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
、
F
E
E
h
訂
山
叶
∞

(
日
目
)
『
一
戸
ユ
ヲ
円
一
日
お

(
Y一
三
嘆
J
同
3
X
ハマ戸以斗
p
v
一
-
A
)
吋
寸
守
、
U
字
。
町
村
之
這
三
三
塁
芯
司
ミ
}
q
E
~
呈
丘
、
日
お
H
M
H
ぬ
お
も
(
Z
h
J
S
一
可
。
『
}
ハ
口
。
一
了
間
=
z
-
ケ
戸
吋
F
P
門
戸
〔
-
J
J
E
E
C
H
Y

-
沼
町
-
)
ち

3
N
C
4
↓
口

(
口
)
出
一
戸
2
巳
h
u
J
E
』
立
主
へ
H
a
h
均
三
町
六
百
【
】
U中

u
u

(間

)
Z
2
Z
コ
豆
三
雪
ご
Z
Z
N
之
丞
一
コ
忠
夫
込
3
2
3
4
主
目
。
ム
名
2
2
。
ご
ざ
さ
ヨ
丈
己
主
主
。
吉
是
正
=
f
d
z
z
h
吉
守
安
婦
コ
コ
h
z
。
円
号
H
1
3
3
主
}

』

-
c
k
h
乍
許
可
叫
(
【
「
}
戸
史
川
町
出
口
。
=
=
=
巴
ロ
=
己
切
戸
「
V
H
U
H
-
の
切
m
y
]
戸
山
会
N
Y
U
叶
H
問
。
ロ
巳
斗
何
回
『
ω
2
同
】
尽
ヨ
ぜ
な
吋
:
=
ィ
E
h
司
Z
吉
号
。
¥
号
、
同
3
除
河
内
た
さ
h
F

H
1
。
M
H
F
叶
ぬ
(
戸
そ
阿
国
コ
関
z
p
-
P
4
J
2
H
A
F
2
4
日
記
一
d
E
Z
v
コ
己
主
司
同
(
V
Z
2
2
叫
問
。
=
z
=
r
J
J
H
3
⑦
め
)
七
日
》
目
。
凶
ゆ
日
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(川口)〕
r

呂
町
門
司
託
、
町
主
主
、
コ
主
n
q
k
-
H
J
R
ミ
」
U
E
豆
、
℃
匂
H
H
∞
H戸

H
N
日
民
会

(
小
山

)
E
位
一
円
〕
-
u
-
2
2
E
ω
品
目

(
社
)
一
八
八
作
に
ン
ラ
キ
コ

l
ス
と
オ
ス
ウ
ィ

i
コ
湖
と
を
結
ぶ
オ
ス
ウ
f
l
ゴ
逆
向
(
己
居
C
2
~
ο
吉
E
E
-
-
一
八
一
八
作
に
カ
ユ

l
ガ

&

セ
ネ
カ
運
河
、
一
八
三
三
年
に
セ
、
不
カ
湖
と
サ
ス
ケ
ハ
ナ
川
沿
い
の
エ
ル
ミ

1
ラ
白
Z
=
と
を
結
ぶ
チ
ェ
マ
ン
ゲ
川
品
川
(
円
Z
2
2
2
コ
R

E
E
-
-
八
一
立
年
に
は
エ
リ
運
河
と
す
、
ネ
イ
ダ
湖
が
運
川
(
己
足
C
E
-
E
「
存
命
E
E
-
)
で
結
ば
れ
、
一
八
一
一
六
年
に
は
ユ
一
ア
ィ
カ
と

ル
リ
ス
ケ
ハ
ナ
川
沿
い
の
ピ
シ
ハ
ン
ト
ン
(
ロ
E
ち
P
E
E
P
)
を
結
ぶ
チ
二
ナ
シ
コ
運
削
(
F
E
n
E
E
Z
c
E
E
-
)
が
建
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
一

八
回
口
年
代
に
入
っ
て
も
、
新
た
な
透
、
川
の
建
設
が
進
む
。

T

一
)
2
-
Z
一
号
主
コ

f
s
ど
ヰ
h
z
z
h
J
N
5
2
中
民
主
ヰ
ミ
目
立
。
ミ
(
T

二的

。
吉
田
口
ロ
ロ
タ
Zつ
を

JヘC
片
付
司
ロ
ニ
v-
の
守
向
。
ロ
ロ
E
ド
ロ
つ
円
。
M
F
H
C
C
お
)

(
幻
)
目
c胃
-
p
w
ユ
ロ
戸
2
-dコミ
-

E

↓
ゴ
勾
己
-
巾
↓
コ
己
記
一
。
↓

F
司
=
=
-
H
L
}
M
r
=
1
4
ぞ
立
コ
で
ゴ
ニ
ζ

Z々u
--
-
R
W
民
コ
《
}
吾
々
(
司
2
二k
A戸

7
2
ザ
と
Z
3
h
w
y
g
」
一
戸
刊
誌
S
E

いい『nh』
W
E
N
刊
誌
、
ミ
岡
Z
ぎ
ご
一
応
切
さ
L

句
、
R
N
V
P
Y
一
マ
o
-
H
H
5
E
〕
]
戸
(
]
戸
中
沼
山
)
七
七
回
3
X
日
目
。
ロ
巳
斗
開
K
P
R
N
h
γ
h
R
S
E
旬
、
品
、
「
L
〈
EHCWH
叶
、
宗
門
E
N
丘
町
吉
ミ
ド

~止、「
。訟
に
た
え
泊
宮
九
九
初
日
1
3
も
日
お
お
む
(
円
R
M
H
ロ
K
C
)
口
問
。
=
E
《
「
?
」
「
E
H↓
E
t
2
J
己
「
》
司
『
ハ
Z
Z
A
)

「
問
。
=
ピ
ス
「
?
]
F
3
3
(
)
一
七
日
》
山
お
寸
日

反連邦主君との同小、(5・3じ)

能
川
一
け
即

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
協
和
吾

J
-
Q
・
ア
ダ
ム
ズ
大
統
訟
は
一
八
一
五
年
三
月
川

H
の
就
任
演
説
の
中
で
「
モ
ン
ロ
ー
前
大
統
鎮
の
就
任
演
説
で
彼
が
特
に
力
説
し
た

内
陸
開
発
の
話
出
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
別
な
充
足
感
を
も
っ
て
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ト
人
件
に
絞
世
住
む
未
だ
止
ま
れ
て
い
な
い
何
育

万
人
も
の
私
た
ち
の
子
孫
は
、
直
邦
の
建
同
の
父
相
た
ち
に
熱
く
感
謝
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
ま
す
c
そ
し
て
、
そ
こ
で
は

述
邦
政
府
の
恵
み
深
い
行
為
が
感
じ
ら
れ
訟
め
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
述
、
へ
、
こ
れ
ま
で
の
述
邦
の
内
陸
開
発
事
業
の
功
績
を
称
え
、

前
政
権
ま
で
の
内
陸
間
禿
政
策
を
堅
持
す
る
ん
針
を
示
し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
単
独
で
建
設
し
た
エ
リ

l
述
河
は
他
州
で
運
河
建
設
凱

北法S7(S.B9)214S



"見

を
巻
き
起
こ
し
た
だ
け
で
な
く
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
か
什
方
山
か
ら
の
助
成
箭
恥
競
争
を
も
た
ら
し
た
υ

モ
ン
ロ
ー
政
権
末
期
に
成
立
し
た

全
体
調
資
法
は
、
全
国
各
地
の
父
通
路
開
発
へ
の
迫
邦
文
撲
の
受
け
皿
と
な
る
つ
全
休
訓
査
法
の
下
、

で
兵
隊
に
よ
る
芥
地
の
開
発
事
業
の

ーふ
i師

ア
ダ
ム
ス
の
第
三
凶
年
次
教
吉
(
一
八
一
七
年
)

で
は
、
次
の
よ
う
な
地
域
の
調

調
脊
は
増
え
る
こ
と
は
あ
れ
、
減
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

査
が
終
了
し
た
こ
と
が
報
特
さ
れ
て
い
る
c

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
、
カ
ン
パ

1
ラ
ン
ド
同
道
の
延
伸
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
か
ら
ブ
ィ

ラ一
γ
ル
フ
ィ
ア
ま
で
の
郵
使
道
路
、

メ
イ
ン
州
の
ケ
、
不
ベ
ソ
ク
川
(
戸
討
の

}REロのずのの)、

ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
パ
y
フ
ァ
口
ま
で
の
国
道
、

ミ
シ
ガ
ン
牟
州
の
ソ

l
ガ
タ

y
ク

2
2ぬ
PEn-乙
出
と
そ
の
川
、
ポ
ン
チ
司
ン
ト
レ
イ
ン
洲
か
ら
ミ
シ
シ

y
ピ

I
川
へ
の
運
河
、
マ
サ
チ
ュ

l

湾

(
-
h
-
J
E
2
2
0
5可
)

(--ZEE--5
一
己
円
)
港
、
ミ
シ
カ
ン
小
川
の
う
・
ブ
一
フ
イ
サ
ン
ス

一っこ

の
諸
ポ
装
で
あ
る
じ
そ
し
て
調
査
を
終
、
λ
、
現
在
報
止
門
主
け
を
作
成
中
の
地
域
に
つ
い
て
も
一
詳
細
な
百
及
が
あ
っ
た
c

セ
ソ
ツ
川
の
ニ
ュ

l
ベ
リ
ィ
ボ

l
卜
の
エ
ド
ガ

l
タ
ウ
ン
と
ハ
イ
ア
ニ
ス

教
書
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
謝
査
対
象
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
件
軍
省
て
兵
課
に
よ
る
一
八
二
七
年
の
報
告
書
で
は
、
既
に
一
五
地
域
の
調

査
を
実
施
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
き
れ
て
い
る
。
運
河
計
画
調
査
二
一
ヶ
所
)
、
運
河
と
河
川
の
連
結
調
先
(
二
ヶ
所
)
、
述
河
な
い
し
鉄

道
住
設
の
た
め
の
調
斉
(
一
ヶ
所
)
、
川
川
改
修
訓
査
コ
ナ
ヶ
所
)
、
そ
し
て
道
路
調
査
(
ロ
ヶ
一
昨
)

で
あ
っ

ま
た
、
翠
年
の
報
牛
門
書

で
は

一
八
一
四
年
か
ら
一
八
一
八
年
の
聞
に
約
一

0
0
ヶ
所
の
地
域
の
訓
杏
を
行
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
じ
全
体
訓
杏
法
は
「
通
商

的
な
い
し
軍
事
的
観
点
、
あ
る
い
は
郵
便
配
達
に
必
要
な
観
点
に
お
い
て
、
大
統
領
が
川
家
的
な
重
安
性
を
も
っ
と
考
え
る
道
路
や
運
河
の

ル
ー
ト
に
関
し
て
、
必
袋
な
調
査
、
計
画
、
な
ら
び
に
概
鉾
を
行
う
」
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
調
査
対
象
械
は
、

ア
ダ
ム
ズ
政

権
以
降
、
地
方
の
要
求
に
応
じ
た
た
め
全
川
各
地
に
仏
が
っ
た
。
河
川
や
港
湾
改
良
、
灯
台
、
航
路
標
識
、
桟
橋
、

ブ

f
の
建
設
へ
の
補
助

カ
ン
パ

I
ラ
ン
ド
同
道
の
延
伸
お
よ
び
補
修
だ
け
で
な
く
、
道
路
の
建
設
や
民
閥
会
は
れ
が
進
め
る

さ
ら
に
は
鉄
道
ル

l
ト
の
調
査
も
加
わ
っ
た
。

T-兵隊
は
、
国
防
目
的
の
た
め
、
大
丙
洋
治
川
片
山
に
山
中
事
要
塞
等
の
市
事
施

設
を
建
設
す
る
と
い
う
本
米
の
業
務
を
遂
行
す
る
一
方
、
全
体
訓
育
法
の
十
で
交
通
整
備
に
必
要
な
各
地
の
開
発
調
ん
は
も
併
行
し
て
行
っ
た
。

と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
業
務
と
と
も
に
、

運
河
事
業
、

北法:i7¥S・140)2146 



ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
は
全
体
謝
査
法
の
下
で

ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
か
ら
大
山
洋
沿
岸
市
部
、
準
州
を
含
め
凶
部
に
百
十
る
ま
で
全
国

各
地
の
開
発
調
布
Y
協
力
に
土
兵
隊
を
派
遣
し
た
だ
け
で
な
く
、
州
、
氏
問
が
進
め
て
き
た
開
発
ポ
業
に
刈
す
る
財
政
支
長
も
実
施
し
た
υ

こ

の
財
政
支
援
を
受
け
た
ポ
業
は
、
連
邦
助
成
を
求
め
て
ト
門
く
か
ら
連
邦
議
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
デ
ラ
ウ
ェ
ア
川
河
川
部
の
防
波
堤
建

設
、
チ
ェ
サ
ピ

l
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
運
-
川
事
業
、

ル
イ
ス
ヴ
ィ
ル
&
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
運
河
事
業
、

デ
ィ
ス
マ

l
ル
&
ス
オ
ン
ブ
運
川
事
業
、

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
事
楽
で
あ
る
つ
こ
れ
ら
の
運
河
事
業
に
対
し
で
は
、

モ
ン
ロ
ー
政
椛
末
期
と
同
体
に
、
株
式
へ
の
山
川
資
が
行
わ

れ
た
c

資
金
難
お
よ
び
技
術
不
足
か
ら
士
事
を
中
断
せ
さ
る
を
得
な
か
っ
た
多
く
の
開
発
宅
業
が
、
連
邦
政
府
に
よ
る
一
連
の
技
術
的
財
政

的
支
援
に
よ
っ
て
、
事
業
を
再
開
し
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
c

ク
リ
l
ブ
ラ
ン
ド
か
ら
ア
ク
ロ
ン

(〉

E
Cロ
)
ま
で
の
オ
ハ
イ
オ
運
河

は
一
八
二
七
年
に
、
デ
ィ
ズ
マ

1
ル
&
ス
オ
ン
ブ
運
河
は
八
一
八
年
に
、

チ
ェ
サ
ピ

l
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
運
河
お
よ
び
ル
イ
ス
ヴ
ィ
ル
&

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
運
河
は
一
八
一
九
年
に
、
そ
し
て
オ
ハ
イ
オ
州
の
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
か
ら
デ
イ
ト
ン
ま
で
の
マ
イ
ア
ミ
運
河
(
三
月
云
己
主

τε 

は
八
一
今
一
。
年
に
開
通
し
た
。
ア
ダ
ム
ズ
政
権
は
、
こ
れ
ら
の
開
発
文
援
の
他
に
も
、
オ

PEP-) 

イ
オ
州
、
イ
ン
一
ア
ィ
ア
ナ
州
、
イ
リ

反連邦主君との同小、(5・3じ)

ア
ラ
パ
マ
川
に
対
し
て
中
l
設
川
内
の
開
発
を
支
媛
す
る
た
め
に
大
胤
棋
な
公
有
地
を
下
付
し
た
。
モ
ン
ロ
ー
政
権
末
期
か
ら

J
-

Q
・
ア
ダ
ム
ズ
政
権
に
か
け
て
、
こ
れ
ま
で
は
地
点
利
害
の
追
求
と
み
な
さ
れ
実
現
が
難
し
か
っ
た
連
邦
政
府
の
内
陸
刷
発
政
策
が
一
気
に

ノ
イ
州
、

開
花
し
た
の
で
あ
る
。

全
体
調
ん
は
法
施
行
後
最
初
の
四
年
間
で
、

で
兵
隊
は
約

0
0
ヶ
所
の
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
訓
査
の
内
訳
は
、
返
刈
一
凶
ヶ
所
、
道

路
八
ヶ
一
昨
、
河
川
お
よ
び
泌
湾
川
川
う
所
だ
ワ
た
c

一
八
一
八
年
の
陸
軍
長
竹
の
年
次
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
陸
軍
士
一
共
謀
の
活
動
報

止
門
書
に
よ
る
と
、
議
会
で
成
立
し
た
個
別
の
開
発
ポ
業
法
ゃ
ん
土
体
調
台
法
に
基
づ
い
た
事
装
調
査
を
除
い
て
、
民
牛
分
野
の
道
路
建
設
、
河

川
改
修
、
治
約
建
設
へ
の
従
事
は
一
七
ケ
所
に
卜
り
、
そ
の
対
象
地
域
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、

マ
サ
チ
ユ

l
セ
ッ

y
州
が

オ

イ
オ
什|

多
か
っ
た
と
は
い
え
、

ほ
ぽ
全
国
各
地
に
わ
た
っ
た
。
ま
た
、
全
体
訓
査
法
に
慕
づ
き
二

O
ヶ
所
の
事
業
地
域
の
訓
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
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"見

一
ん
、
河
川
航
行
な
い
し
改
修
、
道
路
運
河
・
鉄
道
建
設
の
た
め
の
調
査
対
象
域
は
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
北
部
の

大
山
洋
治
山
諸
州
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
の
民
生
用
工
事
が
ほ
ぼ
凶
内
全
域
に
わ
た
っ
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
地
域
的
な
偏
り
が
見
ら
れ

報
告
さ
れ
て
い
る
υ

ーふ
i師

た

モ
ン
ロ
ー
政
権
末
期
に
成
立
し
た
全
体
訓
査
法
を
き
っ
か
け
に
、
連
邦
政
府
に
と
っ
て
は
国
家
的
な
意
義
を
有
す
る
交
通
路
の
開
発
を
支

押
慨
す
る
道
が
聞
か
れ
た
方
で
、

そ
の
実
態
は
制
度
の
定
着
と
と
も
に
当
初
の
即
念
か
ら
訴
離
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
υ
叫
性

か
に
、
こ
の
制
度
の
下
で
長
年
の
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
オ
ハ
イ
オ
述
河
事
業
、

チ
工
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
ェ
ア
述
河
事
業
等
へ
の
辿
部
支
援

は
実
現
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
的
意
義
の
あ
る
重
要
な
開
発
事
業
の
調
杏
は
最
初
の
数
年
間
で
ほ
ぼ
終
わ
り
、

γ
ム
兵
隊
は
よ
り
小
規

校
で
地
方
的
な
色
彩
の
強
い
刷
発
事
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
c

そ
う
し
た
中
で
、
ア
ダ
ム
ズ
政
権
末
期
、
増
加
す
る
技
術
支
採
に
対

し
て
部
制
限
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
梓
に
入
り
一
八
一
年
に
な
る
と
、
内
陸
開
発
て
兵
委
員
会
は
廃
刊
さ
れ
、

全
休
調
査
法
の
卜
で
の
調
査
は
土
庁
(
謀
か
ら
分
離
し
た
地
形
調
査
局
(
己
目
叶
O

宮町
E
七

E
E
-
-
E
2
2
)
が
続
行
し
た
ロ
八
一
一
年
の
同

そ
の
年
一
一
ヶ
所
の
事
業
調
先
実
施
を
報
件
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
市
内
部
で
は
調
査
協
力
に
対
す

日
の
報
告
書
を
見
る
と
、

る
不
満
が
苔
積
し
つ
つ
あ
っ
た
c

八
二
作
月
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
権
の
除
草
長
行
ジ
ョ
ン

H
・
イ
l
ト
ン

(
]
0
2
=
Z

同
巳
。
戸
)

地
形
調
布
宵
局
が
民
間
の
重
要
な
事
業
調
査
を
担
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
戦
時
に
軍
事
的
な
重
要
件
を
持
ち
う
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
地
形

調
査
局
の
第
一
の
任
務
は
要
求
、
本
開
地
の
防
衛
拠
点
、
沿
岸
部
、
可
用
道
路
の
た
め
の
軍
事
的
調
査
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
結
局
、

佐
川
中
に
お
け
る
山
中
務
の
見
直
し
と
ー
と
も
に
、
民
間
の
技
術
者
が
育
っ
て
き
た
こ
と
で
、
全
体
調
査
法
は
八
二
八
年
に
実
質
的
に
挺
止
さ
れ

る
に
亙
っ
た
c

ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
は
歴
代
大
統
領
の
巾
で
も
、
連
邦
政
府
に
よ
る
内
陸
出
発
政
策
に
長
も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
大
統
訟
で
あ
っ
た

L
、
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
た
大
統
純
で
あ
っ
た
コ

五
大
洲
か
ら
メ
キ
シ
コ
湾
に
い
た
る
凶
境
周
辺
の
氾
湾
整
備
事
業
を
含
め
、
こ
の
時
期
、
園
内

北法:i7¥S・142)2148 
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各
地
の
内
陣
開
発
事
業
へ
の
l
え
援
が
治
大
し
た
。
全
体
訓
査
法
の
下
で
、

正
兵
隊
は
要
役
等
の
平
事
川
施
設
の
建
設
の
み
な
ら
ず
、
要
請
の

あ
っ
た
道
路
や
濯
、
刈
の
ル

I
ト
調
否
、
河
川
や
港
治
の
改
修
事
業
、
開
発
計
画
の
策
定
や
予
算
の
算
山
刊
に
取
り
組
ん
だ
た
め
、
内
陸
刷
発
工

兵
妥
只
会
を
構
成
す
る
調
査
班
は
伯
増
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ポ
乗
の
拡
大
は
、
結
以
ボ
ー
と
し
て
、
議
H
F、
た
ち
に
よ
る
ポ
ー
ク
パ
レ

(
利
益
誘
導
)
を
招
く
こ
と
に
も
な
っ
た
ι

内
町
附
開
発
史
家
の
一
ブ

l
ソ
ン
は
、
連
邦
助
成
を
め
ぐ
っ
て
議
只
た
ち
の
ポ
ー
ク
パ
レ
ル
が
楠

}レ政 f了
後し
を、

「連
防邦
敗政
し}，す
たの
内内
陸除
開開
発発
」政

G w' 

E高
，};氷

5" n.J 
Z 叫

E 体
;::... i(~ 

z性
恒を

5失
ro つ

Zた
巳ァ
ダ
とム
総ズ
称政
す戸tll'
る♂下
。σ〉
連実
手1; 態
政を
Hす羽目
の j"
内 l
陸
|制ア
禿ダ
事ム
業ス
が政
事よ椛
大下
しの
た内
と|窪
は開
い発

え
、
そ
の
内
実
は
国
家
的
あ
る
い
は
連
邦
的
な
円
的
を
い
か
に
追
求
す
る
の
か
、
と
い
う
連
邦
政
府
の
政
策
姿
勢
そ
の
も
の
が
政
治
利
用
さ

れ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
c

そ
れ
は
、
既
に
完
成
し
た
チ
ょ
サ
ピ
ー
ク
&
デ
ラ
ウ
コ
ア
運
川
叫
す
の
国
説
的
意
義
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
た
事

業
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
巾
で
、
連
邦
の
内
陸
閲
禿
政
策
対
象
地
域
の
分
布
に
お
い
て
苫
し
い
地
域
的
偏
り
が
み
ら
れ
た
ロ
表

5
1
5
は
経
済
山
家
ロ

l

反連邦主君との同小、(5・3じ)

J¥ レ
ン

ノl、ス
年・
かマ
らロ

J¥ ン
午が
ま膨
で木
の叫
一財

年務
向7:
0) て下

川乞
日1I ~ 
拠/~~

山し
ま
惣少
日}

前売
ア l十J
'-; ~じ

助磐
出品
目川 の
の官

r吉
川出

す両
レJ ど?に

J月il11
1: 山
牧積
f三二

直覧
l ;，; 
た柔
もに
のア
でダ
あ「ム
るg;(
政
表権
5 期
|の

5 ー

を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
丙
げ
れ
山
地
域
と
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
の
通
過
す
る
地
域
に
開
発
助
成
拠
山
川
が
偏
っ
て
い
た
っ
と
は

し、

八一

ニ
ュ

I
イ
ン
グ
ラ
ン
ト
地
方
を
除
く
大
丙
汗
沿
山
地
域
で
も
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
と
ニ
コ

I
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
は
か
な
り
下
位
に
あ

る
。
川
川
内
の
加
川
が
発
達
し
て
い
て
大
規
模
な
川
同
党
一
事
業
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
γ

工
な
原
同
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
ど
ち
ら
の
川
も
一
九
位

紀
前
半
期
そ
れ
ほ
と
多
く
の
連
邦
助
成
を
得
て
い
な
い
c

方
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
時
代
の
う
ち
の
一
年
間
に
お
い
て
最
高
の
受
悦
州
と
な
っ

た
オ
ハ
イ
オ
州
は
、
南
北
戦
争
以
前
の
い
ハ

0
年
聞
を
通
し
て
み
て
も
最
高
の
受
益
州
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
八
一
八
汗
に
内
陣
開
発
関
連
下
算
の
成
立
阻
止
の
急
先
鋒
に
山
っ
た
の
は
サ
ウ
ス
カ
口
一
フ
イ
ナ
州
選
出
の
議
員
た
ち
で
あ
っ
た
υ

北法57(;; -14:;) 2149 



l此

最
終
的

7
g実
は
可
決
さ
れ
え

が
、
川
州
選
川
刊
の

。
}附

!
?
r
ム
・
ス
ミ
ス

J
v
r
-

一
-
山
口
一

出

ヨ

戸

}

は
況
に
よ
へ
規
得
点
'
J

公

有
地
の
「
れ
を
4

ど
け
て
い
た
斤

河川
y
y
w
h
l
}

ミ
で
つ
ゆ
一

1
一

1
1
1
L
l
i

。
万
エ
l

ー
ん
の
よ
也
を
付
う
ナ
ヲ
ゐ
こ

と
、
さ
ら
に
は
叶
ウ
ス
カ
口
ラ

イ
ナ
小
山

J
2
7
l
Jン
7
U
外
の
誌

川
に
一

C
C
万
ド
ル
合
法
、
λ
る

一
径
の
資
九
f

を
佼
J

て
き
た
述

ゴド 剖;
苦ii: (T) 
1 開

λ引E
長

引 L出
j[え

〆 勾乞

ス会
サ'i r~';{ 
口し
ラく

イ
ナ
W
は

保
説
明
税
法
に
「
は

?
予
三
、
ご
の
時
期
、
反
連
邦
、

義
の
拠
」
口
こ
な
三
、
い
た
に

の
山
一
だ
け
を
見
れ
ば
、
川
げ
邦
制

浅
の
ト
で
の
♂
安
保
州
と
課
税
負 イ

単位:ドル
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相
州
と
の
閣
の
対
I

止
で
あ
り
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
噴
山
川
と
い
う
構
凶
が
成
り
立
つ
が
、
こ
の
と
き
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
選
山
川
一
議
員
に
同

調
し
て
連
邦
の
内
陸
開
党
政
策
に
反
対
し
た
議
員
た
も
の
巾
に
は
、

(叶
E
C
吾
川
広
」

CMMrzv~)

卜
院
議
員
の
よ

ト
マ
ス
・

J
・
オ
ー
ク
レ
イ

う
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
川
選
出
の
議
員
、
た
ち
も
い
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
川
は
独
国
の
財
源
で
エ
リ
l
運
河
を
住
設
し
、
全
体
調
斉
法
の
議
決
時

も
多
く
の
反
対
山
去
を
山
し
た
c
ア
タ
ム
ス
政
権
に
人
っ
て
か
ら
も
最
初
の
連
邦
議
会
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
選
出
上
院
一
誌
員
の
マ

l
テ
ィ
ン

ざヴ
提ア
出ン
L . 
たビ
ほユ
ど l
だレ
つ--/

たさ

コー-
L ~ 
か E
し〈
ロ
ロ
回
戸
円
Fコ
ロ

が
、
連
邦
一
議
会
は
州
内
の
道
路
や
運
河
を
建
設
す
る
権
限
は
な
い
と
い
う
決
議
を
わ
ざ
わ

ニコ

l
ヨ
ー
ク
州
は
、

オ
ハ
イ
オ
州
に
次
い
で
連
邦
政
府
か
ら
多
額
の
開
発
支
援
を
受
け
て
お
り
、

f
l
採
川
川
で
も
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
川
と
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
川
ー
と
は
状
況
が
川
れ
な
る
。

一
八
二
八
年
以
降
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
は
連
邦
の
保
護
関
税
法
に
反
対
し
、

一
八
一
三
作
の
保
護
関
税

成
立
後
は
か
つ
て
の
ケ
ン
タ
y
キ
l

&
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
決
議
で
提
唱
さ
れ
た
州
に
よ
る
連
邦
法
の
無
効
廿
一
百
論
を
主
張
し
た
ば
か
り
か
、
連

邦
雌
脱
の
百
説
ま
で
飛
び
出
し
、
連
邦
政
府
批
判
の
急
先
鋒
に
な
る
コ
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
比
連
邦
土
義
の
干
附
者
は
か
つ
て
連
邦
の

内
科
開
発
政
策
の
強
力
な
擁
護
者
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
・

C
-
カ
ル

7
l
ン
で
あ
っ
た
。

ん

ニコ

l
ヨ
ー
ク
川
は
連
邦
政
府
に
刻
し
て
は

反連邦主君との同小、(5・3じ)

限
定
的
な
役
割
し
か
求
め
な
い
ヴ
ア
ン
・
ビ
ュ

l
レ
ン
が
一
八
一
年
に
連
邦
上
院
議
只
に
選
出
さ
れ
て
か
ら
政
治
的
路
響
力
を
一
層
強

八
一
回
咋
選
挙
で
は
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
と
連
係
し
て
ケ
ロ
フ
ォ
ド
を
支
持
し
、

戸
円
三

州
知
事
と
し
て
南
部
諸
州
と
と
も
に
ア
ン
ド
ル

1
・
ジ
ベ
ク
ソ
ン
を
1
4
持
し
た
。

め

八
一
八
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
ニ
ュ
ヨ
ー
ク

ク
リ
ン
}
ン
派
と
反
ク
リ
ン
ト

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は

ン
派
を
軸
に
一
八
二
二
年
ま
で
に
民
↓
下
党
ホ
イ
ソ
グ
党
が
純
織
(
正
式
な
党
名
を
也
す
る
の
は
さ
ら
に
後
の
こ
l

乙
で
あ
る
)
さ
れ
、
近
代
政

一
出
」

党
の
形
成
と
政
党
再
編
の
台
風
の
目
と
な
っ
た
c

ア
メ
リ
カ
初
期
に
お
け
る
反
連
邦
、
土
義
の
思
想
的
展
開
を
研
ん
ん
し
た
サ
ウ
ル
・
コ

l
ネ

/

宮

、

H
A
!哨
υ
N

ア
メ
リ
カ
政
治
の
民
主
主
義
的
地
ん
主
義
の
伝
統
と
し
て
の
反
辿
邦
王
義
の
継
承
者
と
し
て
伶
置
つ
け
る
の
は
、
他
で
も
な
い
こ
の

マ
I
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ュ

I
レ
ン
だ
っ
た
。

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
と
は
川
な
る
意
味
で
、

や
は
り
、
反
連

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、

北法57(;;-14;))2151



"見

邦
主
義
の
拠
出
と
み
で
も
あ
な
が
ち
間
追
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
に
広
が
っ
た
平
等
主
義
的
で
民
主
的
な
政
治
運
動
を

合
意
す
る
「
ジ
ャ
ク
ソ
ン
ニ
ア
ン
民
手
玉
詫
」
と
い
う
名
称
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
ニ
ア
ン
只
王
、
土
義
の
保
守
的
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
リ
1
・

ーふ
i師

(
「
古
池
田
命
日
正
吉
)

(

九

六

年

)

『ジ
ャ
ク
ソ
ン
ニ
ア
ン
只
で
で
義
の
概
念
ド

以
降
、
暦
山
人
家
の
問
で
は
川
い
に
く
く
な
っ

ベ
ン
ソ
ン

の

た
が
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
時
代
の
政
治
忠
之
が
、
反
連
邦
政
府
の
傾
向
を
強
め
る
州
権
的
で
、
市
場
志
向
で
、
干
等
、
土
義
的
特
徴
の
あ
る
こ
と
は

「郡一

T

川
川
{
疋
で
き
な
い
。

J
-
Q
・
ア
ダ
ム
ズ
政
権
期
、
か
つ
て
な
い
ほ
と
連
邦
政
府
に
よ
る
内
陸
開
発
政
策
が
実
施
さ
れ
た
が
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
政
川
山
県

そ
の
も
の
は
制
度
的
基
盤
を
徐
々
に
失
っ
て
い
っ
た
c

こ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
政
策
の
中
で
長
大
の
焦
点
ー
と
な
っ
た
の
が
、
関
税
政

策
だ
っ
た
c

一
八
一
川
年
の
保
護
関
税
成
立
後
さ
ら
に
品
半
閥
税
を
設
定
し
た
一
八
一
八
年
関
税
法
は
、

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
を
は
じ
め

大
丙
PU
沿
川
町
南
部
地
域
の

h
倒
的
な
反
対
に
あ
い
な
が
ら
判
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
地
域
対
立
の
火
種
と
し
て
煙
り
続
け
た
。
こ
の
よ
う
な

巾
で
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
登
場
は
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
本
俗
的
な
見
直
し
を
促
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、

八
二
九
年
二
月
四
日
の
就
任
演
説
の
巾
で
、
「
連
邦
政
府
の
合
憲
的
な
諸
法
に
よ
っ
て
杭
進
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
内
件
開
発
ー
と
知
識

の
普
及
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
」
と
、
内
陣
開
発
政
取
の
重
要
牲
を
評
悩
す
る
一
口
集
を
発
す
る
方
で
、
連
邦
政
府
の
権
限
縮
小
を
明
確
に

戸
川
山
J

示
し
た
。
「
辿
邦
議
会
の
法
律
を
執
行
す
る
際
、
行
政
権
力
の
範
同
と
と
も
に
烹
法
の
制
限
を
着
実
に

U
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
保
つ
こ
と
に

し
ま
す
2

そ
う
す
れ
ば
、

そ
の
権
限
を
越
え
る
こ
と
も
盤
く
、
信
頼
し
て
私
の
職
責
を
川
市
た
せ
ま
す
。
(
中
略
)
各
州
の
権
利
に
関
し
て
実

施
す
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
う
る
よ
う
な
政
策
に
お
い
て
は
、
彼
ら
[
符
川
]
が
連
合
に
与
え
た
権
限
ー
と
彼
ら
白
身
が
保
持
す
る
権
限
ー
と
を
氾
同

計一

す
る
こ
と
な
く
討
悲
し
て
我
々
辿
邦
の
ム
丁
権
を
有
す
る
構
成
口
へ
の
適
切
な
敬
意
に
よ
っ
て
、
活
発
に
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
L
C

ジ
ヤ
ク

ソ
シ
が
、
政
治
統
治
分
野
に
お
け
る
述
邦
政
府
の
↓
丁
導
的
な
役
割
を
訟
め
か
つ
強
化
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
反
対
し
て
い

く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
実
際

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
文
え
た
王
要
な
政
策
で
あ
る
保
護
関
税
は
一
八
一
三
年
に
低
関
税
法
に
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取
っ
て
代
わ
り
、
全
体
調
査
法
は
一
八
一
八
年
で
役
日
を
終
え
、
そ
し
て
、
第
二
次
合
衆
国
銀
行
は
一
八
三
一
石
ー
に
そ
の
設
立
特
許
状
期
限

の
更
新
法
案
が
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
拒
台
権
発
動
に
あ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
主
要
法
案
は
八
年
間
続
い
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
権
で

胤
止
さ
れ
る
か
、
機
能
停

U
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
c

(
I
)
-
4
2
7
f
E
E
-
Z
2
5
K
F
口
2
2
-
X
『
戸
Z
N
山
手
主
主
主
R
唱
え
』
U
R
育
3
ミ
号
、
写
主
主
主
-
N
ま
や

(
2
)
H
E
E
〉
ロ
ロ
E
-
一
戸
2話
完
巴
2
2
H
Z円
払

H岱
N
叶
包
位
、
い
恒
h
H
h
H
品
目

(qu)
回
り

C
2
1
F
(
引
出
三
回
べ
さ
え
均
一
旬
。
H
な
九
四
一
=
十
三
ミ
ロ
ベ
自
主
U寸
p
q
h
喜
一
三
一
同
s
h
H
芝
、
冷
J
E
N
へ
や
同
ロ
ミ
d
U
1
E
5
H
V
3
守
山
岳
民
主
工
Z
2
H
E
E
河
口
同
〈
2
Z
H
ζ
c【

()EEYE戸山

τ-
勾
切
出
-
沼
町
叶
)
七
円
)
口
∞
口
也

(
4
)
士一
K
隊
に
よ
る
長
初
の
鉄
道
ル

l
ト
の
嗣
存
は
一
八
一
六
年
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
川
と
ロ
ア
ノ

l
ク
川
と
カ
ナ
ワ
川
を
連
結
さ
せ
る
の
に
鉄
道
に

す
る
か
運
河
に
す
る
か
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
八
一
七
に
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
&
オ
ハ
イ
オ
鉄
道
ル
l
ト
の
調
査
が

間
払
和
さ
れ
た
ご
ア
ダ
ム
ズ
政
権
則
の
工
兵
隊
に
よ
る
鉄
道
ル

l
ト
の
副
作
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
っ
た
ハ

1
ソ
ン
川
か
ら
マ
サ
チ
ュ

l

セ
ッ
y
州
の
ピ
ァ
フ
ィ
ー
ル
ド
ヲ
戸
手
吾
ご
ま
で
の
ル

1
ト
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
内
の
キ
ヤ
ソ
ソ
ス
キ
ル
(
口
μ
E
E
=
)
か
ら
イ
サ
力
、
イ

サ
カ
か
り
オ
ス
ウ
ィ
コ
ま
で
の
ル
ト
、
什
パ
ン
づ
川
町
卜
流
か
ら
テ
、
ネ
シ
川
へ
の
ル
ト
、
サ
バ
ン
ナ
川
か
ら
ア
ル
タ
ハ
マ
川
三
百

九己
F
E
E
Y
と
へ
の
ル
1
卜
、
そ
し
て
民
山
の
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ

f
ナ
運
河
・
鉄
道
会
社
(
F
F
の
出
O
E
F
P
E
-
-
E
E巳
円

E
巳

E
込
間
口
亡
問
。
E

ncコ
4
2
=
三
で
あ
る
=
ニ
一
一
雪
之
句
、
E
M
p
t
昨
=
ミ
ミ
足
5
1
2
一
喜
由
也
吋
凶

y
?
と
叫
/
/
一
一
三
ニ
を
ぬ

-z〈
命
的
』
三
九
平
2
主
主
号
。
¥
T
E
む
き
さ
v

h
n
E
S
U
(「
ω
老町内ロのの一同
ω
ロω
ロω
J「
HHRU己ロ同ぞの門戸

z-M同]の切
ω
。』甲山山口切包戸]戸沼おい
y
u
一戸、刊ム

(
5
)
ロ
I
}
ア
イ
ラ
〆
ド
州
か
ら
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
ま
で
の
大
西
洋
、
約
岸
部
に
一
三
の
軍
事
要
塞
を
建
ぷ
し
た
、

2
旨
一一
】
E
N
一
日
∞
N
戸
之
、
E
Q
h
E
ミ
正
可
Q
育
ロ
ミ
号
、
冗
さ
去
に
町
三
一

ω

U
∞
ω

(
6
)
=
ミ
坦
2
2
z
u
豆
、
守
主
主
w
R
V
3
¥
予
言
む
ロ
刊
誌
ミ
主
主
号
]
》
5
5

(
7
)
~
~ニ
丸

山

匂

∞

ω

反連邦主君との同小、(5・3じ)

『
寸

G

『げゴ〉ココ戸ご戸
-
7
4
勾旬以町山岡々
『)勾
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h
c
ロn
f
七円。同
?
w
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巴
2
H
戸。内向
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勺ソ〈¥町
2
4
2
2
ω
w
w
人目言、
3
n
Q
三河村句芯号一
N
G
(
]
{
坦坦叫)

(
お
)
司
戸
円
以
ニ
ロ
A
E
F
A
E
-
k
〆ユ〔
F
i
o
z
F
F
P
R
F
L恥

H
おN
A
V
Z
2
2
h
2
2
丘』
UCMZ
主
む
¥
号
、
可
喧
〈
主
主
お
唱
え
山

H(](](]

(訂
)
~
~
M
M
A

第
一
節

終
わ
り
に

最
後
に
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
権
則
の
内
陸
開
発
政
策
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、

一
八
三

O
年
五
月
の
ケ
ン

反連邦主君との同小、(5・3じ)

タ
ッ
キ
|
州
内
の
メ
イ
ス
ヴ
ィ
ル
有
利
道
路

(
J
F
4
2
1
ニ
-
p
t
4
2
7
一戸
E
E
-
t
E
ω
L
孟
-
h
当
日
五
百
台
↓
=
戸
三
宮
問
。
邑
(
U
O
E
℃

E
4
)

出
資
法

案
に
対
す
る
犯
山
口
権
発
動
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
に
よ
る
内
障
開
発
政
策
に
対
し
て
基
本
的
に
消
杯
的
な
止
場
を
と
っ
た
。

拒
心
白
権
そ
の
も
の
は
ヴ
ァ
ン
・
ピ
コ

l
レ
ン
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

州
内
の
地
ん
道
路
を
川
有
化
す
る
の
は
あ
ま
り
に
も
地
ん
利

権害
のに
内か
容か
そわ
のり
も f
のぎ
はる
、ル

ナH¥、
山つ
の理
ぶ 111

J重苦
聞で
乏"戸

Itiち
限?
l土 t
削)

完売
権 h

E政
白性
円五
w る
と h

¥，.，し
つィ
ン m

t露
ソ，w.

ソ A

L宣
明Liz 
"コ 三堕色

巾己
J.L -~-、
場ず
生ど る
反 jぇ
山発
しが
であ
し、っ
た2た

こ拒
の存

ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
権
時
代
、
全
体
調
杏
法
の
い
t

で
設
i

げ
さ
れ
た
内
除
問
昨
日

UT--長委
員
会
が
一
八
一
年
に
挺
止
さ
れ
、
そ
の
後
は
地
形
謝
査
同

が
各
地
の
開
発
事
業
の
調
査
を
引
き
受
け
た
υ

技
術
調
ん
は
協
力
は
継
続
し
た
が
、
以
後
八
二
八
年
の
全
体
調
査
法
そ
の
も
の
の
実
質
廃
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"見

T
L

只
隊
お
よ
び
地
形
調
ん
は
部
隊
の
役
割
の
見
直
し
が
図
ら
れ
て
い
く
つ

止
ま
で
の
期
間
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
因
迫
に
闘
し
て
は

一
八
三
心
午
代
に
入
る
と
懸
案
で
あ
っ
た
道
路
の
維
持
管
理
問
忠
が
、
連
邦
政
府
か
ら
州
政
府
へ

ーふ
i師

移
管
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
一
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
時
代
も
同
川
道
は
延
仲
を
続
け
た
も
の
の
、

八
二
一
汗
に
オ

ハ
イ
オ
州
の
州
都
コ
ロ
ン
パ
ス
に
達
し
て
以
後
、
建
設
ー
上
申
の
予
算
化
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
た
c

モ
ン
ロ
ー
政
権
の
時
占
で
は
道
路
が

ミ
ス

l
リ
州
に
達
す
る
よ
う
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
川
道
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
都
イ
シ
デ
ィ

(〈

P
E
E
P
-
E
)

で
終
点
と
な
る
。
ィ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
迭
し
た
の
は

ア
ナ
ポ
リ
ス
を
通
っ
て
イ
リ
ノ
イ
州
の
当
時
の
州
都
ヴ
ア
ン
ダ
リ
ア

八
回
。
一
汗
代
の
こ
と
だ
ワ
た
。
ミ
ス

l
リ
州
都
ジ
コ
ブ
ァ
ソ
ン
ン
テ
ィ
に
到
達
し
な
か
ワ
た
ば
か
り
か
、
ミ
、
ン
、
ン
ッ
ピ

l
川
岸
の
セ
ン
ト

ル
イ
ス
に
も
達
し
な
か
っ
た
c

カ
ン
パ

i
ラ
ン
ド
国
道
は

一
八
三
作
か
ら
三
刊
に
か
け
て
、
メ
リ

l
ラ
ン
ド
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
、

ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
、

オ
ハ
イ
オ
名
州
が
そ
れ
ぞ
れ
の
白
州
内
部
分
を
有
料
道
路
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
で
合
意
さ
れ
た
。

H
十
く
に
開
通

L
似
壊

の
激
し
か
っ
た
メ
リ

l
ラ
ン
ト
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
両
州
内
の
国
道
は
連
邦
政
府
が
大
規
模
な
補
修
を
行
っ
た
う
え
で
移
管
さ
れ
た
υ

こ

う
し
て
連
邦
政
府
は
既
設
道
路
の
所
有
権
を
実
質
的
に
関
係
符
川
に
移
一
議
し
た
c

ま
た
一
八
一
八
年
に
は
カ
ン
パ

l
ラ
ン

T
国
道
へ
の

F
算

支
出
が
打
ち
切
ら
れ
た
こ
と
で
、
末
完
成
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
イ
リ
ノ
イ
両
州
内
の
道
路
は
、
連
邦
政
府
か
ら
道
路
関
連
の
諸
権
限
を
委
譲

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
川
道
は

かさ
われ
し州
く政
な府
くに
なょ
っつ

てて
い J主
4炉、，);さJし
，~ーは

コさ
れ
る

レ

な
る

一八一

0
年
代
に
入
る
と
、

「
国
道
」
と
い
う
名
称
に
似
つ

株
式
へ
の
山
資
で
あ
れ
、
直
一
般
支
出
で
あ
れ
、
連
邦
政
府
が
凶
内
の
開
発
雫
業
に
刻
し
て
財
政
的
に
支
媛
す
る
内
陸
川
同
党
政
策
は
、
メ
イ

ス
ヴ
ィ
ル
有
利
道
路
へ
の
拒
否
権
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
権
以
降
難
し
く
な
っ
た
c

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
新
し
い
父
通

子
段
で
あ
る
鉄
道
に
対
す
る
l
止
援
が
こ
れ
ま
で
の
道
路
や
運
河
に
対
す
る
も
の
と
は
穴
な
る
方
法
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
の
よ

う
に
鉄
道
業
へ
の
公
的
支
援
を
行
っ
た
の
か
υ

具
体
的
に
は
、
「
辿
邦
政
府
に
よ
る
土
地
付
与
、
路
線
調
査
、
鉄
道
用
輸
入
鉄
関
税
の
減
免
ロ
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州
お
よ
び
地
方
自
治
体
に
よ
る
援
助
と
し
て
は
、
州
有
鉄
道
の
建
設
運
営
ま
た
は
州
に
よ
る
鉄
道
建
設
、
資
金
援
助
(
貸
利
)
お
よ
び
林
式

社
債
の
ひ
き
う
け
、
資
産
税
ま
た
は
所
得
税
の
減
税
、
銀
行
特
権
の
付
与
、
等
々
」
だ
っ
た
。
全
体
調
査
法
が
施
行
き
れ
て
い
た
時
代
は

て
兵
隊
に
よ
る
鉄
道
路
線
の
剣
査
が
行
わ
れ
た
。
鉄
道
川
輸
入
鉄
関
税
の
減
免
は
八
一
一
一
年
ー
か
ら
一
八
川
二
年
二
月
ま
で
一
定
の
範
囲
内

で
証
関
税
で
行
わ
れ
、
鉄
道
業
を
優
遇
し
た
ι

公
有
地
の
付
与
は
、
運
川
、
道
路
建
設
の
た
め
に
既
に
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
鉄
道
定
設
の

た
め
の
土
地
付
与
(
路
線
用
土
地
お
よ
び
資
材
の
付
与
、
専
売
特
権
の
あ
お
仙
、
路
線
川
以
外
の
土
地
の
利
守
、
公
右
地
売
却
代
金
の
一
部
利
与
)

政
策
が
本
格
化
し
た
の
は
八
五

O
年
の
イ
リ
ノ
イ
・
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
お
よ
び
モ
ー
ビ
ル
・
オ
ハ
イ
オ
鉄
道
以
降
だ
っ
た
c

き
て
、
経
治
史
家
マ
ロ

l
ン
が
算
出
し
た
市
北
戦
下
前
の
地
域
別
連
邦
刷
発
助
成
総
額
を
見
る
と
、

八

C
C年
か
ら
八
二
九
年
T
ま
で

の
川
口
午
闘
で
、
連
邦
政
府
の
開
発
支
山
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
c

そ
し
て
、

再
び
急
治
し
た
υ

述
邦
l
止
問
総
額
が
最
も
多
い
の
は
一
八
一
口
年
代
で
あ
る
が
、
細
か
く
見
る
と
、

一
八
因
。
年
代
に
時
終
ち
込
み

八
五

O
咋
代
に

一
八
二
川
作
か
ら
八
二
八
十
ま
で

存
続
し
た
全
休
調
査
法
の
時
代
で
あ
り
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
同
道
の
延
伸
を
弟
認
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
コ
し
か
も
、
地
域
別
の
連

邦
助
成
状
況
を
見
る
と
、

カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
国
道
の
延
仲
ル

l
ト
で
あ
る
オ
ハ
イ
オ
川
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
川
、
イ
リ
ノ
イ
川
を
含
む
東
北
巾

反連邦主君との同小、(5・3じ)

部
と
大
丙
洋
治
昨
南
部
が
上
仏
悦
に
入
っ
て
い
た
c
大
西
洋
沿
岸
南
部
に
関
し
て
は
、
ヴ
ア
ー
バ
ン
ニ
ア
州
、
メ
リ

l
ラ
ン
ド
州
が
推
進
し
た
チ
ェ

サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
河
が
、
技
術
的
に
も
難
工
事
で
開
門
を
多
用
せ
ざ
る
を
得
ず
、
多
額
の
費
川
を
要
し
た
こ
と
と
前
関
係
で
は
な
い
。

八
一
六
年
の
調
査
報
許
存
で
は
二
四
一
マ
イ
ル
の
運
河
建
設
に
約
一
一
一
一
一
七
力
ド
ル
も
の
総
資
が
か
か
る
こ
と
が
け
見
積
も
ら
れ
て
い

た
。
工
リ

l
運
河
が
会
長
一
一
六
二
マ
イ
ル
で
約
七

C
C万
ド
ル
を
越
え
る
程
度
の
も
の
だ
一
口
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
膨
大
な
額
で
あ
っ
た
c

チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
&
オ
ハ
イ
オ
運
何
の
建
設
は
ジ
ョ

I
ン
・
ワ
シ
ソ
〆
ト
ン
の
時
代
か
ら
の
ヴ
ァ

i
ジ
ニ
ア
の
夢
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
H

ザ
の
代
仙

かは
らと
オて
ノ、て〉

イも
寸な
I11 く
沿高
山泊、
厚 U

のつ
ヵた
ンだ
ノミ け
ご

一 九

フ 九十

ン¥
ド b
I ~そγ

:み
や君
/仲I

手民
主挙

?? 
主t
八了

子主 主;

Q It 
古れ
、 IJ
}六、

と E
だ手
つ二地h
た Zづ
。た
しつ
カミ こ

しの
、運

そ inl
のが
と首
き都
IKY'ワ
ftシ
はシ

鉄ト
道ン
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"見

の
時
代
に
人
ろ
う
と
し
て
い
た
υ

地
料
山
ん
研
完
苫
の

D
-
w
・
マ
イ
ニ
グ

(
巳
戸
~
「

P
H
2
E同
)

lま

ア
メ
リ
カ
の
交
通
制
の
発
注
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
正

ーふ
i師

式
な
凶
家
計
画
の
不
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
そ
の
不
在
ゆ
え
に
、

カ
ル

7
1
ン
あ
る
い
は
他
の
指
惇
者
が
一
八
一
九
年

に
想
像

L
え
た
こ
と
を
超
え
る
規
模
で
、

の
で
ふ
め
る
c

八
l

ハ
O
年
の
同
勢
調
貨
は

T
1
0
0

ア
メ
リ
カ
人
は
実
際
に
つ
空
間
を
征
服
し
た
』

マ
イ
ル
を
越
え
る
運
河
キ
よ
ど
み
航
行

Z
R
T
'
t
E
2
口
三
五
日
目
。
戸
)
と
約
三
万
一

0
0
0
マ
イ
ル
も
の
鉄
道
が
操
業
し
て
い
た
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る
」
コ
ジ
工
ブ
ア
ソ
ン
政
権
の
財
務
長
官
で
あ
る
ア
ル
パ

l
ト
・
ギ
ャ
ラ
テ
イ
ン
は
資
源
と
悔
恨
の
あ
る
連
邦
政
府
こ
そ
が
地
方

と
都
市
の
ド
別
な
く
国
家
的
な
観
点
か
ら
広
大
な
領
土
を
抱
え
る
ア
メ
リ
カ
の
交
通
網
を
充
天
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
老
え
た
。
こ
の
考

え

は

九

世

紀

第
l
川
半
世
紀
を
通
じ
て
、
連
邦
政
府
に
よ
る
内
陸
開
発
政
策
を
支
持
す
る
人
々
の
一
公
式
な
見
解
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
ン
・

シ
ス
テ
ム
を
擁
護
す
る
唱
え
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
的
な
開
発
計
画
政
策
が
提
案
さ
れ
て
も
そ
の
た
び
に
消
え
て
い
く
、
あ
る
い
は
大

幅
に
そ
の
内
科
が
修
正
さ
れ
て
い
く
迫
の
政
策
形
成
過
程
を
概
観
す
る
と
、
主
唱
者
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
思
惑
の
追
い
や
あ

か
ら
さ
ま
な
利
採
誘
導
を
物
語
る
こ
と
が
多
か
っ
た
c

実
際
、

よ
う
や
く
成
?
止
し
た
全
体
調
脊
法
は
、
連
邦
政
府
が
有
す
る
資
金
と
技
術
を

州
や
地
方
が
利
用
し
や
す
い
環
境
を
作
り
、
利
持
誘
導
の
競
合
を
招
い
た
c

し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
内
実
を
利
川
誘
導
の
構

造
、
あ
る
い
は
人
円
増
加
が
若
し
い
西
部
と
大
丙
日
沿
川
巾
部
地
域
と
の
連
係
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
南
部
地
域
と

い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
対
立
の
構
造
だ
け
で
説
明
す
る
の
は
必
ず
し
も
的
を
射
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
-
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
楕
図

は
そ
の
通
り
で
あ
り
軽
机
で
き
な
い
が
、

ア
メ
ワ
カ
政
治
に
岡
有
の
川
権
重
ー
侭
の
反
連
邦
王
義
の
伝
統
が
合
衆
国
憲
法
批
判
叩
か
ら
一
一
口
年
そ

し
て
四
心
年
が
絞
っ
て
も
な
お
強
い
影
響
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
巴
わ
れ
る
c
マ
デ
ィ
ソ
ン
政
権
末
期
は
、

八
二
年
戦
争
に
よ
っ
て
同
家
的
な
玄
識
が
高
ま
り
、
迎
邦
政
府
の
政
治
的
役
割
が
強
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
っ
そ
れ
で
も
な
お
、
連
邦

政
府
は
反
連
邦
、
土
義
を
乗
り
越
え
て
凶
家
的
な
内
除
開
発
政
策
を
完
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
コ

八
七
年
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
大
統
領
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に
よ
っ
て
作
汗
さ
れ
た
ボ
ー
ナ
ス
法
案
は
、
連
邦
↓
丁
晶
表
者
で
あ
る
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
は
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
が
、
反
辿
邦
↓
丁
晶
表
者
に
は
受
け

入
れ
ら
れ
る
法
楽
だ
っ
た
。
ま
た
、
全
休
訓
査
法
は
、
全
国
的
な
視
点
に
立
っ
た
総
合
的
な
計
山
性
が
極
め
て
希
縛
で
連
邦
政
府
の
土
導
性

が
弱
か
っ
た
。
歴
代
政
権
に
お
い
て
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
連
邦
議
会
に
付
与
さ
れ
る
権
限
を
め
ぐ
っ
て
の
憲
法
府
釈
論
下
は
、
連

邦
主
義
者
と
以
連
邦
、
土
義
苫
と
の
聞
の
連
邦
制
度
の
定
義
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
り
、
連
邦
政
治
の
表
枠
台
で
反
連
邦
主
義
派
の
根
強
さ
を
際

止
た
せ
た
と
い
え
る
。

反
連
邦
+
1
t
北
が
も
っ
脱
巾
央
集
権
的
地
域
指
向
は
、
別
の
凶
か
ら
見
れ
ば
、

セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
地
域
利
害
の
代
表
で
あ
り
、
地

域
を
基
探
と
す
る
民
、
圭
下
義
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
連
邦
政
治
に
お
け
る
表
わ
れ
方
は
様
々
で
あ
る
。

ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
y
ク
ピ
ル

(ン

-
Z一
白
与
の
↓

c
Z言
二
三
が
一
八
一
心
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
見
た
平
サ
ム
丁
義
も
、
氏
王
王
表
も
こ
の
一
側
面
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
反
述
邦
↓
丁
義
が
根
強
い
ア
メ
リ
カ
で
一
八
一

0
年
代
半
ば
に
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
政
権
に
お
い
て
瓦
解
し
て
い
く
が
、

そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
ン
・
ン
ス
テ
ム
そ
の
も
の
は
果
た

し
て
ど
こ
ま
で
同
家
、
γ

工
義
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
内
陸
間
党
政
策
を
見
る
限
り
は
、
反
連
邦
主
義
の
産
物
だ
っ
た
よ

反連邦主君との同小、(5・3じ)

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
仁
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"見
ーふ
i師

(
4
)
P
H
F
口

同

日

(
5
)
ア
メ
リ
カ
連
邦
交
通
所
道
路
局
編
、
別
所
正
彦
目
河
令
恭
平
副

a
ア
メ
リ
カ
道
路
史
'

(
原
古
一一
時
、
一
九
八

(
6
)
鈴
木
士
介
中
丙
弘
次
一
ア
メ
リ
カ
資
本
上
五
の
発
展
と
鉄
道
業
南
北
戦
争
以
前
の
時
則
を
中
心
に

第
三
巻
同
号
、
(
九
七
一
年
)
、
一
五
頁
υ

(
7
)
同
布
、
三
五
三
八
頁
υ

(
υ
0
)
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L
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F
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正
宗
主
主
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、
コ
ザ
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宮
》
い
山
弁
凶
。
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9
)
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m
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E
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X
M
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悼
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]
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叶
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